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序章 

 

第 1節 華族の子育て・しつけ・家庭教育の研究意義 

 

平成 18(2006)年に改訂された教育基本法には家庭教育に関する第十条と幼児期の教育に

関する第 11条が新設された。条文は以下のとおりである。「（家庭教育）第 10条 1父母そ

の他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必

要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよ

う努めるものとする。2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者

に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。（幼児期の教育）第 11条幼児期の教育は、生涯にわたる人

格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健

やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなけれ

ばならない」戦後日本において公共政策のレベルで家庭教育が問題とされることは少なか

ったが、近年になり社会的に家庭教育の重要性について注目が集まっている。またそれと

同時に、多くを家庭教育に任せられてきた就学前の幼児教育の重要性にも注目が集まって

いるといえる。 

戦前の家庭教育について知ることで、近代日本の家庭教育の理念の源流はどこにあるの

かがわかる。現在は教育基本法により家庭教育は子どもの教育の第一段階であり、社会的

ルールを学び自立心を養い、心身の健全な成長を促すことであると、理念の最低限な明確

化と統一化が国家的に行われたといえる。しかしながら、明治期から大正期には家庭教育

に関する法律は具体的には規定されていない。子どもの教育に関する法律は民法の「第八

百七十九条 親権ヲ行ウ父又ハ母ハ未成年ノ子ノ者ハ子ノ監護及ヒ教育ヲスル権利ヲ有シ

義務ヲ負ウ」ということであり、これは家庭教育というよりも、親権者が子供を保護養育

し、学校での初等教育を受けさせる義務があることを指している。小学校令では幼稚園が

家庭教育を補う機関としての側面を有していた。また文部省は高等女学校の建設において、

家庭教育の担い手を養成するための女子教育の意義を述べているが、どのような家庭教育

を目指したかは法律上の明文はない。 

華族という特権階級が設置された当初は、旧来からの上層階級である公家や大名と、明

治維新で大きな勲功をあげた人物が華族とされた。そして時代の経過とともに華族の数は

増加していくのだが、それは政治家や高級官僚・軍人そして実業家の一部が「国家に勲功」

があったとして華族に叙せられたていった。こうして新たな日本のエリート層は次第に華

族として特権階級に組み込まれていった。華族がどのような家庭教育を目指したか知るこ

とは、近代日本のエリート養成における家庭での取り組みがどのようなものであったか明

らかにすることである。 

また華族のなかで「大正デモクラシー」といわれる時代に青年期を過ごし人格を形成し
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た人々は、昭和戦前期に各界の指導者になっている。華族たちは貴族院の中核を担い、全

国および地方の非営利団体や企業の役員職につき、近代の政治や社会に重要な役割を担っ

た。日本の近代家族の全容をあきらかにするために、新中間層と比べると欠けていると言

わざるを得ない華族の家庭観を読み解くことは重要である。 

また各家の子育ては、各家の文化や階級の再生産でもある。華族の子育てを明らかする

ことは、華族自体が華族とはどのような存在か、またどのようにあるべき存在か捉えてい

たのかを明らかにすることでもある。華族が子どもを教育するにあたりどのような理想を

掲げ、実際にどのような教育をおこなったか、いままでの研究では詳しく触れられていな

い部分を明らかにしたい。 

これまでの家庭教育・子育ての歴史的研究のほとんどが、家庭教育に関する女性や専門

家の言説の出版物あるいは家政科や修身の教科書などのメディア分析を中心に行われてき

た。本研究は華族の男性の視点を中心に、また日記史料を活用することによってメディア

分析とは異なる研究方法をとっている。また日記を中心に据えていることが、これまでの

研究とは異なっている。これまでの、子育てされた側の回想ではなく、子育てをする側で

ある親の視点を中心に、子育てをしていた時の実際の感情をありありと再現しながら、華

族の家庭教育を明らかにしたい。 

現在、家庭教育は社会的に注目されている。過去の華族という文化的経済的にも恵まれ

たエリート層の親たちによる子育てを明らかにすることは、文化的にも経済的にも大変恵

まれた現在の日本において現代的な意義を持つはずである。 

華族についての資料が少なく、また発掘も非常に困難である。学習院において行われた

華族の資料調査の結果が学習院大学史料館編・刊『旧華族家史料所在調査報告書』(総頁数

2302 頁、1993 年)にまとめられているが、明治以降の日記史料のように家庭生活に関わる

資料の存在はほとんど認められない。本研究においても資料が限られており使用したもの

の多くは国会図書館憲政資料室のものである。一部華族の子孫から借り受けたものを使用

しているが、資料不足が否めない。しかし、従来華族の家庭教育に関する研究はほとんど

行われておらず、華族の日常の家庭教育は明らかにされることはなかった。しかし、限ら

れた資料ではあるが、それを読み解き、分析することによって華族の家庭教育を明らかに

したい。そして、これからも華族の資料の発掘を進めて、華族の子育て・家庭教育の研究

を深めていきたい。 

 

 

第 2節 家族史の先行研究 

 

華族の家庭教育、子育ての研究にあたるに、まず家族史の先行研究について、近代家族

史に限定して述べていく。明治から昭和戦前期の家族、いわゆる近代家族はしばしば国民

国家と結びついて語られる。例えば、民法学者の川島武宜は次のように「明治民法の規定
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した家族制度は、当時の立法資料からも明らかであるように、旧武士層
、、、、

(主として明治の貴

族・官僚を構成した)の家族秩序を政府公認の理想的家族の姿として定着したものである１」

という。この家族秩序のモデルは武家(大名)華族の家制度である。 

この家族制度のモデルであった華族たちは、貴族院の中核を担い、また看板的ではある

が全国および地方の非営利団体や企業の役員職につくなど、近代の政治や社会に重要な役

割を担っており、家長のみでなくその家族の行動までもがメディアに注目された。その華

族たちの家族観を読み解くことは、近代家族を知る上でも重要なことである。しかし、大

正デモクラシー期の華族の家庭観・家族観についての研究は決して多いとはいえない。 

近代の家庭観・家族観についての研究は母性保護論争や良妻賢母教育とともに明らかに

されてきた。 

近代の家族論研究の近年における代表的なものは、牟田和恵『戦略としての家族』２であ

る。第 3章「「家庭」の登場とそのパラドックス」では、明治期の総合雑誌である『国民之

友』『明六雑誌』『中央公論』『太陽』などの 7誌に掲載された家族についての言説を分析し

ている。明治 20年前後をピークとして家族の団欒や家族構成員の心的交流を重視する新し

い「家庭」的な家族を理想とする記事が多くなるが、明治 20 年代後半から 30 年代初頭に

かけて家族や家庭は公論から女性のみが関わるものとして語られるようになった。この変

化は家族や家庭が雑誌において「女性化」したと指摘している。また、この家庭の「女性

化」と同時期に、女性の儒教的･封建的女性像からの脱皮を期待する論調から、夫や舅姑に

従順な良妻賢母が「日本古来の伝統」的な女性美であると理想化されるようになったと指

摘する。第 4 章「家族国家観再考」では家族制度イデオロギーの普及は教育政策と深く結

びついており、修身教科書にそれが形象化しているとして、明治期修身教科書を分析して

いる。明治 10 年代の親子の心情的関係は孝行という上下関係が書かれているが、明治 20

年代後半からしだいに合理的で親密な書かれかたに変化する。また明治 10年代以降から親

族と両親祖父母との明確な区別がみられ、家族と親族との疎遠化が行われ、家族の範囲が

縮小し凝集する傾向にあったとする。そして、天皇に父性、皇后に母性というイメージを

与えることで、国家の親としての天皇家と子どもとしての国民という愛情のある家族を再

現していると指摘している。修身教科書上に、親子を基本とした小家族である「家庭」の

姿があらわれることは、前近代的な家族理論を新しい家族意識が補完して家族国家観を支

えていたのではないかと示唆している。 

また女性教育政策や女性の教育家についての研究から、女子教育がどのような女性を作

り上げ、そして家庭を作り上げようとしていたかをあきらかにしている芳賀登３や小山静子

４などがいる。最近では海妻径子５の父性論研究からの家庭観・家族観にふれた研究も行わ

れている。既存の家庭観・家族観の研究は雑誌記事などの公的な発言からの考察を中心と

しており、個人の内面的な活動そのものからの考察は行われていない。当然、家庭につい

ての外向きの発言と、家庭という内向きの場面での行動が一致しているとは限らない。ま

た都市在住の新中間層ついての研究がほとんどである６。 



4 

 

加藤千香子７は「国民国家」と家族の関係を問うには、「近代」一般に共通する問題と「創

られた伝統」の日本固有の問題の両方の視点が必要だという。また日本の近代家族のイデ

オロギーには、「天皇統治への同意を獲得するために喚起されたイデオロギーとしての面」

と「国家が実在の生活共同体としての家族を管理･動因の基礎単位･戦略的拠点とする際に

家族形態の実態に応じて鼓吹するイデオロギーとしての面」という二つの側面があるとい

う。しかし、「創られた伝統」を受容した一般国民と、自らの伝統をそのまま持っていた華

族社会では、近代家族のイデオロギーの持つ意味は異なっているのではないかと思う。 

近代における日本の家族のモデルとなった華族は、その生活態度に注目が集められてお

り、総合雑誌の記事では素朴な尊敬の対象でもあったが、同時に贅沢な生活は批判の対象

にもなっていた８。華族は皇室を支える存在であることを自覚し行動しつつも、当然自らの

私利私欲のための活動も同時に行っていた。その間のせめぎあいの中で自らの家族をどの

ようなものにするのかが分かれるところであろう。華族の家族制度を見ることによって、

「創られた伝統」の実態もさらに明確になるはずである。 

落合恵美子による日本近代家族の 8 項目にわたる特徴、1 家内領域と公共領域との分離、

2 家族構成員相互の強い情緒的絆、3子ども中心主義、4男は公共領域･女は家内領域という

性別分業、5家族の集団性の強化、6社交の衰退とプライバシーの成立、7非親族の排除、8

核家族９は、近代家族のモデルとなった明治初期の大名華族の家庭では当てはまらない部分

がいくつかある。 

たとえば、大名華族であれば、家内領域と公共領域の分離はないといえる。大名華族の

生活は、多くの使用人を抱えた大名華族家の邸内には公私の区別はない。また公共領域で

ある「表」と家内領域の「奥」は区切られていたが、同じ邸内で営まれていた。そして、

使用人の働きにより日常生活が成り立っていたため非親族の排除もなかった。また大人の

生活が優先で、子どもは両親の手ではなく使用人に養育されていたので、大名華族の家庭

は子ども中心主義ではなかった。しかし、時代が明治後期から末期、大正期に時間が経過

することにより、あてはまる特徴にも変化があった。子どもと一緒に余暇を過ごすなどの

心的交流を大切にするようになるなど変化も見られている。この日本近代家族の特徴は大

変参考になるが、ひとつひとつの特徴については時間の経過とともに観察していく必要性

があると考える。 

華族はごく限られた人数の特権階級であり、また史料も少なく、史料調査も困難である

ために家族史研究の研究課題として注目されてこなかった。しかし、華族の家庭でも近代

化は家制度に緩やかな変化を起こしていた。近代化が武家華族の家庭にどのような変化を

与えたか、江戸時代を知らない武家華族の二代目が活躍し始める大正期から昭和初期の華

族の家庭に焦点をあて、子どもの教育から華族の抱えている家庭の理想のイメージと問題

を明らかにしたい。この分野では新中間層とよばれる階層の研究が盛んであるが、たとえ

ば華族の階層についてはほとんど欠落していると言ってもいい。その欠けた部分を補うた

めにも、いくつかの華族の日記を中心にして華族の家庭について明らかにしたい。それが
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できて日本の家族・家庭の研究の全体像をはじめて明らかにしたと考えるからである。 

 

 

第 3節 家庭教育の先行研究 

 

 近代日本の家庭教育・子育て・しつけ・育児についての歴史的研究は民俗学や教育史学

あるいは保育学の中で行われてきた。その研究において、対象とされているのは新中間層

以下の家庭での家庭教育となっている。そして、家庭教育観についての分析は、実際の家

庭での言説ではなく、育児についての書籍や雑誌・新聞に掲載された言説や、道徳・家政

科教科書の検討からが多い１０。 

 家庭教育・子育て・育児の言葉の定義と、それらの研究を総括した研究史については、

太田素子「＜子育ての歴史＞研究の課題と展望」１１が詳しい。太田により「育児」とは近

代科学によって支えられる科学的な育児、「家庭教育」とは学校の学校教育との役割分担の

中に想定される家庭での家庭教育、「保育」とは専門家による制度化された保育として、言

葉の定義づけがなされている。そして「子育て」とは、家庭ないしそれにかわる生活の場

において、親などが子どもを養護し社会化しようとする営みをさすと定義している。つま

り、「子育て」とは「家庭教育」「育児」「保育」などの言葉を内包する、子どもに対する教

育のすべてをいう言葉であるという定義である。しかしながら、「子育て」という用語を教

育学のなかで肯定的に使用することに意義を唱えた斎藤正二の研究発表「「子育て」をめぐ

る記号学的諸考察:ジョージ・オーウェル『一九八四年』'Newspeak'と『生類憐みの令』(1685)

との間」１２がある。斎藤は「子育て」とは江戸時代の「子まびき」の対概念であり、「子ま

びき」の経済的な理由から嬰児を殺すことに対して、「子育て」はまびかずに育てるという

意味のみで、そこには育児・養育・教育の意味が含まれておらず、教育学の用語としては

不適当だという。 

 近代家庭教育に関する諸問題について研究は、広田照幸『日本人の〈しつけ〉は衰退し

たか』１３にも詳しく、新中間層だけでなく貧民層についても焦点を当てている。また戦前

の家庭教育と現代の家庭教育と比較して、広田は現代の親は子どもの教育において、非常

に強い責任を有しているとしている。親たちは子どもに対して自分自身が教える代わりに

塾やスポーツクラブというサービスやネットワークなどを駆使して子育てをするようにな

っており、子どもの「ジェネラル・マネージャーとしての親」だという１４。 

また、家族史や教育史や家庭教育の研究分野と密接につながる子ども史の分野では、森

山茂樹・中江和恵『日本子ども史』１５では古代から現代までの子ども史を網羅している。

彼らは華族の家庭についても触れている。戦後旧華族の人々が書いた回想録を中心として

検討されて、子どもに対してしつけ・子育てがどのように行われていたのか明らかになっ

ている。しかし、それは子どもが受けたしつけ・子育ての回想であり、親として子どもに

接した回想は乏しく、親の視点にたって子どもに対してどのように教育をしたかは明らか
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になっていない。そのため親たちがどのような理念を持って家庭でしつけ・子育てを行っ

ていたかは明らかになっていない。 

また沢山美果子『近代家族と子育て』１６がある。近代になり新しい家族像である家庭が

西洋から伝播した。家庭という言葉は、愛情により結びついた一夫一婦制の夫婦関係や、

家族相互の団欒の担い手としての主婦役割、休息の場としてのホームの理想を備え持つも

のとして、日本にも急速に普及していったという１７。このころの既婚男性の役割としては、

稼ぎ手として公領域に出て働き、家の中では家長として権力を持ち家族を統率しながらも、

妻と子どもには愛情を持つ夫であり父であらねばならなかったという１８。そして、実際の

家庭の生活として、三宅恒方・やす子夫妻の家庭生活について書かれた第二章「近代家族

の妻・母として」、第三章「近代家族の夫・父として」がある。家庭内における近代社会の

ジェンダー規範としての男女の性別役割分担について、三宅夫妻が残した夫婦関係に関す

る随筆や、教育論などの文章を参考に明らかにしようとしている。ここでは恒方は出張先

から手紙などで子どもに気をつけるようにと妻に指示を出すものの、家庭内では仕事のた

めと書斎にこもり、幼児がうるさくてかなわないと妻を叱る人物であり、沢山からは自分

本位の妻像を妻に押し付け、夫や父としての役割から逃避した人物としてとらえられてい

る。また、恒方は 41歳で亡くなっており、子どももまだ 9歳だった。そのため、父親とし

て家庭教育にどのようにかかわったのか、父親として生きた時間も短いせいか、実像があ

まりにも乏しい。 

そして、ジェンダー研究において、母性や父性とのかかわりから家庭教育について研究

が行われるようになっている。多賀太は「「父親の家庭教育」言説と階層・ジェンダー構造

の変化」１９や「「教育する父」の意識と行動―中学事件性の父親の事例分析から―」２０にお

いて、現代の父親の家庭教育について、父親へのインタビューや雑誌記事などによって分

析を行っている。現代は男女平等主義から父親も育児や家庭教育に参加することが当然で

あるとされている。そして、とくに都会の中流階級の父親において、家庭教育において「チ

ューターとしての父親」像を肯定し実践していこうという風潮が生まれているという。そ

れは子どもの受験勉強や学校選択について支援することを中心とした家庭教育をする父親

像である。チューターとしての父親になることで、家庭教育への参加の機会を確保し、親

子のコミュニケーションをとりつつ、また子どもの受験の成功により世帯の社会的地位の

向上と安定を図ろうとしているという。 

 

 

第 4節 華族の先行研究 

 

 華族について研究する上で、基礎研究ともいえる華族制度の成立について明らかにした

大久保利謙『華族制の創出』２１がある。 

大久保の研究によれば貴族はもともと律令官人の上層部のことをいい、三位以上を貴、
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四、五位を通貴といい、あわせて貴族とされた。古代豪族が本籍地を離れて京に集住する

都市民となり、宮城にある官司へ出仕する官人となったものたちのことであり、7世紀の末

から 8 世紀の初め、藤原京から平城京の時代にかけて出現したものである。明治政府は華

族という新しい身分階層を設けたが、華族とはもともと家柄の良いという意味の言葉で、

明治以前は公卿の摂家に次ぐ家格である清華家の別称でもあった。 

 明治 2(1869)年 6 月 17 日に公卿諸侯の称を廃して改めて華族と称すようにという命令が

出て日本の華族ははじまった。朝廷に使えた公家の上流である公卿(殿上人・堂上)と徳川幕

府の諸侯(大名)は、士族(武家)や平民(農工商など)よりも上位の、貴族階級である同一集団

を作ることとなった。これは、官武一途をあらわすものでもあった。華族は明治 4(1871)

年の戸籍法により、すべての階級の中の最上階級という地位が定義された。 

 この華族の中に、明治 17(1884)年の華族令で「公侯伯子男」の五爵の階級がつくられた。

また国家に勲功のあるものも叙爵されて、華族に加わることとなった。 

華族たちの多くは明治新政府の新しいポストにつけなかったが、こうした華族たちに政

府は国会開設の際に民権派に対抗できる上院議員という役割を期待していた。このために、

幕末に志士として活躍した優秀な士族にも爵位を与えることとなった。 

 華族は、家格などの規定のもとに分けられた五爵だけでなく、出身による公家華族、武

家(大名)華族、勲功華族の大きく三つの区分に分けることもできる。公卿出身の公家華族、

大名及び有力諸藩の家老を含む武家華族、そして維新の功及び明治以降の軍人･官僚の勲功

華族である。 

華族は皇室の藩屏であるといわれる。つまり、華族は天皇および皇族を取り巻き守る階

級ということである。華族には西洋の貴族同様にノブレス・オブリージュという高貴な者

の義務が期待され、自らも積極的にそれを果たそうとした。国家の指導者、国民の模範で

ある姿が求められ、率先して海外に留学をして見識を広げるむねの勅諭が明治 4 年(1871)

に出されている。成人した華族のための勉学施設としてはじまった華族会館や、イギリス

の貴族学校を模範にした学習院を作って、華族は自らの知識を高め、子どもを教育し積極

的に文明開化を担おうとした。また、天皇が大元帥であり軍の最高責任者であり、皇族は

みな軍人にならなければならなかったことから、華族にも軍人になることが期待された。 

 華族は世襲制であるが、華族であり続けるには華族である品位を整えることが求められ、

家政破綻や当主の犯罪行為が起これば爵位の返上をしなければならなかった。また男系に

よる皇室継承の本義のために、男子の家督相続人がいなければ襲爵できず、男子のいない

家では養子・婿養子などを確保することで、華族という階級を維持していかなければなら

なかった。 

 また華族の資産が日本の資本主義経済の成立や発展にかかわっていたことを経済史の視

点でとらえた後藤靖２２の研究がある。地主制との関連から華族における最大の旧領地地主

である侯爵細川家の経済活動に注目した千田稔２３の研究がある。 

以上のように華族制度を法学や経済学や政治学などから捉える研究はいくつか認めるこ
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とが出来るが２４、華族の家族史研究は非常に少ない２５。 

タキエ・スギヤマ・リブラ『近代日本の上流社会――華族のエスノグラフィー』２６では、

急速に消滅しつつある華族文化を救済するために、情報提供者から聞き取りをし、永遠に

失われた華族社会の一部を再現している。華族制度は過去の事象ではなく、現代社会にお

いても意味を持っており、法的にはその存在は消滅し、社会的にも忘れ去られてしまった

が、今も文化現象として華族は残っているとしている。この研究の意義は、社会的エリー

トの研究に欠陥していた部分を埋めること、華族制度を天皇崇拝と先祖崇拝の複合体に関

連づけること、世襲エリートを今日研究する意義を探求すること、失われた社会集団の民

俗史的研究を行う意味がどこにあるか答えることである。リブラによれば文化人類学・社

会学の分野では世界的にエリート研究は少なく、上流階級よりも中流・下流の民衆文化や

農民文化に大きな関心が注がれてきたという。日本文化や社会を理解するには、庶民の文

化だけでなく、エリート文化のことを理解する必要があるとして、庶民とエリートの境界

を明らかにし、その相互作用の働きから世襲ヒエラルキーの三つの特徴をあきらかにしよ

うとした。婚姻や養子縁組や娶妾あるいは学習院入学によって華族社会に平民が入るとい

う身分の取引可能性、華族という地位を強化保護する使用人とその使用人によって支えら

れる華族の生活という垂直的共生関係、華族家の家長と家長の代行人として家政を取り仕

切る使用人が相互補完している「非対称な二頭体制」をあきらかにしている。 

リブラの研究は1980年代に行われた聞き取り調査と伝記の分析から華族の生活様式につ

いて明らかにしているが、個人の体験の年代や家の背景についての記述がなく戦前の華族

社会の生活様式などの変化についてあきらかにしているとはいえない。また、聞き取りと

いう調査方法から、戦後大きく価値観が変わったこともあり、被調査者が事実と思って語

る過去と真実の過去が異なっていることも大いに考えられる。そのため、当時の生活につ

いて、当時の実際の所感を明らかにしていない。 

森岡清美『華族社会の「家」戦略』２７は、国民最高の身分階級であった華族の家をあき

らかにすることが研究の第一の意義である。日本では「常民」の家の研究がほとんどであ

り、上流階級についての研究はあまりなされてこなかった。華族の研究が少ないのは、研

究資料に接触しづらく利用可能なものも少なく、研究が困難だったからである。華族は皇

室・皇族の家族制度を護持する立場にあり、その立場から士族の家を規定する影響力をも

っていた。第二次世界大戦後、華族制は廃止された。しかしながら、リブラの研究のよう

に実際は非公式な形で生き残り、「心の習慣」という面で今も根強く日本社会に残っている

ように思われる。それゆえに、華族の家の研究は「常民」の家の研究と同様に日本の家族

制度の研究において重要な位置を占めるべきであったのに軽視されている。この研究で結

婚・継承そして子弟教育と家政の運営から、家の価値の実現のための戦略である「家」戦

略をあきらかにし、欠けている華族の家の研究を補っている。しかし、その研究は日記や

法律という史料を使い、統計を使い理論的に行っているが、明治期の華族制度と家制度の

創出期である明治初年からから 30年代までの研究に限られている。 
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近時の先行研究に、小山彰子「[研究ノート]華族家の教育史――ある大名華族家四代の聞

き取り調査から」２８がある。この研究は上流階級の教育や学歴および学校選択の価値観な

どの再生産について、大正期から現代にいたるまでの四世代にわたり検証している。小山

の研究はある一族の時代を縦軸にオーラルヒストリーの手法で研究と分析しているが、聞

き取り調査のインタビュー対象者は匿名であり、それらの各家の歴史的背景などにはほと

んど触れるところではない。また四世代中の第三、第四世代はあきらかに旧大名華族家出

身者ではなく、日本の上層階級の研究とはいえるだろうが、ある大名華族家四代の聞き取

り調査とは言えない２９。 

また『有馬頼寧日記』の編纂者の一人、山本一生の『恋と伯爵と大正デモクラシー：有

馬頼寧日記 1919』３０が日本経済新聞出版社より刊行された。この著作は、本論文の目的の

一つである華族の私的部分を明らかにするという目的は同じであるが、大正 8年(1919)の有

馬の女性関係と、山本氏が行った恋人の素性調査の道程や、有馬と緑の恋愛の盛り上がっ

た部分を小説仕立てに描いており、データベースとしては非常に有用であるが、いわゆる

研究論文とは言い難い。しかし、華族有馬頼寧の人間としての面白さ、有馬頼寧日記の研

究資料としての有用性があらためて注目されるきっかけになる作品であろう。 

これまでの研究では、華族が実際に「家」をどのようにとらえていたか、華族制度と家

制度の中で複雑な人間関係であるのに、「家」戦略の下に隠れている個人の内面的な葛藤を

充分に検討しているとは言いがたい。伝記やインタビューを用いた研究では、旧華族の個

人が子ども時代に親あるいは使用人によりどのように育てられたかを振り返ったものであ

り、なかなか自身が親となり子育てをする側になったときの経験が語られない。日記資料

などを中心に使用することで、華族が日々のなかで親としての視点での率直な家族観や子

育て観をその家ごとに明らかにしたい。 

 

 

第 5節 本論文の構成 

 

 本論文は序章と終章を含めて全 9 章から構成される。序章では華族の家庭教育に関する

先行研究と本研究の意義を述べた。 

第 1 章は明治から大正期の家庭教育とはどのようにとらえられていたかを明らかにし、本

研究においての「家庭教育」を定義する。そのうえで華族の家庭教育がどのように行われ

ていたのか、随筆や伝記を頼りに大名華族を中心に明らかにする。 

第 2章から第 4章では日記資料の存在する有馬頼寧伯爵と岡部長景子爵の両大名華族家と、

阪谷芳郎子爵の勲功華族の 3 つの華族家の父親の教育観を中心に研究を行った。第 2 章で

は有馬頼寧、第 3 章では岡部長景、第 4 章では阪谷芳郎を取り上げている。個別には取り

上げているが、それぞれの家庭教育の違いや共通点を表出させることで、華族の家庭教育

の普遍性が読み取れるのではないかと考えている。有馬と岡部は同世代であり、ともに中
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央政府に役人として務め、昭和戦前期には貴族院議員として政治活動を行っていた。また

有馬は農務大臣や大政翼賛会事務総長、岡部は文部大臣として閣僚にまで登ったこともあ

る人物である。阪谷は有馬や岡部とは年齢が異なるが、同世代の子どもの父親という共通

点はあった。それぞれの華族の教育において、共通する点などを比較することで、子ども

を華族として育てるうえで、華族をどうとらえているか明らかにしたい。 

第 5 章は学習院附属の幼稚園の幼児教育と家庭教育とのかかわりをみることで、華族の就

学前の教育について研究を行った。華族の家庭教育を明らかにするためにも、家庭教育の

みでなく、公教育についても視野を広げたいと考えた。そこから、育児のプロフェッショ

ナルである保母を通してみた華族家の家庭教育について考えたいと思った。また華族が学

習院の幼稚園での幼児教育をどうとらえたか明らかにしたい。 

 第 6 章は学習院論について検討する。社会事業家で学習院廃止論を展開した伯爵有馬頼

寧と、学習院評議員を務めた貴族院議員の水野直が学習院をどうとらえていたか明らかに

したい。そのうえで華族が子どもの教育について学校に何を望んでいるかを、明らかにし

たいと考えている。有馬と水野の家庭教育の思想を読み解き、また彼らが子どもの通う学

校とどのようなかかわりを持ったか明らかにしたい。 

大正期の華族における学習院観を検討することによって、華族が華族の教育として学校教

育における教育の長短をどのようにとらえていたか明らかにすることで、家庭教育の役割

をどのようにとらえていたか明らかにしたいと考える。そして、有馬や水野ら華族の父親

が将来の華族社会にどのような不安と期待を抱えていたかを明らかにすることで、子育て

に父親としてどう向き合い、どのような次世代の育成をしようとしていたか明らかにした

い。 

 第 7 章は『家庭の模範』という女性向けの家政の指南書に登場した鍋島伯爵家、岡部子

爵家、加納子爵家について比較を行うことで、3家の家庭教育から家族の家庭教育を読み取

ろうとした。この鍋島家、岡部家、加納家の 3 つの子爵の家庭では、元からの家の規模が

大きく異なるが、子育てについての共通する目標があった。また彼らの生活を書籍や雑誌

を通して眺めていた新中間層の暮らしについても触れ、華族と新中間層との生活を比較す

ることで、子育ての違いを明らかにしたいと考えた。 

終章、華族の実際の家庭教育、子育ての様子を明らかにして、皇室の藩屏として国につ

かえ、貴族院で政治を担い、また公家・大名華族であれば伝統ある「家」を守っていた華

族が、上流の社会階層としての華族のあり方をどのように華族自身がとらえていたか明ら

かにしたい。また華族のその存在意義や価値を子どもにどのように継承しようとしたか、

華族の家庭教育の意義やあり方を、華族自身がどのようにとらえていたか明らかにしたい。 
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第 1章 華族の家庭教育と近代 

第 1節 家庭教育の定義 

 

 「家庭教育」という言葉が、どのような言葉であるか、家庭で行われる教育というだけ

で曖昧なものである。家庭が私的領域であり、国家が介入することも不可能であり、また

家庭は世の中に無数に存在し、その形態も様相も様々なものであることから、そこで行わ

れる教育も多種多様で普遍性を求めることが難しいからである。 

「家庭教育」に近接する言葉に「子育て」「育児」「保育」などがあるが、「子育て」とい

う言葉を「家庭ないしそれにかわる生活の場において親ないしそれに代わる大人が子供を

養護し社会化しようとする営みをさす」と定義づけを行った太田素子によれば、「家庭教育」

は学校教育との役割分担の上に想定される言葉だという３１。 

「家庭教育」が本論文の研究対象である明治から大正期にかけてはどのようにとらえら

れていたか明らかにしたい。 

「家庭教育」という言葉が文部省により公に意味づけられたのは、明治 15年のことであ

り、家庭教育は学校教育の代替として普通教育を授ける教育のことを言う３２。明治 17年発

行の『学事示諭』３３には、家庭教育とは一家の団欒の間に行う教育だけでなく、学齢の子

どもを学校に入れずに普通教育を行うことを家庭教育というとある。普通教育を授ける場

所が、学校であれば学校教育、家庭であれば家庭教育という、場所の対比から始まった言

葉であった。しかし、「学校教育の家庭教育に勝ることすでに斯の如し」といっており、家

庭教育は小学教則に従って行い、また家庭教育を受けている子どもは小学校で試験を受け

て、試験の結果が悪ければ学校教育に移行すべきだといっている３４。家庭教育と学校教育

については、学校教育に優位性があるものととらえられていた。 

家庭生活の中での両親の教育について、明治 20(1887)年に発行された『家庭教育』３５と

いう最も初期の家庭教育の専門の啓蒙本には、「家庭の教育は小学校の教育と大切なる関係

あることにて若し家庭教育あしければ小学校の教育も十分に効能をあらはす事が出来ぬ３６」

ということから、学校教育の効率を上げるには家庭教育を正しくしなければならないとし

ている。しかし、『家庭教育』には就学年齢前後の家庭教育の注意点しか書かれていない。 

また、女学校において良妻賢母の教育を行った家政学の書籍では家庭教育をどのように

とらえているのか見たい。明治 23(1890)年に発行された『家政学』３７において、親は子ど

もの教育を学校に依存してはいけないとしているが、「小児帰り来れば速やかにその日の課

業を復讐せしめ、忘れたる所は教へ、学校の足らざるところを補ひ、学校と両々相助けて

以つて児童を教育すべきなり。斯くすれば児童は家にあるも学校にあるが如く、常に教師

の傍らにあると同然３８」といい、母親は家庭で小学校の補助を行い、教員のように接する

ことを説いている。明治 27(1894)年刊『新編家政学 下巻』３９や明治 39(1906)年刊『実践

家政学講義』４０は、教育の外部委託先である学校選択の重要性も説き始め、母親は積極的

に学校参観をして教員との連携をして家庭教育を行っていくものとしている。また幼児期
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に比べ学齢期の具体的な子どもの育て方などの記載が少なくなっていく。そのため家庭教

育と学校教育では、その優位性は学校教育にあるように感じられる。 

 家庭教育は公教育とのかかわりでは、常に公教育に優位性があったわけではない。帆狩

猛によれば幼児教育との関係において、家庭教育について明治 40年代にフレーベル会発行

の幼児教育雑誌で重要な議論がなされていた。明治期には幼稚園という西洋の幼児教育の

現場の導入がなされた。しかし、旧来幼い子供の教育というものは家庭で行われており、

幼稚園の導入以降も幼児の教育には家族の特に母子の密接なかかわりが重要だと考えられ

ていた。そのため、幼稚園は不要なものであるという議論も絶えなかったという。そうい

った議論に対して、幼稚園擁護の姿勢をとる者たちは、個々の家庭で系統立てて行われて

いない家庭教育では、教育が不十分となってしまう部分を補完するのが幼稚園であるとし

た４１。就学前の家庭教育と公教育では、家庭教育の方が優位な立場にあったということで

ある。 

明治から大正期にかけて家庭教育がつねに公教育に寄り添うことを求められていたので

はなかった。しかし、家庭教育は、子供が学齢期に入ると学校教育という公教育に寄り添

う教育を求められていた。 

大正から昭和に活躍した幼児教育の権威である倉橋惣三によれば、家庭教育には三つの

意義があるという。①家庭の生活性によって行われる教育(生活的)、②家庭が備え持つ文化

性によって行われる教育(環境的)、③親の教育意識によって行われる教育である(方法的)で

ある４２。家庭教育の有する生活的・環境的・方法的教育という三つの側面は「いづれも家

庭生活の本質が根底となつてゐるところに家庭教育の特性があるのであつて、生活的の場

合はもとより、環境的・方法的の場合に於ても、決して単なる環境、単なる方法として効

果を生ずるものではなく、どこまでも家庭生活の特質裡に行はれてゆくところに、家庭教

育の本義がある４３」といい、家庭教育は「純乎たる生活そのままの中に行はれるものであ

る４４」という。すなわち、倉橋は子どものいる家庭において家庭生活のすべてが家庭教育

であると考えている。 

そして、家庭教育というものは教育的な思想がなくても、自然に日常生活の中で行われ

ているものであり、日常生活の中で個々の家族の中に出てくる家の雰囲気、家風というも

のが子ども性格につながるとしている４５。また家庭教育の範囲であるが、「小さい子供の時

から自分が独立の家庭生活を作りますまで家庭教育の範囲内４６」としている。社会におい

て家庭教育は就学前の幼児期までという考え方や、長くても少年期までと考えられている

場合が多いと倉橋はとらえている。公教育との連携についても、家庭教育を充実させるよ

うに幼稚園などをうまく選択し、そして学校教育との連携は受け身ではなく、学校を利用

していくようになるべきであるとしている４７。また学校にも家庭教育の重要性を理解して

もらい、現実生活の教育のため、学校は宿題ばかりさせるのではなく、家庭で家業や家事

の手伝いをすることを推奨してもらいたいと考えている４８。学校の保護者会などに積極的

に参加し、学校とのかかわりを持っていくことで家庭生活も充実するとしている。 
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そして、家庭教育は、家庭教育、学校教育、社会教育の三段階の一層目だともいう４９。

ここで倉橋の言っているのは学校教育の準備という意味ではなく、一層目である家庭教育

はどの教育段階に向かってもその重要性や存在は変わらず、つねに教育の基礎となるもの

であるということである。 

これは、家庭教育の延長上に学校教育があるともとられることができる。日常生活の基

礎である家庭が充実していなければ、子どもは学校で充実した生活は送れない。また、倉

橋は親による公教育の選択や、学校に対して受動的ではなく能動的になるように訴えてい

る。 

本研究において「家庭教育」の定義として、研究対象とする時代に活躍した教育学者倉

橋惣三による「家庭教育」の概念を参考に、子どものいる家庭の生活の営みそのものと定

義したい。また学校教育は家庭教育における「親の教育の意識によって行われる教育」の

延長上にあると考える。女学校の家政学では育児における学校選択の重要性が説かれてい

る。家庭では教育の方針によって学校選択を行うこともできる。学校選択は子どもの能力

や意思だけでなく、親の意思が大きくかかわっており、それは幼少期であればなおさらで

ある。また親は子どもにとって学校がふさわしくないと考えれば、退学させることも可能

なのである。そこで家庭教育と学校教育ではつねに家庭教育に優位性が与えられていると

考える。 

 

 

第 2節 華族の家庭教育 

 

 華族の家庭教育を述べる前に、江戸時代の大名家の教育について少しふれておきたい。 

江戸時代の武家の学問教育の基本は儒学である。幕政中期のころ尾張徳川家では、大名

の子どもたちは儒学者を教師として四書の素読から教育が始まり、相手役の小姓らととも

にこれを学んだようである。大名や大名の子どもを中心とした儒学の講義が定期的に行わ

れ、その講義には城内及び邸内の者の参加が許されていた５０。 

幕政後期の大名家の教育も、儒学が行われていた。徳川慶喜は水戸藩主徳川斉昭の第七

子として生まれ、養育の経費削減のため藩地で成長し、斉昭の方針により将来は養子に出

す身の上であるため文武両道を実現すべく厳しく藩校弘道館で教育された５１。佐賀藩の鍋

島直正は、幼少期は乳母によって放任主義に養育され、遊び相手とともに泥遊びや相撲な

どをする活発な子どもで、七歳になると儒学者によって教育を行われた５２。 

大名の子どもの教育の実態を把握することは難しいが、男子は学齢期になれば、屋敷の

中において儒学者によって読み書きなどの教育が始まったことがわかる。 

次に、身分が大名から華族へと変化していった後のことを詳しく明らかにしていきたい。

多くの華族の子どもたちが、どのような家庭教育・子育てを受けていたのかを明らかにし、

華族の家の教育にどのような共通点があったのかあきらかにしたい。しかし、日記資料が
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ないために、伝記やインタビューや随筆などの抽出したものである。 

 華族の家庭生活の様子をあきらかにするため、1960 年代に華族の生活を聞き取り調査す

る目的でおこなわれた座談会を収録した金沢誠・川北洋太郎・湯浅泰雄『華族――明治百

年の側面史』などを利用して幼少期を中心に年代ごとにまとめた５３。 

 明治 19(1886)年生まれの徳川義親は、旧福井藩主家侯爵家に生まれ、明治 41 年(1908)

に旧尾張藩主家の徳川侯爵家に養子へ入った。父松平春岳は幕末期に井伊直弼の政敵であ

ったため失脚して隠棲しており、当時は子どもがいなかったため家督は糸川松平家からの

養子が継いでいた。側室であった実母は 10 人も子どもを産み、義親は末子であった。生ま

れてすぐに乳母とともにしばらく農家に預けられ、家に戻ると使用人である実母から厳し

い躾を受けた。子どもたちが一緒に食事をするとき、実母はマナーなどを教えるが、一緒

に食事をすることはなかった。また他の使用人たちも子どもたちを厳しく教育した。学習

院初等科に入ったが、一年生の時に落第し、早くから家を出て学習院の教師の家での下宿

生活に入る。貧しい長屋が下宿先の近所にあり、そこの子どもたちと遊び、庶民の生活を

体験した。下宿生活に入ってもお金を持つことはなく、学習院中等科 4 年のときに毛利家

の時習舎という下宿に入り、同年代の若者と生活をするようになる。このときから月 2 円

の小遣いを使うことが許された。 

 明治 23(1890)年に生まれた旧新庄藩主家子爵家の戸沢冨寿の幼少期は、父を早くに亡く

し、母も中学生の時に亡くした。彼の兄は早世したが、すでに兄には息子がいたため、家

督相続人ではなかった。「奥」という当主とその家族の生活の場におかれた使用人は 18 人

くらいで、お付きの女中が家族のそれぞれに一人ずつについていた。食事は食堂がなかっ

たので小さなころは親たちの部屋で一緒にとっていた。中学に入るころになると「表」に

出されることとなり、その後は応接間で食事をするようになった。中学１年で学習院の寮

で寄宿生活をすることとなった。 

明治 28(1895)年生まれの旧広島藩主家公爵家の浅野長武は最後の大名といわれる祖父長

勲とヨーロッパ帰りの父を持つ。使用人は 150 名ほどで、20名いた女中以外は旧藩出身者

であった。「表」と「奥」の区別があり、女性は「奥」から外へ出ることはできなかった。

父は妾腹であり、実の祖母のことを子どものころは使用人だと思って接していた。長男と

次男の扱いが全く異なっており、長男は特に厳しくしつけられた。また妹などはひとりで

家の庭へ出ることもなかった。食事は両親や祖父母と一緒にとり、食事マナーにはとても

うるさかった。またお金を使うことは卑しいことだと教えられ買い物に行っても使用人が

支払いをした。中学 2年のときに学習院の寮ができたので入った。 

 明治 29(1896)年に生まれた旧徳島藩主家侯爵家の蜂須賀年子の幼少期は、母は病弱で 10

歳のころに亡くなる。母は徳川慶喜の娘で妾腹であり、ときどき屋敷に訪れる実母に対し

て使用人のように接していた。兄弟姉妹は 3 人いた。30 人から 40 人の女中がおり、その

中の 7 人ほどが老女として奥を取り仕切っていた。女中には 2 円の月給が支払われていた

が、これでは女中たちは生活費や衣服費や化粧品代が賄えなかったため、親元の援助やみ
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ずからの貯金を取り崩し奉公に来ていた。「奥」では老女に厳しく躾をされており、老女た

ちの発言は主人の家族にとっても大きな影響力を持っていた。また父も神経質な性格だっ

たことと、洋行後は宮内省式部官として行事を取り仕切っていたので、色々な生活態度や

作法に対して非常に厳しかった。手紙にも父の検閲があった。学校ははじめ華族女学校に

入ったが、父が運動会でのダンスの入場料をとり一般公開するのは皇族への不敬だと学校

側ともめ、ミッションスクールの聖心女学院へ移り、フランス語や西洋の作法を学んだ。 

 明治 34(1901)年生まれである戸沢和子は戸沢冨寿の夫人であり、旧平戸藩主家松浦伯爵

家の出身である。その幼少期、浅草にあった屋敷は部屋数が 60から 70あり、「奥」で働く

女中は 15 人、その他に台所に 5 人いた。家族それぞれに付くお付きの女中はいなかった。

「表」は男性のみで女性は基本的に行くことはできなかった。男性は 7 歳になると、「奥」

では生活できなくなり「表」で年若い男性使用人が世話をするが、食事のときは「奥」で

家族と一緒に食事をした。主人が就寝するころに「奥」と「表」の間に鍵がかけられ行き

来ができなくなった。外へ買い物は行ったことがあるが、主に家に出入りの業者が商品を

持ってくるものを買った。それを「奥」に運び、家族が楽しんでそれを見るというレクリ

エーション機能を持っていた。支払いについては学校を出るまでお金を持ったことがなか

った。洋行を経験した父はハイカラで、西洋のテーブルマナーを精養軒などで食事をしな

がら教えていた。学習院女子部には女中の付き添いで人力車を使って通い、学校には供待

ち部屋という女中が待機する部屋があったという。結婚をするまで自由がなく、外食もほ

とんどしたことがなく、手紙なども母親の検閲を受けていた。 

 明治 43(1910)年生まれの旧彦根藩主家伯爵家出身の井伊正弘は、父は正妻を持たなかっ

たため、妾の立場である内縁関係の母から生まれた。「表」には 10人ほどの使用人がおり、

「奥」には 13人ほどの女性使用人がいた。生まれると同時に乳母に預けられ、その後はお

付きの女中の世話を受けた。朝挨拶をするだけで、両親と一緒に食事をすることはなかっ

た。学習院初等科に入るころに学習のみでなく生活全般について指導する家庭教師がつけ

られた。父は子どもたちを直接叱ることはせず、家庭教師に注意をして子どもたちを叱ら

せた。父は人前に出ることが嫌いで、親戚づきあいなどは子どもたちがある程度の年齢に

なるとすべて任せるようになっていた。 

大正 15(1926)年に旧金沢藩主家侯爵家に生まれた酒井美意子は、父がロンドン大使館付

き陸軍武官だったため 2 歳から 4 歳まではロンドンで過ごした。主人の身の回りを世話す

る日本人の使用人と、掃除や炊事をおこなう現地雇いの使用人がいた。子どもたちはお付

きの女中に連れられてハイドパークへ散歩に出ていた。またイギリス人家庭教師にマナー

と英語の教育を受けたり、バレーを習ったりしていた。日本に帰国後は駒場の洋館で生活

した。このころすでに「奥」と「表」の区別はほとんどなくなっており、女中の生活する

一角に男性は立ち入らないようになっているのみであった。前田家では生活様式がほぼ西

洋化していた。女子学習院への通学は一人一人お付きの女中が付き添っており、通学手段

は人力車から自動車が多くなっていたが、太平洋戦争開戦からは自動車通学が禁止され電
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車通学となった。戦中、買い物などには付き添いがいればどこへでも自由に行くことがで

きた。親から受けた教育は、使用人は家の宝であり、使用人に接するときには礼儀正しく

命令しなければならないということくらいであった。しかし、兄弟は中学生から大学生の

間は、先生と同年代の 3 人ほどで塾には行ってスパルタ式の教育を受けるという、他の華

族と同様の形態の教育をしていた。 

 以上の人々が幼少期に体験したことをみていく。 

まず、華族の家庭生活がどのように営まれていたかである。華族の家には「表」という

家の運営のため外部と接触し事務処理をする公的な領域と、「奥」という主人とその家族の

私的な領域があった。家庭が一家団欒や家族構成員の心的な交流の場であるとすれば、そ

れは私的領域のことであり、華族の家庭とは「奥」のことである。武家華族の家ではその

家ごとに多少の差はあったが、旧来の生活からの習慣が根強く残っており厳格であった。

「表」は家の運営を行うのは男性使用人の領域であった。「奥」は主人とその家族の生活の

世話をするのは女性使用人の領域であり、そのトップは老女であった。「奥」と「表」は夜

間になるとその間の扉に鍵をかけて行き来が禁止された。また主人の息子は 10歳前後に生

活の場が「表」に移されるため、「奥」は女性の世界であった。 

まず、共通する特徴は子どもにはみなお付きの使用人が付いていたことである。女性に

は女性の使用人がつく。男性には幼少期には女性使用人がつき、生活空間が「奥」から「表」

に移されると男性使用人が付くようになる、あるいは男性は寄宿生活に入ることで男性社

会へ入って行くのである。両親は「奥」の使用人のトップである老女に育児の大まかな方

針などを相談し、老女がすべてを取り仕切り、それぞれの使用人が子どもの細かな面倒を

みた。また子供たちは使用人に対しては基本的に礼儀正しく接しなければならなかった。

使用人を雇うのは子どもではなく、その家の大人たちだからである。イギリスでも同様で、

大人は執事や庭師などの特別な使用人に対して名字で呼び、ミスターの敬称を省いて呼ぶ

が、子どもが親と同じように敬称を省いて呼ぶことは許されない。使用人に対しても礼儀

正しく接しないと、身分をわきまえぬ態度だと叱られるという５４。 

明治維新以降の生活に旧慣が色濃く残るかは、主人の方針だけではなく、老女の方針と

権力の強さが影響したようである。蜂須賀年子の思い出でも老女の強い権力を伝えている。

小麦粉でせんべいを焼く遊びをしていたが、老女と父からも「はしたない」と禁止されて

しまった。母の実家である徳川公爵家に遊びに行くとせんべいを作って遊ぶことができた。

そのことを、「年子は、いい子だからご自分でおせんべいを焼いたことを、老女などにはい

わないでね５５」と母にいわれている。蜂須賀家では女主人さえも老女を恐れていたことが

うかがえる。 

前時代である江戸時代には、大名家夫人としてなすべきしきたりや嫁ぎ先の家風は婚礼

後に教えられ、夫人の教育を担っていたのは嫁ぎ先の老女であった。福井藩では幕末間近

に老女の大名夫人への教育が一因となり、大名夫婦の離婚騒動が起こったという５６。老女

は主家の重要な地位にある妻の立場を脅かすことのできる存在であったということがわか
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る。 

大名家の日常生活において、使用人の存在は非常に大きなものだった。「奥」の使用人は

華族の家へ入ることで、上流階級の作法を学び、退職後に社会的地位の高く裕福な家の男

性と結婚するための足がかりとした。使用人は老女などの格上の使用人から、華族の使用

人としてどこへ出ても恥ずかしくないように訓練される。そして使用人は子どもに礼儀作

法を躾けることで、家の格式を根底から支えていたのである。 

これは、日本だけでなく、イギリスでも同様であった。イギリスの裕福な家には日本の

老女にあたるハウスキーパー(家政婦)がおり、ハウスキーパーが女性の使用人であるメイド

を管理していた。大きな屋敷のハウスキーパーは、経験だけでなく優れた能力を要求され

ていて、主人の家を自分の家のように管理しなければならなかった。女主人に代わって家

の仕事の権限のほとんどが与えられていた５７。しかし、日本の女中とイギリスのメイドに

は明確に異なっている部分がある。日本の大名家などに女中に入った女性には上流の行儀

作法を学び結婚市場で優位に立つための学習や資格取得という側面もあったが、イギリス

のメイドは労働者階級出身で生活のために使用人として働く純粋な労働者であった。また、

イギリスの女性使用人の頂点であったハウスキーパーは、主人とその家族の個人付きの使

用人を管理する権限はなかった。 

また華族家の女性にたいして常に監視役がいたこともわかってくる。男性の寮生活には、

同じ寮で生活する仲間がおり、監視役の教師が一日中一人の子どもについていることはな

い。しかし、女性に対しては一日中お付きの女中が付いており、学校へ通うことなどどこ

へでも付き添った。その交友関係についても、手紙の検閲などで規制をされていた。 

 そして、男性も女性も基本的にお金を自分で使うことはなかった。これは上流の武家社

会が貨幣を卑しいものだととらえていることを色濃く残しているのではないかと思う。江

戸時代には、たとえ同額でも給料を米でもらう者と貨幣でもらう者では、その地位は米で

もらうものの方が高いとされていた。男性は寄宿生活に入ることで、小遣いとしてお金を

持つことになり、華族社会以外の社会を垣間見る経験を積むのである。 

 また衣食が質素であったことを思い返している人も多い。非常に広く大きな家の維持と

管理、使用人も多く、また華族同士の付き合いや親戚づきあいに見栄を張らなくてはなら

ないことが多かったために、日常の生活については節約をしなければならなかったようで

ある。また、江戸時代に藩の財政が疲弊していたために、倹約が日常から行われていると

ころもあった。 

 江戸時代と明治時代の大きな変化は、一代目の華族には妾腹の者がしばしば見受けられ

るのに対して、明治以降に生まれた華族についてはあまり妾腹のものが見受けられないこ

とである。上記の 7 名中 2 名しか妾腹のものはおらず、一人は妾腹といえども父に妻はい

なかったので実際には内縁の妻という役割を果たした妾から生まれたのであった。 

 また少なくとも食事は時代が進むことで、家族で一緒に食事をする家が増えるようであ

る。そして、父が洋行を体験しているほど、子どもに外国語や西洋のマナーを教えるとい
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う傾向が強くなる。 

 以上は武家華族の家庭についてあげたが、武家華族と同様に伝統ある華族である公家華

族の家庭も実例を挙げて示したい。 

甘露寺受長は明治 13(1880)年に公卿の名家の甘露寺伯爵家に生まれた。明治天皇から新

宿御苑の一角に屋敷を与えられており、父は神奈川県の寒川神社の宮司として、大宮御所

に勤めていた。禄高が少なく質素な暮らしで地味だったが、堂上華族保護資金で中流の生

活を始められることとなった。両親が京都出身であり、言葉は京都言葉だった。また、幼

い頃から御所に上がっておりそこの女官は京都言葉であったし、学習院でも同じような出

身の者も多いため京都言葉には違和感がなかった。しつけは厳しく、行儀や形式を大切に

していた。初めは新宿の花園小学校に入ったが、明治 23(1890)年に学習院初等科に移り大

正天皇の学友となった。学校が終わると学友が交代で一日おきに御所へ通い、武道、乗馬、

詩歌などをスパルタ式に教育された。御所の食事は質素であり、夜は部屋が与えられて宿

直として泊まった。学友となっていたため、寄宿舎に入る事はなかった。しかし、同じく

学友をしていた旧薩摩藩の勲功華族である海江田子爵家の海江田幸吉は親戚の東郷平八郎

伯爵の家に寄宿していたという。 

 明治 24(1891)年生まれである近衛文麿は、五摂家の筆頭である近衛公爵家に生まれた。

父は貴族院議長を勤めた近衛篤麿であり、母は旧金沢藩主家前田侯爵家の五女衍子であっ

たが出産後すぐ亡くなった。その後、篤麿の妻に前田家から六女貞子が入り、4人の異母弟

妹が生まれている。ある程度の年齢になるまで、実母の死を知らずにいたという。文麿の

幼少期、使用人は男性使用人が家令から下男まで 15人おり、女性使用人は老女 4人、老女

隠居 2人、そのほかに 14人いた。格式ばった生活であり、子どもの教育も老女によって旧

式に行われ、両親の意向が反映される事は少なかった。そこで、明治 29(1896)年に両親は

日本赤十字社の高山盈子の紹介によって、文麿の教育掛りとして小川すみを雇い入れた。

旧来の教育を実行しようとする古い使用人と、新しい教育を実行しようとする新しい使用

人の間にはしばしば対立が起こっていた。篤麿は洋行経験から、外国の貴族を見ており、

まだ爵位を持たない子どもの間はできるだけ平民的に育てようとしていたのだった。学習

院初等科から中等科に入り、明治 37(1904)年には父が亡くなり 13歳で爵位を継いだ。明治

41(1908)年には学習院の寮が出来て寮に入るが、それまでは徒歩、人力車、汽車で通学し

ていた。 

 公家華族も武家華族と同様に、子どもを厳しく育て、老女という使用人のトップの意見

が重要視されたようである。また、男の子がそれなりの年齢となれば、寄宿生活などによ

り、実家以外での生活の体験を行わせていることが窺える。 

 学習院寮やその他の塾・寮などで、共に学び生活を一とすることで、華族の横の繋がり

が拡充され、同族同士の婚姻関係を結び、閨閥を形成していくことにも重要な役割をして

いたのだろう。 

 以上のような、華族の生活を支えた財政基盤はなんであったのだろうか。 
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 武家華族の資産は伝来の不動産の他に明治 9年(1876)に発行された金禄公債があった。そ

の資産については『帝室統計書』５８で一部が明らかにされている。帝室統計書には華族世

襲財産の項目がある。華族世襲財産とは家の保持する目的から必要な財産を第三者の抵当

権主張などからの保護のために設定することが義務付けられていた。財産が保護される華

族の特権の一つであった。一つ一つの華族家の記録ではないが、公侯伯子男と公卿(公家)・

武家(大名)・新列と区分されている。 

 

表 1-1  武家華族世襲財産設定人員同財産額及同収益額 

  設定人員 

財産額 

土地 
現資金 

公債証書 銀行株券 会社株券 合計 

    
   町 

反畝 歩 
円 円 円 円 

公爵 2 466,63,08 ― 682,500 ― 682,500 

侯爵 12 1,107,34,02 1,705,000 4,034,500 167,200 5,906,700 

伯爵 25 1,120,76,11 698,900 3,197,600 60,000 3,956,500 

子爵 125 5,306,96,24 1,095,850 3,347,600 82,500 4,525,950 

男爵 ― ― ― ― ― ― 

総計 164   3,499,750 11,262,200 309,700 15,071,650 

       

  設定人員 
収益額 

土地 公債証書 銀行株券 会社株券 合計 

    円   円   円   円   円   

公爵 2 17,604,9 ― 62,166,2 ― 62,166,2 

侯爵 12 100,454,3 85,250,0 330,751,8 16,414,8 532,870,9 

伯爵 25  77,775,8 34,795,0 247,218,8 5,782,5 365,752,1 

子爵 125 121,930,8 53,464,0 243,759,1 8,384,2 427,538,1 

男爵 ― ― ― ― ― ― 

総計 164 317,765,8 173,509,0 883,895,9 30,581,5 1,388,327,3 

出店:「大正 5年帝室統計書」宮内省編纂『帝室統計書』九 柏書房 1993年 383-384 頁 

   ※大正 5年(1916)  

 

武家華族は明治 9(1876)年に発行された金録公債を銀行などに投資して収益を得ていた。

上の表による収益の総計からみても銀行株券の収益が約 57パーセントであり最も多い。明

治 10 年に第十五国立銀行５９は武家華族を中心とした華族の出資により設立されたもので
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あった。十五銀行は日本鉄道会社にも積極的に参加し、明治 39(1906)年の鉄道国有化の際

には有利に株を売却し巨額の利益を上げた。大正年間には資本金 100,000,000 円、預金総

額 320,000,000円、本支店数が 30という大銀行であった。しかし、第一次世界大戦後の不

況と関東大震災による本店と本支店の消失から経営が傾き、十五銀行は昭和 2(1927)年に休

業した。株券を保有していた華族は財産を失ったのであった。また、未払い株を抱えてい

た華族は莫大な借金を持つことになった。 

 しかし、武家華族は先祖伝来の家宝などの美術品を多く保有しており、経済的に困窮す

ると美術品の売立を行って、経済的な破綻を防いでいた。また家政改革を行い、財産の整

理をして華やかな生活を改める必要があった。大名や公卿などの伝統的な華族家といえど

も、各家において経済格差があった。 
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第 2章 有馬頼寧の家庭教育 

第 1節 有馬頼寧の経歴 

 

家庭教育について、親としての日々の実感や感情を中心に研究をしたいと考えている。

その点でいえば、有馬頼寧ほど最良な人物はいない。断続的ではあるが、日記資料がまと

まって残っており、かつその日記には日々の生活の感情が赤裸々につづられている。また

有馬は昭和戦前期には貴族院議員として閣僚を務めるなど政治の中心にもかかわっていた

人物である。有馬の家庭教育を読み解いていくことは、彼がどのような次世代を担う人物

を育てようとしていたことを明らかにすることであり、それは時代を牽引した政治家の一

人であったが有馬が社会の変革や政治についてどのように考えていたかを知る手掛かりに

もつながる。 

有馬頼寧は明治 17(1884)年 12月 17日に旧久留米藩主家の有馬家に生まれた。旧久留米

藩主家の有馬家は明治 17年の華族令で設定された「公候伯子男」の五爵の階級のうち伯爵

を授与された大名華族６０である。 

 父は伯爵有馬頼萬、母は岩倉具視五女寬子６１であった。母の寬子は頼寧誕生後に別離さ

れる。その後、父は戸田忠友長女豊子と再婚している。4歳の頃日本橋区蛎殻町の本宅が火

事により焼失し、浅草区橋場 の別邸に転居することとなる。明治 23(1890)年秋学習院初等

科に入学する。明治 29(1896)年学習院中等科に進級後は、教師の家に下宿して教育を受け

た。 

明治 36(1903)年 2 月 6 日、中等科在学中に北白川宮二女貞子と結婚をし、それを機に橋

場の本邸に戻る。中等科を卒業すると、同年 12月 10日長男頼秋が生まれる。明治 38 年 4

月には長女静 が誕生する。翌年には学習院高等科を卒業し、東京帝国大学農科大学 に入

学する。明治 40年 2月 4日には次男頼春が誕生する。この頃、渋谷町に家を購入し移り住

む。明治 43年に大学を卒業すると、1年 2か月間の欧米外遊を行う。 

帰国後、明治 44(1911)年から農商務省農務局農政課で、主に地方の産業組合の視察・調

査に携わった。大正 6(1917)年に辞職後は東京帝国大学農科大学付属農業教員養成所で講師

となる。 

大正元(1912)年には三女愛子が生まれるが、大正 2 年 7 月には愛子は亡くなる。その 2

年後の大正 4年に四女正子が生まれる。 

 大正元年頃に、このころ偶然浅草の同情園を知り支援を始める。またそこのつながりか

ら、東京市の特殊小学校玉姫小学校との交流を始める。この出会いから、労働者のために

高等教育を行う信愛中等夜学校 を始めるきっかけの一つなっている。大正 6 年(1917)に友

人とともに社会問題を勉強する信愛会をつくる。その会員から資金を募り信愛中学は大正 8

年にはじまるが、昭和 6年(1931)に信愛学院が左翼的であるという非難を受けて、有馬は学

校を廃校した。 

さて大正 8 年ごろ、有馬は社会事業に熱心に取り組んだ。信愛中学のみでなく、同愛会
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という組織で被差別部落を特殊視する心の改善を訴える部落開放運動や、日本農民組合を

組織し小作人の生活向上を図った。地元の浅草周辺の貧民を助けるだけでなく、全国的に

注目される活動を開始した。この活動にはトルストイや河上肇の著作や、友人である賀川

豊彦に大いに影響を受けている。 

有馬が熱心に社会事業に取り組んだのは、有馬は大学卒業後の明治 39(1910）年の欧米遊

学の際に、イギリスにてポルトガル国王亡命の写真を見て、日本において天皇制が労働者

階級による革命で崩された際に自身が属する華族界の人々が血祭りにあげられることを恐

れていたためである。天皇制護持のためには何をすべきかと考えた有馬は社会事業に活路

を見出した。下層階級者の不満を和らげるために社会事業を行い、そして親交を深めるこ

とで華族の存在を認めてもらおうという考えもあった。しかし、彼が期待していたような

結果は簡単に出ないので、次第に熱意を失っていった。 

大正 7(1918)年 2月 24日に有馬家を継ぐことになった末子の頼義が誕生する。 

大正 12(1923)年の関東大震災に際し、被災者の救護活動を行う。10月には青山六丁目に

転居する。 

大正 13 年 5 月には最後の男子の制限選挙となる第 15 回衆議院議員選挙にかつての久留

米藩の領地であった福岡県第五区 から出馬し当選する。当選後は政友会と行動を共にする

こととなる。昭和 2(1927)年 3 月 21 日に父・有馬頼萬が逝去する。華族廃止や貴族院改革

を訴えていたため迷いがあったが、襲爵をすることにし衆議院議員を辞任している。 

大正 13 年 9月には長男頼秋が赤痢 のために亡くなっている。昭和 21 (1946) 年 6月に

は喘息のために病弱であった次男頼春も亡くなっている。 

政界を退いた後は、産業組合中央金庫の監事となり産業組合運動をしていた。昭和 4 

(1929) 年には貴族院議員として政界復帰した。昭和 7 (1932) 年には斉藤実内閣の農林政務

次官になっている。斎藤実は長女静の夫である斎藤斉 の養父である。昭和 12 (1937) 年第

一次近衛文麿内閣農相を務めている。経歴から見てもわかるとおり農政が専門であった。 

昭和 15(1940)年、軍部の行動を抑制することが出来なくなっていた政党に、再び政治的

支配力を持たせるために政界の再編成を目指す「新体制運動」に参画し、大政翼賛会の初

代事務総長となる。同時に貴族院議員を辞職する。しかし、大政翼賛会が左傾していると

の批難を受け、また当初の理想から離れて行くために、わずか半年で有馬は近衛により事

務総長の辞任を迫られる。辞任後は帝国水産統制株式会社社長ならびに南日本漁業社長を

務める。 

 昭和 20(1945)年末、A 級戦犯容疑者として巣鴨拘置所に入所、8 ヶ月後に不起訴となり

出所する。政界復帰の誘いも断り、荻窪で花を育てたり執筆活動をしたり静かに生活する。

昭和 30(1955)年、日本中央競馬会理事となる。競馬の重賞レース有馬記念は有馬にちなん

で命名されている。昭和 32(1957)年 1月 10 日に逝去している。 
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第 2節 有馬頼寧が育った家庭 

 

有馬頼寧が育った家庭はどのようなものだったのだろうか。 

 明治 17(1884)年生まれの有馬頼寧の幼少期の家族構成は、曾祖母、祖母、伯父、両親、

姉・弟・妹 6人という 11人家族であった。有馬の実母は岩倉具視の五女寬子であったが離

縁により不在であり、寬子と離婚した父親頼萬は再婚相手である豊子に遠慮があったのか、

有馬は父親とは同じ屋敷で生活していたが、祖母のまわりで母親が同じである姉禎子とと

もに女中任せに養育された。頼萬と豊子の子どもである弟信昭６２は両親とともに生活して

いた。しかし、有馬は幼少期において継母である豊子を実母だと思っており、実母の存在

を知らなかった。 

家には男女合わせて 50人前後の使用人がおり、幼少期は「奥」で女中に囲まれて生活を

していた。「奥」とは当主とその家族の生活の場であり、使用人は女性のみである。また家

政の運営を行うのは「表」であり、その使用人は男性である。「奥」と「表」で大名家の家

の運営は行われている。華族の生活一般を担った女中の月給は 8 円ほどで、彼女たちは主

人とその家族の世話で忙しく自分の食事などの家事ができないので、それを引き受ける女

中を合同で雇っていた。女中たちは食事も主人がほとんど手のつけないものを部屋へ持っ

て帰って食べることもできた。有馬頼寧は使用人について後年次のように語っている。 

   

  夫人は直接家政を見ませんでしたから、実権は殆ど老女が握っており、(引用者――

中略)日常のことは、老女なしには何事も実現出来なかったのです。(引用者――中略)

私の家がいつまでも行燈を用いていたのも、こうした頑固な婆さんが、強固に反対

したためなのです。６３ 

 

有馬家でも「奥」の使用人の長である老女の力は絶大であったことが分かる。 

住居は 50部屋もある非常に大きなものであったが、家族の生活は食事は一汁二菜、衣服

は旧領地のかすりの着物６４など質素であった。生活はすべて老女に仕切られて、子どもた

ちは決まった女中に直接世話をされていた。両親は子どもの養育をせず女中任せで、寝食

はともにせず、朝と晩に挨拶をするときのみ顔をあわせた。家庭教育も老女や女中によっ

て行われ、小学校の入学前後から習字や漢文の素読という学習をしたり、行儀作法につい

て食事作法はとくに厳しくしつけられたりしたが、とくに精神に働きかけるような教育は

行われなかったという６５。学習については覚えが悪いとぶたれたり、お灸をすえられたり

したが、お付きの女中からこっそり答えを教えてもらい罰から逃れられることもあった。

習い事としては、剣術と乗馬と水泳を行っていた。 

有馬は小さなころは姉と使用人の子どもを「お相手」として遊んでいた。お相手たちと

一緒にお神楽の真似６６や独楽回しなどをして、姉とはままごとをして、一人では絵本など

を読んで遊んだ。冬には自作の凧を揚げ、羽子板、かるたなどの遊びもした。年中行事の
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ひな祭りには、姉のひな祭りの会によばれて、ひなあられや白酒を楽しんでいた。 

有馬はやがて学習院初等学科に入学すると、家の近所に住む、すなわち浅草の下町の子

どもたちとも遊ぶようになった。しかし、外で遊ぶようになってもお金を持ったことがな

かった。有馬は 9 歳で「表」へ移り男の手で育てられることになり、学習院中等学科に入

ると様々な教師の家で寄宿生活をすることとなった。 

健康管理は旧領地出身の医者がかかりつけ医であり、数日おきに家に往診に訪れること

になっていた。また急病であれば近所の医者に連絡をしてすぐに診察してもらえた。 

行楽は、別荘で猟をしたり、大人たちが季節の花を見学に行くことに同伴したり、夏に

は蛍をとったり、また釣をしたりと自然に親しむことをしていた。相撲などの伝統文化に

も触れた。また父親と家族の誕生会として年に 2 回料理屋へ行きご馳走を食べながら落語

などの余興を見たという。 

有馬は親に愛されたという実感がなく、親を愛するという気持ちが生まれなかったとい

う。しかし、旧大名家の嫡男として生まれ、子どものころから使用人などから、無条件で

尊敬され愛されたことや大切に育てられたことは実感していたようである６７。 

 

 

第 3節 有馬頼寧が築いた家庭 

 

 次に有馬が築いた家庭を見ていきたい。 

 有馬家には家の運営規則を定めた家範６８があり、明治 13(1880)年に制定され、明治 18

年と明治 35(1902)年に改正されて頼寧の代に至っている。 

 明治 35年に改正された家範の第一章は戸主及び家族のことが次のように規定されている。 

 

第一條 戸主は法令及び此家範の定むる所に依り一家を統督す 

第二條 戸主は家則を定む 

第三條 戸主は家政相談人及び家職を嘱託又は解任す 

第四條 家族は親睦を旨として各其分限に従い家政を助くべし 

第五條 戸主及び推定家督相続人の配偶者は成るべく同族以上より之を選むべし 

第六條 推定家督相続人又は推定家督相続人たる男子なき為め養子を為す場合に於 

ては成るべく宗族一門又は血族中より之を選むべし 

女戸主の入夫婚姻を為す場合もまた同じ 

 

 となっているが、第三章の家政相談の規定で、 

 

  第二十二條 左に記載したる事項に関しては家政相談会の同意を経べし 

   一 家則の創定改正 
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   二 戸主華族の婚姻または縁組 

   三 隠居 

   四 分家 

   五 推定家督相続人の廃除の請求 

   六 戸主華族の離婚離縁又は離婚離縁の訴訟 

   七 世襲財産の増加更換又は補充 

   八 不動産又は重要なる動産の売買交換贈与又は貸与 

   九 戸主家族の借財及び借財其他重要の事に関する保証 

   十 収入収支の予算 

   十一 家令家扶及び老女の嘱託又は解任 

   十二 前各号の外戸主に於て重要と認めたる事項 

    

 となっている。家政相談会を組織するのは家政相談人であるが、旧久留米藩の出身者や

その子孫があてられた。この家政相談人の一人には宮内官僚として活躍しのちに枢密院議

長になった倉富勇三郎６９もいた。このように少なくとも大名華族では、爵位を与えられた

戸主といえども、家政を独裁で行うことは不可能であった。 

家政について有馬が述べた文がある。 

 

我々華族の家のやり方には現在に於て三通りある。一つは全然相談人家職等の勢力の

下にあるのと、一つは主人と家来との談合になるのと、も一つは全然主人の独裁に依

るのとある。第一の時代が已に過ぎ去つた事は事実だ。唯第二がよいか第三がよいかゝ

問題なのだ。而して新華族の家は主として第三に依り、大名華族の家は主として第二

に依ると思ふ。第三が最も合理的な事はいふ迄もないが私等としては寧ろ第二を採る。

私達の様な境遇のものはとかく判断を誤り易い。況んや数人の合議は最も理想的だと

思ふ。７０ 

 

 有馬は家政相談人の制度を受け入れている。大名時代から当主がすべてを決断するわけ

ではなく、家臣団の働きで「家」は運営されてきた。華族は世襲制であるが、華族であり

続けるには華族である品位を整えることが求められ、家政破綻や当主の犯罪行為が起これ

ば爵位の返上をしなければならなかった。また男系による皇室継承の本義のために、男子

の家督相続人がいなければ襲爵できず、男子のいない家では養子・婿養子などを確保する

ことで、華族という階級を維持していかなければならなかった。「家」の規模からしても、

東京にある資産と旧領地にある資産があり、当主のみの裁量で「家」を動かすことは不可

能であったはずである。また、華族家にあたいする家格を維持するためにも当主の行動の

監視や制限をすることも場合によっては必要であったはずであり、家政相談人を設置して

「家」を運営することは戦前期までにはよく見られた。 
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 このような家の制約の中で、有馬は自分自身の家庭を築くことになった。 

 明治 36(1903)年 2月 6日、18歳で有馬頼寧は北白川宮二女貞子と結婚をした。貞子の父

であり軍人であった北白川宮能久親王が明治 28(1895)年の台湾接収でマラリアに感染し戦

病死したあと、その実兄小松宮彰仁親王が北白川宮家の子どもたちをかわいがっていた。

小松宮は貞子の伯父であると同時に、有馬頼寧の伯母頼子の夫であり小松宮家と有馬家は

姻戚関係にあった。小松宮は体調が優れなくなると北白川宮の子どもたちの未来を心配し

た。そのために有馬と貞子は結婚をすることになった。この政略結婚は家範にあるように、

「推定家督相続人の配偶者は成るべく同族以上」を選ぶという条項にも当てはまっている。

有馬はこの縁談に対して、家が決めてしまったことと拒否権は発動せずに結婚している。 

明治 36(1903)年の結婚当初は有馬と貞子は橋場の有馬邸の中で生活した。貞子は結婚後、

華族女学校高等科を中退したため、最終学歴が初等中学第一級別科卒業となっている７１。

邸内には親である頼萬夫妻の暮らす母屋、先々代で頼萬の父である頼咸夫人である韶子の

暮らす別棟、頼萬の生母である美代の暮らす別棟、そして頼寧と貞子の暮らす家があった。 

旧来の生活への反発から、妻のことを「さん」付けで呼んでおり、初めは父から咎めら

れたが、基本的に結婚生活に何らかの干渉を加えられることはなかった。一方で子どもが

生まれても世話は女中任せで、一緒に食事をするということもなく、学生であった有馬は

あまり子どもと顔をあわせる暇もないという旧来方式の生活であった。 

明治 41(1920)年、まだ大学生であった有馬は駒場の東京帝国大学農科大学へ通学するた

め青山北町に別邸をかまえた。このとき有馬はすでに 3人の子どもの父親になっていた。「有

馬家給料付証(青山)」７２によれば、入れ替わりがあるもののつねに女中を 10人前後使用し

ていたことがわかる。当初は、女中が 7人と男性使用人が 4人と有馬の家族という 16人で、

14 部屋ほどの家に住んでいた。この青山北町の家の老女格は貞子の生母であり北白川宮能

久の妾であった岩浪稲子である。岩浪は下町の大きな薬問屋の出であった。貞子の結婚と

ともに有馬家へ移り、孫である子供たちの教育にもかかわっていた。有馬や貞子は岩浪を

母ではなく使用人として接していた。 

青山へ移ることで旧来の生活を変え、子どもたちと食事を共にするようになった。また

子どもたちは女中に連れられて、近所の善光寺などへ遊びに行っていた。実家を出ること

により、それまでの家風からの改善を試み、家族での食事を始めたことがうかがえる。 

大正 9(1920)年 12月 31日には「青山の方は南町の風が入ったゝめにそれは私が入れたのだ

けれど有馬家の風がだいぶぬけて居る。来年からは又橋場の風を守つて有馬家としての家

風を失はぬ様にし様と思う。」という記述があり、稲子を老女にすえたことで高輪南町にあ

った北白川宮家の伝統が入ってきていたことがわかる。正月の雑煮を二種類作って祝うな

ど、両家の文化を併用していた７３。 

有馬は実家から離れ、北青山の家では家長として自分の考えを生活に反映させていたよ

うすがうかがえる。また、橋場の有馬家の家政も改革しようとしていた。この有馬家家政

改革で父頼萬と対立するが、このことにより有馬自身の理想の親の像が明らかになってい
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る。 

ところで、有馬は父頼萬と親密な親子関係を築いていたわけではない。子ども時代の教

育は使用人によって行われたために、親子間での心情的交流がなく親近感がなかったこと

が回想録などから感じられる。また、有馬の実母恒子は離縁されており、継母の子どもで

ある弟は両親と過ごす機会も多かったが、恒子の生んだ有馬と姉禎子は祖母と過ごすこと

が多かった。また中学生で家を出て寄宿生活に入ったので、さらに父と過ごす時間が減少

した。 

有馬は父親に大きな反発心を持っていたことを日記で次のように語っている。 

 

親子は生んだ生んでもらつたの関係でなくて育てた育てられた、否愛した愛せられた

の関係だといふ点は全く同感だ。私も沖野氏７４と同じ様に父上の死など父なるが故に

悲しいなどゝは到底思ひそうにもない。又毎日一々会いたいなどいふ考も毛頭ない。

親が子を愛するといふ事は親自身の慾を充すことで決して子の為でも何でもない。そ

れを恩などゝは持っての外だ。私など父上がなかつたらもつと立派な人となつて居た

と思ふ。７５ 

 

このころ有馬が家令橋爪と家政改革を行っていたことで、頼萬の不興を買ったことで関

係はさらに悪化していた。父との関係の中で有馬は、自分自身の理想の親子関係の姿を構

築し、大正 8(1819)年ごろの日記に書き残している。そこで特に述べられるのは愛情につい

てであり、自分の幼少期において両親の愛情が欠落していたことを訴え、その愛情不足を

理由に、道徳上尊敬しなければならない父親を尊敬できないことを正当化していた。 

そのため有馬の考える理想の親子関係は、親が自らの手で愛情を持って子どもを育てる

ことでめばえた信頼により結ばれた親子関係である。また絶対的な権力を持つ父親の下に

いるためか、子どもを信じた自由な放任主義の教育を行いたいという様子もうかがえる。 

 有馬は子どものために、どれほどの時間を割いていたかを見ていきたい。 
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表 2-1  大正 8(1919)年・大正 9(1920)年における有馬頼寧の家族との行動 

大正 8年における有馬頼寧の家族との行動回数 

  妻のみ 子のみ 妻と子 

行楽 3 14 13 

行事 6 2 1 

福祉関係 0 2 1 

合計 9 18 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大正 8(1919)年と大正 9(1920)年には家族で余暇を過ごしたと明確に分かるものは 16 回

しか認められなかった。 

ちなみに、大正 8年には有馬は緑という元有馬家女中の愛人がおり、緑とは 78回の行楽

のため外出している。大正 8 年の年末に有馬と緑の関係は終わるが、これは有馬が新しく

のめりこんだ社会事業の信愛夜間学校を成功させるためであった。有馬は愛人がいること

が判明すれば、社会的に窮地に陥り、事業も失敗するとして、愛人と別れた７６。有馬は愛

人をつくっていることについて家族に罪悪感はあったようだが、愛人との別れは家族への

愛情ではなく、自分自身の社会的な成功のためだった。愛人と別れた後の、大正 9 年には

有馬は夜間学校の運営にのめりこんだために、家族との時間を持てなかったことが行動回

数からもわかる。 

少ない中での、子どもをともなっての余暇は、ドライブ、家畜と畜産加工物の展示され

た畜産博覧会、上野動物園、大学対抗のボートレース観戦、二科展などであった。見学活

動が中心であり、比較的子ども主体というよりも有馬が主体であったように考えられる。

有馬は大学で農業経済を学び、農商務省に勤め、農学校で教鞭をとった。畜産博覧会のテ

ーマである畜産は農業の一部と考えられてきた。また大学対抗のボートレースは、有馬が

学習院時代に夢中になったスポーツである。 

 

 

 

大正 9年における有馬頼寧の家族との行動回数  

  妻のみ 子のみ 妻と子  

行楽 2 4 3  

行事 1 0 0  

福祉関係 1 2 1  

合計 4 6 4  

※外泊旅行などは日数 1日ずつを 1回としている。一泊二日ならば 2回。 
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第 4節 有馬頼寧の子育て・家庭教育 

 

有馬は実際に子どもの教育について、どのように考えて取り組んでいたか見ていきたい。

有馬は自らの幼少期と同じように、長男頼秋を家の外に出して教育を行った。長男頼秋は

父と同様に 10歳程度で有馬家の設けた塾で英語教師の監督のもと年長の学生や書生と一緒

に生活をするため家から出される。そのことについて、有馬は長男頼秋についての回想文

で次のように触れている。 

 

  十歳足らずの子どもが、両親とはなれて、男ばかりの生活をして、寂しくもなければ、

悲しくも無いということが、どうして自然だといへるでせう。７７ 

 

塾に出ることは自分の小遣い７８を持つことが出来るということであり、頼秋にとっては

好きなものを買えることが楽しく、家から出た寂しさを父親である有馬に対してもらすこ

とはなかったと有馬自身が回顧している。 

有馬は頼秋との関係が悪化していたころの日記に二人の関係を記したものがある。 

 

頼秋と私の間は将来私と父上様の様になると思ふ。私は子供達に愛されては居らぬ。

又私も此頃はあまりそれを思はない。私に対して何等の愛を持つてくれなくてもよい。

孝行などしてくれずともよい。唯世の人に対して深い愛を持つてくれればそれで満足

だ。秋さんも平凡な軍人とならない様にありたい。私は秋さんを愛するけれど軍人は

きらいだし又御互に頼るといふ様な心持ちは毛頭ない。此後は唯名義上の親子である

に過ぎまい。私の死んだ時も心から泣いてくれる人は家人になくして恐らくは他にあ

るだろふ。私もそれを望む。７９ 

 

このことが日記に書かれた大正 8(1919)年には頼秋は 15 歳であったが、日記を読むと有

馬はすでに関係の修復を諦めてしまっているように思われる。ちなみに有馬は有馬家の男

子は頼○という名なので、○の部分を愛称のように使っていた。有馬は頼秋について次の

ように述べている。 

 

私の話などあまり注意して聞かぬ。私は子供でも親が圧迫する事はよくない故決して

せぬけれど少しは耳を傾けてくれぬとこまる。幼年学校の教師を最良のものなどゝ思

はれてはこまる。８０ 

 

親である自分自身よりも陸軍幼年学校の教師を尊敬している態度を見せる長男にいらだ

ちを覚えていた。また、次のようにも述べている。 
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私に対して何等の愛を持つてくれなくてもよい。孝行などしてくれずともよい。唯世

の人に対して深い愛を持つてくれゝばそれで満足だ。秋さんも平凡な軍人とならない

様にありたい。私は秋さんを愛するけど軍人はきらいだし又御互に頼るという様な心

持ちは毛頭ない。８１ 

 

有馬は軍人が嫌いだと言っているが、このころ華族が軍人になることは一般的な進路で

あった。陸軍幼年学校への進学も頼秋からの希望であったという。しかし、有馬は頼秋が

陸軍式教育を受けるだけでは、華族の当主として社会化が不足すると考え将来を心配して

いるのである。「ノブレス・オブリージュ」という西洋の貴族にある高貴なものの義務とい

う考え方があるが、これには華族が軍人となり国のために戦うことや社会事業により下層

階級を救済することなどの役割が考えられた。この当時、教師であった有馬にとってのノ

ブレス・オブリージュは日記の「世の人に対して深い愛」という言葉のように、社会事業

に重点がおかれていた。息子にたいしてもただの軍人ではなく、息子に社会の底辺にも目

を向けられる華族になってほしいと期待していた。 

しかし、この関係は頼秋が大正 10(1921)年病気のために陸軍幼年学校を休学し、別荘の

あった酒匂で療養することをきっかけに修復されていったことが日記からわかる。 

 

  頼秋から長い長い手紙が来た。今まで少しも話した事が無いのでどんな事を考へて居

るのか分らぬので心配していたが手紙を読んで私が想像して居たよりも非常に進んで

居て又確かりして居るのに安心した。これからはこの様にして御互に意見を述べて又

親である子であるといふ事でなしに真の人間と人間として理解もし親しくもし助けも

して行き度と思ふ。８２ 

 

翌年、頼秋は陸軍幼年学校から士官学校予科へ進んだが、病気のために軍人の道を断念

して一年足らずで退学した。大正 12(1923)年に上智大学に入り小説家を志す。そして、頼

秋は有馬の社会事業に興味を示し、大正 13 年の有馬が立候補した衆議院選挙を手伝った。

しかし、頼秋は赤痢で急死する。有馬は長男頼秋の病死を追悼するための文集『追想』を

編み、そこに収めた随想「亡き令に呼びかける言葉」において、親子の確執があったこと

を認めて後悔している。その原因のひとつに自分の愛情不足を有馬自身があげている。「親

子の関係と、夫婦の関係が殆ど其人の一生の運命を定めるものといふて、差し支えない」

として、両親ともが若すぎてよい親になれなかったこと、子育てを使用人まかせにしたこ

とや、家から大学までが遠く子どもの顔を日曜日以外は見なかったことなど、そのため自

分に懐かない息子を疎ましく思うことがあり、あまり幸せにできなかったと彼は懺悔して

いる。 

有馬は部落の人々をよく知れば、差別もなくなると「総ての人の握手」８３の中で訴える

が、その根拠として家庭生活には様々な問題があるが、なぜそれなりに平和でいられるか
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といえば、共同生活の中で互いの長所と短所をよく知り許しあうことができるからである

としている。一緒に生活をすることで愛情が生れることを彼は確信していたようである。 

 さて、有馬の理想の家庭教育の方針は、親が子どもの助言者や指導者であることであっ

た。有馬の考えでは親として子どもを育てるのは、自然な感情からの行為であり、親はそ

れらの行為から、子どもに対して何らかの義務(孝など)を求めるのは間違っている。親は子

どもを所有物のように思い通りにしようとしてはいけない。親が子どもの個性を尊重でき

る助言者や指導者になることが子どもにとって幸せなことである。しかし、子どもの個性

を尊重しながらの助言や指導は難しく、親の発言は強制になる恐れがある。また、理想の

親の像と実際の自分とのギャップにも悩むとしている８４。 

この方針について書いたころ、頼秋は華族の子どもに求められた軍人としての道へ進む

ことを断念してた。次男頼春は華族子弟が集まった私立の寄宿学校である暁星学園へ進ん

でいた。大正 13(1924)年春に三男頼義は学習院初等科に入学した。有馬自身は頼義を他の

学校へ入れたかったが貞子の希望で学習院に入れることになったが、中学からは別の学校

に入れる心積もりであることを、頼義の学習院入試のあった大正 13年 2月 2日の日記に書

いている。昭和 7(1932)年に頼義は有馬の一存で中高一貫の成蹊学園８５へと進む。 

有馬は大正 10(1921)年に『太陽』で発表した「学習院論」８６で、宮内省が多額の費用を

出して学習院を運営することは経費の無駄であること、華族の特別待遇は一般の人々に反

感を買うこと、優秀な人間を育てるために一般の子どもと同じ環境で教育をすることなど

の理由から、華族の子どもが学習院で特別に教育を受けることを否定していた。そのため

息子たちの学習院中等科への進学は選択肢になかったようである。 

頼義を成蹊に進学させたことについて以下の回顧している。 

 

T が学習院の初等科を卒業した時、私は中等科に上げずに他の学校の入学試験を受けさ

せました。先生が「あれは父親の理想の犠牲になるのだ」といはれたそうです。全く

その通りでした、七年生高等学校の入学試験に、どうやら通るには通りましたが、結

局中途で続かなくなり、他の学校に転じました。(中略――引用者)私の理想の犠牲にな

らなかったら、今頃は学習院の高等科に居て、それから大学に進んで、やがては学士

にもなれるのでせう。８７ 

 

引用部の T は頼義のことである。昭和 10(1935)年になると有馬は頼義が学校を休むよう

になったために悩み始める。有馬は上層の子が不良になるのは子育てが他人任せであると

いう人がいるが、子どもが不良になるのは家や親のせいである。何故なら学校で教える理

想と実際の家に相異があるからである。例えば、親に感謝するようにいわれるが、親が働

いて収入を得ているわけではなく、昔からの財産で生活しているために、子どもは親に感

謝する気持ちが乏しい。上層の子が家から出て、他の家で質素な生活をするのはいい社会

勉強になるという８８。しかし、有馬は頼義を学生たちが共同生活をする塾などに入れなか
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った。その後、頼義は教師と対立し放校処分になり、早稲田第一高等学院に入学したがま

じめに学校に通わなかった。それについて、有馬は「子供の時からの教育を誤つたと思ふ。

他人に頼むべきであった８９」と頼義を私塾での寄宿生活をさせるべきであったと書いてい

る。 

また次男頼春は暁星学園から東京外国語学校イタリア語科に進み、横浜正金銀行に就職

したが９０、持病の喘息の悪化から熱海で療養することになり、家督相続人になることは不

可能と判断されていた。 

昭和 14(1939)年 3月 4日の日記では、「頼義と頼春についてはつくづく閉口する。自分の

子だから自分に責任はあるには相異ないが、必ずしも親の責任ばかりではない。将来の事

は自分の責任である。どうしたらよいのかわからぬ。有馬家は一度つぶして新たにたて直

したほうがいい」とまで考えている。 

しかし、頼義の放校処分も頼春のくわしい病状も貞子には何も知らせずに処理していた。

有馬は貞子を女性問題で苦労をかけたために、子どもたちの問題で余計な気苦労を妻にか

けないという配慮をし、家族についてのさまざまな情報を与えずにいた。先にも述べたが、

武家の男子の教育方法は父親によって行われていたことも大きな理由の一つであることが

考えられる。貞子は晩年に頼義の学校問題の事実を知り、頼義と一緒に苦しみたかったと

嘆いたことが、頼義の『母その生涯の悲しみ』に書かれている。 

 華族の家では「奥」・「家庭」は女性の領域であるが、決して家族構成員の主体的な「家

庭」ではなく、使用人により運営されている「家庭」であった。女主人は近代の性別役割

分業で誕生した主婦のように生活の大半は家の中であるが、家事や育児を担う存在ではな

かった。また前近代の武家では「家」を相続する男子の教育は重要事項だった。文武の修

養や礼儀作法などは職業訓練であり、父親がおこなうことが合理的であった。儒教では女

性は愚かな存在であり、大切な男子の教育を任せることはできないと考えられ、幼児期を

過ぎれば男子の教育は男性に委ねられることとなっていた。子どものことが貞子に伝えら

れなかったのは、決して心労をかけないためだけでなく、習慣でもあったと思われる。 

有馬の息子たちへの教育についてみると、旧来のやり方を刷新しつつ、新しい思想を入

れようと考えていたことが感じられる。華族の伝統的な育児方法である使用人任せをやめ、

少しは子どもとの心的交流をおこなおうと考えていた。「貞子など今迄の子供にはあれ程で

なかつたけれど正ちやんや義ちやんには気をつけ過ぎる９１」と、3 歳であった末息子の頼

義の貞子の育児に対して具体的ではないとはいえ、不干渉にも過干渉にもならない愛情の

かけ方を要求している。 

この頃、新中間層といわれる都会のサラリーマンの家庭が増加していた。新中間層では

子どもの誕生が少産少死のパターンへと変化し、家庭における母の育児に対する責任が大

きくなっていた。そのなかで母親たちは雑誌や本などを参考にして、食事や衣服などに西

洋風の文化を取り入れながら合理的に育児を行おうとしていた９２。当時の、代表的な主婦

のための雑誌のひとつが『主婦之友』であり、そこに掲載される家庭経営についての記事
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には、家庭経済、衣食住、産児制限、育児の４種類に分類でき、育児については子どもを

健康に育てるための知識や、学校での成績よりも人格を優先して育てることをすすめてい

る９３。 

有馬は大正 10(1921)年の結婚記念日に貞子について「教育とか家事とかそのほか世間の

夫人のもつて居るものも持たず又母としても妻としても勿論不足な点はすくなくない９４」

と述べており、貞子にたいして自らが家庭を切り盛りし、育児する良妻賢母像を求めてい

ることが読み取れる。しかし、有馬家では日常的に家庭の采配をするのは使用人である老

女の役割であり、貞子にはそのような技術を習得し実践する機会はなかっただろう。 

また、有馬は父との不和から理解のある父親を自分にとっての理想像として設定してい

る。しかし、有馬の教育は新旧の中途半端な方針であり、子どもに愛情をかけるという理

想を抱きながら、息子を早くから塾へ入れて心の交流の機会を自ら減らしている。また子

どものためを思うとはいいながらも、学習院批判を繰り返した自らの思想のために子ども

の進路を自身の理想のもとに決定していた。 

一方で、具体的になってほしい息子の理想像については乏しい。軍人になろうとした頼

秋には軍人は嫌いだと否定しているのみである。少なくとも華族制度が続けば生活の心配

などはなく、教育によって立身出世をさせる必要性もなく、就職なども華族あるいは旧藩

のネットワークなどの縁故で行えたからである。しかし、将来的に華族の嗣子として貴族

院で活躍できるように、頼義には一般の優秀な学生たちと競い合って学ばせ学士の資格を

取らせたいという希望はあったと推測できる。 

しかし、小説家志望であった頼義は学校を休みがちなり、昭和 11 年(1936)春には成蹊高

等学校から早稲田高等第一学院へ転学した。有馬は息子の小説家という職業については、

同人誌雑木林創刊号に原稿を書くなど否定的とはいえなかったが、作家には学歴はいらな

いと学校をやめようとしていた頼義に大学を出てから小説家になるように説得にあたった

り、実際に学校に通わせるために手を尽くしたりしていたことがわかる日記がある。 

 

私の子供が文藝に志すといふ、そして高等の教育など必要がないようにいふから、そ

れは間違ひであることを説いた、(中略――引用者)小説によつて世の中に出る者は二つ

の道がある、一つは高等教育を受け学問による智識によつて社会を見ることである菊

池寛とか、夏目漱石とか、大佛次郎とか久米正雄とか数へればいくらもある。(中略―

―引用者)私たちの家庭に育ったものは体験によって社会を見るといふことは絶対に不

可能だ、だから、やはり学問により智識によつて社会を見る外にない、だから高等教

育を受け得る者はそれによつて基礎を作つた上で文藝の方面に進むべきだと思ふ９５ 

 

朝は女中任せにせずに自ら起こしており、「毎朝頼義を学校にやりたいばかりに六時半に

起きる９６」「私が起こしに行かぬと義ちやんが学校を休むので困る９７」という記述などが数

年にわたってみられる。しかし、最終的に息子たちとはよい親子関係を築くことが出来な
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かったようである。 

一方、娘たちへの教育方針はどのようなものだったのだろうか。次のように語ったこと

がある。 

 

男親が女の子を愛し女親が男の子を愛するといふ事は親子といふ事よりも異性といふ

事のほうが強い力を以つて居るのだろふか。けがれた意味でなしに男女の愛といふも

のは親子の愛より強いものらしい。９８ 

 

息子たちよりも娘たちに対してより愛情を感じていたことがわかる。娘たちは女子学習

院に通って家に残っていたこともあり有馬と一緒に旅行や芝居へなどへ出かけることを楽

しんでいる。 

少し時代がさかのぼるが、宮地嚴夫９９が受けたインタビュー「教育に対する父兄の注意」

１００では、外国では休日は子供を行楽地に連れて行き、行くときには交通について、行楽地

ではそこの歴史などを遊びながら教える。子供は苦労しないで楽しく遊びながら学習する。

家庭教育の至極の要点であると述べている。 

有馬にとっても行楽が大切な家庭教育の一環であった。 

「見学になる様な旅行を多くする事にしたい。女達は先ざき旅が出来るもの許かりもな

い１０１」というように、特に娘たちは結婚してしまえば自由に旅行にいけなくなるという配

慮から、結婚前に見聞を広げるために見学になる旅行に連れて行くこと考えていたようで

ある。 

大正 8年秋の信愛中学設立以前の父親としての有馬について、頼義は次のように言う。 

 

  家庭では良い父であり、暇をみては、妻や子を連れて旅行したり、芝居を見に行った

りしていた。私の姉たちにとって父の印象が極めていいのは、そういう時代で、父も

若かったからだろうと思う。１０２ 

 

それだけではなく、有馬が支援して行われる同情園の遊宴会や夜間中学の運動会などの

社会活動に関する行事にも娘たちは参加している。頼義は大正７年生れだったために、衆

議員生活に入る前で少し時間のゆとりがあっただろう大正 8年、9年ごろにも有馬に行楽へ

連れて行ってもらうことはなかったようである。 

また昭和 2 年には澄子と正子と東北旅行した際に、子どもたちに芸妓を見せている。そ

れを貞子に知られて怒られているが、次に述べるように有馬なりの考えがあったようであ

る。 

 

総ての人に同情し総ての人を平等に見、あらゆる人に接し、あらゆる物事を知ること

いう事は必要だ」と考えてゐる。芸者がいやしい職業だといふても、それは其人の罪
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ではない。(中略――引用者)芸者遊びをすることがよいといふのではない。女はそんな

ことはせぬ。せぬから猶見てをく必要があると思ふ。１０３ 

 

有馬にはできるだけ娘たちに身分差という偏見を持って欲しくないという思いがあった

様子が日記にも書かれている。同情園や信愛中学の行事に連れて行くことも、身分の違う

人々と交流する家庭教育の一場面であったといえる。また芸者を見せたことも、娘たちの

将来の結婚相手が芸者遊びをする事も考えてのことで、芸者に対する偏見を緩和させるた

めだとも考えられる。このころ有馬の愛人は芸者の福田次恵という女性であった。後に有

馬は自分の死後に妻に愛人の面倒を見てもらいたいと考えるようになるが、それは妻が愛

人や妾の面倒を見る事が華族社会および武家社会の習慣であったためである。結婚すれば

娘たちにもそのような妻の役割が期待されるようになるために、芸者を見せるというのも

有馬なりの教育であったのだろう。 

長女静の結婚を考え始めた頃、大正 6(1917)年には勲功華族の芳川伯爵家で跡取り娘であ

る鎌子がお抱え運転手と不倫のすえ駆け落ち、そして心中未遂１０４を起こしたり、大正

9(1920)年には旧肥前小城藩藩主家の鍋島子爵家の令嬢好子が使用人と駆け落ちしたりする

事件が起こって新聞に取り上げられていた。平民と子どもたちとの恋愛について、有馬は

どうとらえていたのであろうか。日記に興味深い記述がある。 

 

  今日は岡部君１０５の弟か朝日新聞社長の村山家に養子に行かれた披露があつたが、やは

り病気で断つた。岡部さんの家ではこの様な普通の処を縁組される様で誠によい事と

思ふが、私の心にはどこかに自分の家は大名であるといふ考がどうしても失せぬので、

親類としては皇族、華族又は士族といふ様に、財産よりは先づ家系、家格といふ様な

ものを重んじたいような気がしてならぬ。それは極めてよくない考の様だけれど、ど

れを選んでもよいとすれば、自分の好むのを選むのを選むといふ事は差し支へないと

思ふ。私は平民とか新平民とかを、いやしむとか交わらぬとかいふのではない。しか

し自分としては自分の自尊心、大名の家の子といふ事を傷つけられる様な事は、どう

してもいやな気がする。１０６ 

 

ここでいう岡部君とは岡部長景のことであり、岡部の弟の長擧は朝日新聞社社長の村山

龍平の娘と結婚し婿養子に入った。有馬は大手新聞社である朝日新聞社の社長という爵位

こそないが非常に高い社会的ステータスを持つ家ですら、華族子弟が養子に入ることに違

和感を抱いているのである。この有馬の記述には華族として旧大名家としての強い矜持が

あったことが読みとれる。岡部長景の弟が養子に行った少し前には、有馬は「私はなぜ平

民になることが出来ないのだろふ。私は華族がいやなのだ１０７」というように平民になりた

いという願望をもっていた。それにもかかわらず、子どもと平民の養子縁組あるいは姻戚

による身分の取引ということは、有馬にとって非常に忌避したいことであったと伝わって
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くる。昭和 18年(1943)に頼義は芸妓千代子と結婚することになるが、それは頼義が推定家

督相続人だから、また相手が芸妓であったからという理由からではなく、どの子どもも平

民との結婚は心情的によいとは思えなかったのだと推測できる。 

有馬が華族廃止をいっていたのも「華族廃止などいふ事を華族以外の人によつて唱へら

れ遂行せらるゝにいたつては我々の恥辱だ１０８」という理由もあり、死に水は自分で取ると

いうような武家風のプライドからであり、ただ階級社会を否定しての主張ではなかった。 

有馬は子どもたちが身分違いの恋愛や結婚をする事態を教育により回避しようと考えた。 

 

男にしても女にしても今日の教育は学校にしろ家庭にしろ男女の愛、いひ換えれば恋

といふものに対する明確な観念を与ふる何等の教育もないといふ事が此禍をかもすに

与つて力あるのではあるまいかと思ふ。外国では年頃の子供殊に女子に対しては母親

が男女の過ちといふものが女子にとつては殊に非常に不幸な結果を持ち来すものであ

る、従つて霊は宗教により肉体は親によつて其尊むべく大切にせねばならぬものなる

事を教へられるとふ事である。然るに日本ではそれがない。私は親として子供達其明

確な観念を与へてをく事が極めて必要だと思ふ。１０９ 

 

恋愛についての教育をすれば、恋愛問題が起こる可能性が低くなると考えている。 

また実際には、華族の娘たちには女中という監視役がついており、異性との親密な交流

には親によるきびしい規制が入っていたと考えられる。 

戸沢和子は学習院女子部には女中の付き添いで人力車を使って通い、学校には供待ち部

屋という女中が待機する部屋があったという。結婚をするまで自由がなく、手紙なども母

親の検閲を受けていたという。また大正 15(1926)年に旧金沢藩主家侯爵家に生まれた酒井

美意子は、女子学習院への通学は一人一人お付きの女中が付き添ったという１１０。女中とい

う監視役は、学校へ通うことなどどこへでも付き添った。その交友関係についても、母親

などからの手紙の検閲により規制をされていたのである。 

 一方、有馬の娘の行動にはある程度の自由が認められていたとみられる日記がある。 

 

静さんか伊集院さんに誘はれて青年会館へ活動を見に行き夜十二時に帰つた。子供の

希望をなるべく押さへぬ様にし度いし又あまり自由に過ぐるのもよくないと思ふので、

その間の調和が中々六しい。親の子供に対する心配は到底口に出していへるものでは

ない。自分本位なら少しの苦しみも無いが、子供の為めといふ事を考へれば考へる程

総ては六かしくなる。１１１ 

 

有馬には長女の静の深夜に帰宅についても、自由な行動に対しての尊重がみられる。こ

れは、華族の娘にはお付の女中という監視役がいたからこその自由であると考えられる。

当然、有馬は身分を越えての自由な恋愛を娘たちには認めなかった。 
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有馬にとって女性にとって幸せな結婚とはどのようなものであったのだろうか。 

有馬にとって異母妹久米の結婚式であった大正 8(1919)年 7月 11日の日記に、「女の幸福

なときといふのは結婚の日一日だけの様な気がする」と書いている。また女性全般につい

ての次ぎのような記述もある。 

 

  結婚すれば夫のために苦しみ独身で立とうとすれば種々な迫害や困難に遭はねばなら

ぬ。日本の女といふものはほんとに気の毒なものだ。女の教育を進めて女自身自覚し

或点まで権利を主張する事も必要だけど男子がも少し女を弱いものとしていたはつて

やる様にしたいものだ。女をいたはり過ぎて米国の女のようになつてもこまるが。日

本の婦人問題婦人自身の覚醒を必要とすると同時に男子の婦人に対する感
[ マ

念
マ ]

を改めさ

せねばならぬ。１１２ 

 

 有馬は女性の人生とは結婚をして家庭に入っても、あるいは独身で生きるために職業婦

人になっても、どちらの道もつらいものだと感じている。それは男性と同様に相続権や選

挙権などの権利が女性に与えられていないからだと考えている。また同時に社会が女性の

役割についての固定的な見方しかしていないと感じ取っていることがわかる。しかし、こ

こには「米国のおんなのようになつてもこまる」という、日本女性は家庭が本分であり良

妻賢母になるべきだという考えも読み取れる。その後の昭和 6(1931)年には女性の選挙権を

認める発言をしている１１３。 

しかし、有馬は女性にとって結婚が苦難の道だとわかっていながらも、娘たちを結婚さ

せずに家に置いておくことはしなかった。そのために、娘たちができるだけ苦労しないよ

うなよい縁談を求めていた。 

有馬は静の結婚相手として、華族よりも上流の宮家を考えはじめる。大正 11(1922)年 7

月 20日の倉富の日記には、有馬が長女静を山階宮の次男ですでに臣籍降下していた山階芳

麿侯爵と結婚させたいと倉富に話したことが書かれている。また、次女澄子は秩父宮雍仁

親王の妃候補となっていたが、落選したことが昭和 3(1928)年 1 月 9 日の『有馬頼寧日記』

に書かれている。有馬は大正 8(1919)年の一時期自身が華族であることへの不満と、爵位を

捨てて平民として生きたいという願望を日記に残していたが、その翌年には一変して華族

も悪いものではないと考えはじめていたのである。 

 

以前は平民にならねばほんとに生きては行かれぬ様に思ふて居たが近頃は別に支障は

ない様に思ふ様になつた。爵があつても財産があつても自分が人として正しい生活を

して居れば別にそれを気にするには当たらぬからである。だから必ずしもさけ様とは

思わぬ。しかし強いて襲爵しやうなどゝは勿論思はない。唯其時期が来た時運命に従

ふ許りである１１４。 
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 正しく生きれば財産もステータスもあったほうがいいと考えたのは当然であり、有馬自

身も昭和 3 年の父の死後は襲爵している。婚姻という身分取引により、平民となる可能性

のあった娘たちもみな華族嗣子と結婚しており、夫と死別や離婚をしないかぎり華族の夫

人となることが約束されていた。長女は斉藤子爵家の斉へ、次女は足利子爵家の惇氏へ、

三女正子は亀井伯爵家の茲建のもとへそれぞれ嫁いでいる。特に病弱でもあった次女澄子

の結婚については、昭和 10(1935)年に三女の正子が澄子より先に結婚したため、この頃の

有馬の懸案事項であり、かわいそうであるから良い縁談をと日記にも何度も記述している。 

『有馬頼寧日記』に娘と有馬の親密な関係を思わせる記述があり、貞子が「女の子許り

かわゆがるといふ１１５」という。また、頼義の『母その悲しみの生涯』では澄子が有馬の女

性関係について、母は美しいが冷たく誇り高い人で父が福田に走ったことを理解できると

語ったという１１６。愛人問題について娘は父に同情し歩み寄る面がある。 

しかし、芸妓に偏見を持たないように芸妓を鑑賞したことのある娘たちは、大人になっ

てから芸妓に偏見を持っていたようである。頼義の妻である千代子は芸妓であった。二人

が結婚するにあたり、「頼ちか千代子結婚条件覚書」１１７が作られており、跡継ぎたる男子

が生れなかったときは、頼義の姉達から養子をもらうことになっていた。しかし、なかな

か子供が出来ないにもかかわらず養子をもらう事はなかった。大事な子どもを芸妓のもと

に預けてはならないという姉達の偏見が原因だと頼義は述べている。 

有馬と娘たちには親子の心的交流がしっかり出来ていたようである。しかし、有馬の日

記には娘との外出などの記述は数多くみられるが、娘に対する心の葛藤などは関係が円満

であったためか、とくに記述がなされていない。有馬が娘の教育にどれだけ熱心であった

かについて、日記や随筆にはそれに関することが記されていないため明らかにすることが

できない。 

 華族の家庭では、子供たちは男女ともに幼少期は老女の監督のもと女中たちの手で教育

され行儀作法のしつけが行われる。親と老女のパワーバランスによっては、親は子どもを

自らが理想とする新しい教育や家庭を築くことは難しかった。とくに家長ではない若い親

は老女と対抗し理想を実現することは難しかった。 

また、男性と女性では教育のあり方に大きな違いがあることがわかる。男性はある程度

の年齢になれば、親あるいは家の選んだ私塾の寮や寄宿学校などに教育をすべて委ねるこ

とになる。女性は女子学習院などの学校に通いながら、家庭でも家庭教師などにより教養

の教育を受けることになる。また、男の子がそれなりの年齢となれば、寄宿生活などによ

り、実家以外での生活の体験を行わせていることがうかがえる。学習院寮やその他の塾・

寮などで、共に学び生活を一とすることで、華族の横の繋がりが拡充され、同族同士の婚

姻関係を結び、閨閥を形成していくことにも重要な役割をはたしていたのだろう。 

華族の家庭教育とは親が直接に教育をする場面がほとんどないので、親はどのような乳

母や女中を子どもに付けるか、また学校はどこにするか、家庭教師を雇い外国語や芸術を

教育するかなどのことがらを、選択し実行させるという教育のマネージャーであるといえ
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る。これは現代の親が子どものために学校や学習塾やスポーツクラブを選んで参加させる

という家庭教育の形態に非常によく似ている。親は子どもの成長をよりよいものにするた

めに、親は子どもの成長段階に応じてさまざまな機会を与えて成長をコントロールしよう

とする。 

有馬が子育てをした大正期には新中間層という「教育家族」が出現していた。新中間層

は農村の中農や士族の二男、三男であり、職業は官吏やサラリーマンや専門職につき、妻

は専業主婦として家事と育児を担うという性別役割分業を実践した家族でもあった。また

子どもをよい学校へ行かせ、よい職業に就かせることで、家族の地位や生活レベルの向上

を目指していた。新中間層の教育観は親との密接な関係の中で発見された子どもの無垢な

心やその個性を尊重する童心主義と、学力競争に打ち勝つために子どもに厳格に接し勉強

をさせる学歴主義との二つの矛盾した教育観が共存したものであった。親たちはその矛盾

に悩みながらも、子どもの学校での遅れを取り戻すべく家庭での教育を行った１１８。 

大正期は受験戦争が過酷であり、都会では中学浪人が社会問題化して夜間中学の開設が

うたわれはじめた時期でもある１１９。 

有馬の教育理念も新中間層と同様に一貫したものとはいえなかった。とくに息子につい

ては自らの気まぐれや当時の自身の理想の教育観を子どもに押し付けて教育をしていたと

もいえる。娘たちは華族の娘らしい過程を経て華族嗣子の妻となったが、最終的に一人息

子となってしまった頼義の成長過程はかなり破天荒なものであっただろう。少なくとも有

馬の思い描いたレールを走らなかったので、理想とした息子像ではなかっただろうと予測

できる。 

 しかしながら、有馬は子どもに幸福を願っていた。「義ちやんのこと、自分はさして心配

せぬが、貞子の心配しているのが気の毒でならぬ。何とか天分を充分
[ マ

を
マ ]

伸ばすことの出来

る道に進ませたいものと思ふ１２０」また自身が理想の父親像に程遠いことや、有馬が選択し

た条件に子どもに適合せずによい結果を出せなかったことに悩みながら、自宅での自由放

任の教育と寄宿舎での厳しく管理された教育での間で常に左右していた。それは使用人ま

かせの家庭教育ではなく、有馬は常に子どものことを考え、また子どもの個性を尊重した

教育を行おうとしていたのではないかと思われる。 

また華族である有馬家には家産と社会的ステータスはすでにあったため、必ずしも子ど

もたちをしかるべき大学を卒業させサラリーマンにさせる努力をする必要がなかった。し

かし、学習院から帝国大学へ入ることが比較的容易であった華族子弟にとって１２１、学士の

学歴は華族社会では当然有すべき資格であった。有馬の教育観には同時期の新中間層とは

異なり子どもの学歴を生活や地位の向上のための手段ととらえるようすはなく、ほかの華

族子弟と見劣りしないために必要な資格であった。 

有馬は娘たちを学習院以外の女学校へは行かせなかった。娘たちの結婚後のことを考え

て華族の娘としての教育はしても、社会に出て自立して生きる職業婦人になる可能性を考

慮しての教育はしなかったと思われる。一方で息子たちは積極的に学習院以外の学校へ進
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めて、一般の学生とともに学ぶことで、競争心や社会性を身につけさせ、社会で活躍する

ような人物に育てようとしていた。 

 有馬は頼義の教育について、厳格か放任かで悩むが、頼義の雑誌への寄稿などを行って、

頼義の小説家になりたいという夢を完全に否定したわけではなかった。息子の頼義は昭和

29 年(1954)『終身未決囚』で直木賞を受賞するなど当時は松本清張とならぶ推理作家であ

り、有馬にとって予期せぬかたちではあっただろうが、社会で活躍する人物を育てたとい

える。 
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第 3章  岡部長景の家庭教育 

第 1節 岡部長景の経歴 

 

昭和戦前期に貴族院議員として活躍した子爵岡部長景家の家庭教育について考察する。 

岡部長景は旧岸和田藩藩主家出身の大名華族である。また同時に外務官僚、貴族院議員、

戦時中は東条英機内閣文相にもなり、昭和戦前期にリーダーシップを発揮した革新的華族

の一人である。 

岡部長景の資料としては、国会図書館憲政資料室に「岡部長景関係文書」がある。残念

ながら日記は昭和 3 年(1928)の 10 月下旬～11 月中旬、4 年、5 年、6 年 1 月～2 月上旬お

よび 11月しか残っていない。しかし、昭和 4年、5年の日記はそれぞれ 1年間の記載日が

大幅に漏れることなく、岡部の行動が詳細に書かれている。また『岡部長景日記』１２２とし

て翻刻されており、日記資料としては比較的利用しやすい資料だと言える。 

岡部長景本人に関する先行研究はないといっても過言ではない。伝記の編纂もなされて

いない。岡部長景を主題にしたものは『岡部長景日記』「解説」１２３と「岡部長景の戦前・

戦中・戦後」１２４のみである。そして岡部長景の父長職の伝記として『評伝 岡部長職―明

治を生きた最後の藩主』１２５があり、一部長景について触れる部分がある。 

岡部長景は明治 17年(1884)8月 28日に旧岸和田藩藩主家岡部子爵家に生まれた。父親は

旧岸和田藩藩主岡部長
なが

職
もと

である。母親は旧郡上八幡藩主青山幸哉の四女錫子
よ う こ

である。すで

に上には清子
す が こ

、鍾子
ま さ こ

の二人の姉がいた。母錫子は長景が 3歳になった明治 20年 10月 29日

に亡くなる。 

その後の明治 23年には父長職が旧加賀藩藩主前田齊泰の四女であり、前田侯爵家令嬢の

坻子
お か こ

と再婚する。そして長景は、長剛
ながたけ

、長挙
ながたか

、栄子
さ き こ

、豊子
と よ こ

、長世
な が よ

、盈子
み つ こ

、長量
ながかず

、久子
ひ さ こ

、長建
ながたつ

、

長伸
ながのぶ

、長章
ながあきら

という 11人の異母弟妹の兄となった。長景と長職末子の長章とは 25歳の差が

あり、二人が並ぶと親子に間違えられた１２６。 

長景は学習院初等学科、中等学科、高等学科を経て、東京帝国大学法科大学に進む。明

治 42 年(1909)に卒業して、外交官補として外務省に入る。明治 43 年より駐米国大使館員

となる。45年 4月には加藤高明子爵の娘悦子と結婚し、大正 2年(1913)8月 10日長男長衡

が生まれる。大正 5年長景は帰国して、外務省本省での勤務となる。大正 14年(1924)父長

職が亡くなり、襲爵することとなる。昭和 2 年(1927)には外務省文化事業局の局長となる。 

昭和 4 年長景は外務省から宮内省へ移り、内大臣書記官長兼式部次官となる。昭和 5 年

には貴族院議員となる。宮内省への奉職はわずか一年半という短いものであった。 

昭和 4年息子の長衡
ながひら

は東京高等学校１２７尋常科から東京高等学校理科へ進む。その後、東

京帝国大学工学部を出て、陸軍の技術将校となった。昭和 14年(1939)に長衡は旧調布藩藩

主家毛利元雄子爵の次女綾子と結婚した。昭和 16年に長衡の息子の長忠が、18年には長義

が生まれ、長景は二人の孫の祖父となった。 

昭和 18年長景は東条英機内閣にて文部省大臣となった。終戦後は B級戦犯容疑で巣鴨拘
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置所に抑留され、その最中の昭和 21年(1946)3 月 20日に妻悦子が亡くなる。その後、長景

は公職追放となり、昭和 27年公職追放が解かれて国立近代美術館館長なる。他に国際文化

振興会の会長も務めた。その後昭和 45年(1970)に亡くなる。 

岡部家の親戚関係、とくに長景の兄弟の世代では旧大名家との姻戚関係がほとんどなく

１２８、財界との姻戚関係が形成されていた。長景は岩崎弥太郎の孫である悦子と結婚し、栄

子は三井弁蔵と結婚し、岡部家では三菱財閥と三井財閥とのつながりを持った。長挙は朝

日新聞社社長の村山龍平の娘と結婚し養子に入り、豊子は渋沢栄一の孫である尾高豊作と

結婚し、久子は川崎造船所創業家の川崎芳熊と結婚、盈子はアメリカにて生糸の貿易で成

功を収めた新井領一郎の息子米男と結婚している。これだけ子どもがありながら、一貫し

て大名華族との姻戚関係がない。 

 

 

第 2節 岡部長景の家庭行動 

 

 明治 45 年(1912)に岡部は結婚して自らの家庭を作ることとなる。妻悦子は明治 21 年

(1888)生まれで、父は外務大臣を幾度も務める加藤高明、母は岩崎弥太郎の長女春路１２９で

ある。また悦子は父加藤高明が英国公使して駐在したロンドンで幼少期を過ごしており、

外国暮らしに問題はない女性だった。その後長景は駐英国大使館員となり、大正 5年(1916)

には長男長衡が長景一家はその家庭生活の初期を米国と英国で過ごす。 

 昭和 4年(1929)2月に長景は外務省から宮内省に転じ、内大臣秘書官長兼宮内省式部次長

となる。式部職は宮中儀礼をつかさどる部署であり、式部次長としての長景の仕事は宮中

行事の執行事務やそれへの出席、および外国の要人や駐日公大使の接待である。内大臣秘

書官長としての仕事は、牧野内大臣のために多方面から情報収集を行い、また元老西園寺

公望との連絡役となることであった。このポストは職務上の拘束は少ない「優雅」なもの

であったが、同時に政治的には閑職であったという１３０。 

昭和 3～5年の日記に出てくる長景の行動からみて、忙しく仕事をしている様子はあまり

ない。毎日朝から夕方まで役所に詰めていることはなく、午前中の遅くに職場に顔を出し

て昼ごろには帰るという生活である。また仕事がないかわりに、私的な活動が精力的に行

われている。長景は学習院の同窓会「桜友会」の会合や華族の政治研究グループ「十一会」

などに積極的に参加している。十一会とは、毎月 11 日を会合の日とする華族会合であり、

もともとは岡部や木戸幸一などの政治経済についての勉強会であったが、のちに近衛文麿

が参加するようになり政治色が強くなり貴族院改革などを話し合うようになった。いわゆ

る革新華族とよばれるものたちが参加していた１３１。 

またゴルフを通じての交際も多い。親類では三井弁蔵夫妻が多く１３２、その他には織田、

黒木、溝口、西尾、伊東の姓がよく出てきており、おそらく織田信恒、黒木三次、西尾忠

方など十一会にもかかわりがある貴族院議員の友人たちであると推測できる。日記からは
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午前中には悦子と外出、午後は友人たちと外出、午後は家族で外出といった忙しい私生活

ぶりが見受けられる。 

さて、岡部長景日記より岡部の家族での外出行動を分析した。 

 

表 3-1  昭和 4年(1929)～5年(1930)における岡部長景の家族との行動回数 

昭和 4年(1929) 妻同伴 子ども同伴 家族同伴 

私的行事 39 5 53 

公的行事 21 0 2 

社交行事 23 0 1 

    
昭和 5年(1930) 妻同伴 子ども同伴 家族同伴 

私的行事 41 7 45 

公的行事 31 0 0 

社交行事 33 1 1 

    
※私的行事は家族(妻・子ども)とのプライベートな集まり、公

的行事は冠婚葬祭や歓送迎会に準ずるもの(見送り、見舞い)

まで含めた。社交行事には仕事上あるいは華族としての集ま

りなどとした。 

 

昭和 4 年と 5 年では家族での外出行動には数字の大きな違いは見受けられない。昭和 5

年 8月には貴族院議員の子爵互選選挙に出て、9月には議員となるが急に多忙になるという

わけではなかったようである。 

表からわかるとおり、もっとも多いことは家族での外出は私的行事である。家族での外

出が多いのは、夏の間は伊豆三津１３３の別荘で暮らしていたことが理由の一つにある。この

三津の別荘は家族 3 人で下見にいき、昭和 4 年 5 月中旬に購入を決めている。日記から昭

和 4 年と 5 年について悦子と長衡は夏休みの間中この三津の別荘で暮らしていたことがわ

かる。長景は仕事でしばしば東京に戻りながらも、家族でとボート遊びをしたり釣をした

りと海ならではの遊びをしている。また三津に滞在するあいだ、長景は長衡のために家庭

教師を同伴させている。 

家族での余暇活動はそれだけではなく、少なくとも月に一度は家族で外出し、芝居やコ

ンサートあるいは活動写真を見たり、ただ銀座の界隈で外食や買い物を楽しんだりするこ

ともあった。邸が赤坂にあり銀座などには外出しやすい立地だったともいえる。 

また妻の悦子との二人での外出も非常に多い。もっとも多いのは芸術鑑賞で、観劇や美

術展へ出かけている。とくに戦後は国立近代美術館館長となり美術方面で活躍した長景で

ある。西洋から東洋までさまざまな展覧会やコレクションの売立に足を運んでいた。そこ
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では美術品や工芸品を購入することもあった１３４。 

 公的行事としては葬儀や法事が多い。昭和 3年には長建、4年には長量と二人の異母弟が

亡くなっており、彼らの法事が多くなっている。また外務官僚としてのつきあいから、海

外へ向かう友人などの送別会や見送りなども非常に多く、それには夫妻で出席しているこ

とも多い。この公的行事となると夫婦のみで、子どもを連れての外出がなくなる。 

社交行事は、長景の仕事上の関係からの社交活動などが中心となっている。長景の業務

の代表的なものは宮中に外国公大使を招いての晩餐会や午餐会に出席することであり、そ

こには妻の悦子も接待要員として出席する。また外交団を招いて御猟場での狩りに参加し

たり、長良川の鵜飼を見学したりということもある。また出張には悦子や長衡を伴ってい

き、出張と家族旅行を同時に楽しんでいる場合もある。 

また外出するばかりではなく、家で過ごす一家団欒もある。宮内省の御猟場で狩りをし

て下賜された鴨をすき焼きにして一家団欒する記述が時折出てくる。また自邸には親戚や、

親しい外国の大使館員などを招いて食事をしている。食事後の余興には活動写真の上映会

をおこなう場合もあった。また悦子が自邸で開くティーパーティには長景は参加しないな

がらも、前日に美術品を出して飾り付けを手伝うなどの協力も惜しまない。 

長景は子どものころから旅行と写真が好きだったようで、学習院時代には写真機を持っ

て日本海側を一人で旅したという１３５。食事会の余興として上映する活動写真も自分で撮影

したものである。三津の別荘でも長衡がボート遊びをする様子を活動写真で撮ったり１３６、

また長衡の馬術の練習の様子を撮影しに出かけたりしている１３７。 

これらの行動からわかることは、非常に家族で過ごす団欒の時間を大切にしていたこと

である。妻との仲も非常によく、また息子との関係も親密である。 

 とくに家族の団欒として、頻繁に行われるのが舞台芸術の鑑賞である。歌舞伎などの日

本の伝統的なものから、西洋のオペラなどその種類は幅広い。芸術の鑑賞は長景夫妻の趣

味でもあると思う。しかし、長景には「衡には著名有益なるものだけを見せたい１３８」との

考えもある。飛行船ツェッペリン伯号が日本に来た際には、仕事で長景自身が行けなかっ

たため、わざわざ知人に頼んで長衡を見学に連れて行ってもらっている。こういった外出

行動がただの家族サービスではなく、家庭での教育という側面も大きかったことがわかる。 

 

 

第 3節 岡部家の家庭教育 

 

 長景の幼少期におけるの家庭状況は資料を欠いていてわからないが、長景の青年期にお

いては父長職は一家団欒を大切にしていたことがわかっている。長職の第二夫人である坻

子が、家族が仲がいいことがすべての幸福の基礎であり、長職も長い海外生活から家族の

団欒は大切であると考えており、岡部一家は一家団欒を味わって生活しているとしている

１３９。長職の一家団欒という考えかたは、長景の家庭にも伝わっていることは、前述の家族
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での遊興の多さからもわかる。 

 また坻子は乳母を雇わずに、出来るだけ育児は自分の手で当たっており、それまでの大

名の伝統的な子育てとは異なる方針をとっていたようである１４０。 

長職は写真が趣味であり、またアメリカ留学中や志摩の別荘でボート遊びをしている１４１。

高田千登世町１４２に邸を構えることになったときには、庭造りでは庭木を取り寄せるなど、

邸の景観にはこだわりがあるようである１４３。長景も趣味の一つには写真および活動写真の

撮影があり、また三津の別荘ではボートや庭づくりを楽しんでおり、長景は長職の趣味を

継承しているといえる。またボート遊びの楽しみについては孫の長衡も三津の別荘では楽

しんでおり、祖父と父から継承しているといえる。 

また長景は父のキャリアに沿うようなキャリア形成をしている。長職はイエール大学と

ケンブリッジ大学へ留学後、外交官となり、その後貴族院議員となり、司法大臣まで昇っ

ている。長職は外交官としては条約改正の折衝に当たるなどの活躍をみせた。一方、長景

は東大卒業後は外交官となり、その後貴族院議員となり、文部大臣まで昇る。長景は外交

官としては日本国内で対アジア政策に当たっていた。外交官としての仕事の華々しさにつ

いて長景は父親に比べるとやや劣るが、父と同じく国務大臣となっている。長景のキャリ

ア形成のモデルとして長職の存在があったことがうかがえる。 

さて、長景の家庭教育についてである。長景は 11人兄弟であるが、息子の長衡は一人っ

子である。 

長景一家の家族での遊興の多さからも、また長衡について心配する文章はあっても長衡

に対して怒っているような文章は登場しないことからも、長景が非常に長衡のことを可愛

がっている様子がわかる。長景は長衡だけがスキー旅行に出かけ一緒に宮内省の御猟場の

猟に参加できなかったときには「鴨と雉の鋤焼を鱈腹食べたが、悦子は(―引用者略)余り食

べず、長衡が居たらばと思った。」、長衡が散髪から帰ると「衡は頭が寅ブチだとて笑ふ。」

１４４など、親子の仲がよいことがうかがえる。 

長衡への幼少期の教育については資料を欠いていてわからない部分が多い。長景の仕事

の関係上、大正 2(1913)年生まれの長衡は乳幼児期を英国で過ごし、大正 5年に日本に帰国

した。長衡に対する教育は幼少期に英国で過ごしていることから、欧米流をとりいれてい

たことは間違いがないだろう。しかし、日記の残る昭和 4年においては長衡はすでに 15 歳

であり、そのためか生活上についての躾などについては記すところがなく、不明である。

しかし、坻子が自らの手で子育てをしていたことから、長景夫妻も自らの手で子育てをす

ることについてはある程度の自由があったのではないかと考えられる。 

悦子が長衡の小学校低学年のころの子育て方法について戦時中の昭和 18年(1943)に次の

ように述べている。 

 

積極的にまづ身體を丈夫に鍛へることに頭を向けました、魚や肉を特にご馳走などと

は思はないやう野菜や穀類を主とした農家風の食事をそれから寒中でも足袋をはかせ
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ずよその方が見てびつくりなさる位の薄着で通させるなど、生活を簡素々々ときびし

く心掛けました。１４５ 

 

このように、ぜいたくが子供の成長を妨げるために質素に育てたということを読売新聞

に語っている。当時は太平洋戦争中の戦時体制であり、昭和 17年には「ほしがりません勝

つまでは」というスローガンが流行している。また取材を受けた昭和 18年に岡部は文部大

臣を務めており、悦子は文部大臣夫人として取材に答えている。そのため、この記事が実

際にすべて事実なのかは疑わしい。長景の日記において、岡部夫妻が 15歳の長衡とすき焼

や洋食の肉料理を食べている様子が何度も登場しており、少なくとも青年期に差し掛かっ

た長衡には贅沢な食生活を許している。 

長景の日記によると、長衡は昭和 5年(1930)の春に東京高等学校１４６尋常科から東京高等

学校高等科理科に進んでいる。長衡は『学習院一覧 昭和 5年 12月纂』１４７に大正 15(1926  

)年 3 月の卒業と卒業生名簿に書かれており、学習院には初等科のみ通っていたことがわか

る。 

日記の中から、長衡の性格などが伝わってくる記述はほとんどないが、長景が東京高等

学校で教職に就いていた山口察常１４８と長衡のことについて話したところ「先生はいつも衡

の鈍重な性格は将来頼母敷と評して居られる１４９」とある。このことから、長衡はのんびり

とした性格だったことがうかがえる。またそれについて長景が心配しているのではないか

ということも感じられ、そしてわざわざそれを日記に書き留めていることから大器晩成型

だと教師に評価されてまんざらでもないという長景の親馬鹿ぶりも推測することができる。 

 長衡の高等科理科への進学については、長景は非常に心配しているようである。昭和 4

年の秋に、高等科の科の選択を考えるときには、学校関係者に話を聞き、「今迄の様な勉強

振にては文科を選ぶ方無難なるべく京大にでも入る位ならんと稍心細き話なり１５０」と非常

に心配していることがわかる。しかし、長衡の決心は固く、「衡の高等科の科選定の最後の

決定をなすべく、悦子、衡の三人で相談をなし、大いに決心を要し努力の必要を力説し、

当人も大いにやる考えとなり、馬もやめてもよいといふ位の意気込ゆへ遂に希望通理科を

選ぶことに定め願出に記入して渡してやった１５１」と長景は長衡の希望をかなえることにす

る。 

そのすぐ翌日には「夕食は衡の決心につき愈々目的の大方針を定めて門出をなすことに

なったゆへ、内祝いの心地を以て赤飯を焚き鯛等つけた。当人大分緊張した様子。１５２」と、

またその翌日には「衡に贈る為、額仕立の為横半切に『男児決心出郷関』の七字を書いた１５３」

としている。勤皇の志士が詠んだ「男児立志出郷関 学若不成不死還 埋骨豈期墳墓地 人

間到處在青山」である１５４。初志貫徹をすすめるメッセージであり、長衡の進路への決心を

長景が厳しくも温かい愛情で見つめていることが読み取れる。 

 また長衡の進学のために、長景は前述の山口の家へと挨拶にいっている。「先生も本人が

其気にさへなれば、必ず成績もよくなるだろうと「だろう」付きの話であったが、どうか



47 

 

そうありたいと之もあまり信念のなき返事をして置いた１５５」とある。また理科に進学して

すぐにも山口のところへ挨拶にいき「衡の学業のことを話し、尚ほ本人の学校に於ける行

状等について注意をしてもらふ様に頼んだ１５６」とある。非常に長衡の学校生活を心配して

いることがわかる。 

 しかし、長衡は昭和 4 年の秋に進学を決心したにもかかわらず、約 1 年後の昭和 5 年 9

月ごろには、理科を学ぶという気持ちが揺らぎ始める。 

 

衡が過日来、急に士官学校に入りたいといひ出し、悦子とも種々相談して居ったが、

夕方同人を呼で国家社会に奉ずる所以は一軍人として位のことでなく、理科か工科に

進み、大いに奉ずる意気込の必要なることを説得した。夜就寝に際し、当人は更に文

章に認め其の決意の程を述べてあったから、更に懇々説き夜半に及んだ。１５７ 

 

 このことから、長景は一般的な軍人になることは反対だったようである。またその数日

前には教育者である平生釟三郎１５８が「理科で進み、欧米人に勝る発明か何かをして国家の

為に尽し併せて人類の為に貢献する様、大いに努めてもらいたいと激励してくれた１５９」と

している。これは平生の話した内容ではあるが、長景としてはこのように長衡に科学者あ

るいはエンジニアになってもらいたいという思いがあったのではないかと考えられる。 

また昭和初頭は華族の軍人へのコースは人気がなかったようである。大正 4(1915)年生ま

れの三笠宮崇仁親王は学習院の中等科は一学年に三クラスで一クラスには 20人の生徒であ

り、昭和 7(1932)年陸軍士官学校に入るときには「陸海軍が PRして、軍人になれと言って

きたんだけれど、成り手がなくて、私のクラスでは、私と徳川１６０君と二人が陸軍に入った

だけで、海軍には一人もゆかなかったです。１６１」と、また「母はわたくしを文官にさせた

かったらしいです１６２」と語っている１６３。このころは軍人志望の華族の人数が少なかった

こと、また英国流に皇族が軍人になることが常識となっていたにもかかわらず、貞明皇太

后が親王を文官にと望んでいたことから、当時の軍人への人気がなかったことがよくわか

る。 

 長景は長衡の説得した後でも、奈良武次侍従武官長１６４に長衡の軍人志望について相談し

ている。そして長景は奈良から「御止めになったほうがよろしかろう１６５」との言葉をもら

い、「区々たる青年将校等の意見とは異り武官長の意見は衡にとりても大いに傾聴の価値が

ある１６６」と感謝している。長景は長衡の将来の軍人への希望を反対しながらも、息子の志

望を断ってもいいのかという迷いがそこにはあったのではないかと考えられる。できるだ

け子どもの意思に沿った教育をと考えながらも、やはり親としての子どもの将来への希望

とが拮抗していることがわかる。 

 その後長衡は東京帝国大学工科大学を卒業して陸軍の技術将校となっている。これは長

景のいった通りの道を、長衡が自身の希望も絡めながら進んでいった結果とも考えられる。 

 昭和 5(1930)年には、姉鍾子の息子英彦や末弟長章の大学進学を考える年でもあり、長景
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は親身になって相談に乗っている。岡部家の家長となった長景はとくに長章について心配

しているようである。「長章来邸。夕食を共にして将来のことを相談したるが、大学は考古

学を専攻したく、東洋古代史と交渉ある問題にて研究の余地も多く、多少困難なる事項ゆ

へ学生少なく面白かるべしとのことゆへ、大いに賛成をなしたる１６７」としている。そして、

その話を聞いた約 2 週間後に、出張で奈良の春日大社大祭へ行った際には、京都に立ち寄

って旧岸和田藩出身の考古学者である浜田耕作１６８と会合を持ち、長章の進路についての相

談をして、東京帝国大学へ進学し、東洋史を学び、その後京都帝国大学で考古学を専攻す

るのがよいだろうという方針を打ち出している１６９。長章はこの話を聞き、東大で東洋史を

専攻するが、卒業後は京大へは行かずに帝室博物館の研究員となり、そして昭和天皇の侍

従となり、戦後は大学で教鞭をとるようになった１７０。 

 仕事などのコネクションを使って、子弟の進路をその当時の一流の人物に相談をし、そ

れを子弟へのアドバイスに利用することができたことがわかる。長景が進路についてアド

バイスをした長章も長衡も、長景のキャリアとは異なったキャリア形成をしているが、つ

ねに必要に応じてよい助言が与えられる環境にあったのではないかと考えられる。 

 長職は子どもたちに大名華族との姻戚関係を結ばせなかったが、長景は大名華族である

毛利子爵令嬢綾子と長衡を結婚させている。少なくとも長景も子爵家との婚姻であり、華

族嗣子としてはやはり爵位のある家を望んでいたということかもしれない。 

さて、日記には長衡は馬をやめてでも理科に進学したいとあったが、馬術競技はやめる

ことはなかった。昭和 4(1929)年に宮内省に入った長景は長衡のために、赤坂御所の厩舎で

の乗馬練習ができるように許可をもらっている。昭和 5 年の段階では数学の成績が悪いよ

うであるが１７１、長衡は高等科でも馬術競技をしており、昭和 5年のインターハイで東京高

等学校は 4 位に入賞して景品の鞭を獲得している。また長衡は昭和 39(1964)年の東京オリ

ンピックにも出場した１７２。 

長景自身が長衡にどのような期待を持っていたか日記の中で語られることはあまりなか

ったが、他の人物たちとの会談の中などから総合すると、国家の為に人類の為になる人物

になってほしいという願いはあったようだ。長景は長衡が高等科をやめて、士官学校に入

りなおして軍人になりたいという希望は説得してやめさせている。しかし、長衡は一度親

に反対された軍人への道を、東京帝国大学の工学部を卒業したあとに、技術将校となるこ

とでかなえている。戦後の長衡の経歴は有限会社トモエユニット社長とのことであるが、

残念ながらどのような会社であるか実態がつかめなかった。 

長景は長衡が自身と異なるキャリアコースを選択しても、さまざまなコネクションを活

用して、長衡にはさまざまな支援をしていることは間違いない。 

戦中において長衡は当時としては軍人になることで国家の役に立つ人物となり、また戦

後はオリンピック選手になりスポーツ振興という面で国家の為に役に立つ人物となってい

る。その点では長景の家庭教育の目標は達成していると言えるのではないだろうかと考え

られる。 
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そして、長衡の息子長忠は昭和 16(1941)年に生まれ、昭和 40(1965)年学習院大学を卒業

後、日本競馬協会に勤務、その後学習院大学馬術部監督となっており、長衡の馬への情熱

を継承したことがわかる。 
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第 4章 阪谷子爵家の家庭教育 

第 1節 阪谷芳郎の経歴 

 

阪谷芳郎は文官出身の勲功華族である。明治以降に誕生した上流階級である勲功華族の

家庭教育を取り上げるために、男爵阪谷芳郎(昭和 16 年、死の間際に子爵に陞爵)に注目し

た。 

阪谷芳郎の関係資料としては、国会図書館憲政資料室に「阪谷芳郎関係文書」がある。

阪谷にはビジネス、旅行、家庭と様々な日記を使い分けており、「東京市長日記」をもとに

編纂された『東京市長日記』が刊行されている。また「阪谷芳郎関係文書」には家庭で起

こったことを書き留めた「家庭日記」があり、その期日は明治 17(1884)年から昭和 16(1941)

年にまで及ぶ。本文でも触れるようにその記述が断片的ではあるが、日記資料が長期にわ

たって存在しかつ利用しやすいものは多くないが、阪谷の資料は比較的に利用しやすいも

のといえる。 

また阪谷家は文官出身で国家に対する経済的な貢献で勲功華族となった実業家渋沢栄一

と姻戚関係にあり、勲功家族のファミリーをなしているところにも注目したい。また明治

期に日本の家族制度を築いた一人である民法学者の穂積陳重とも姻戚関係となっている。 

阪谷芳郎には「家庭日記」がありながら、阪谷の家庭についての研究はいままで行われ

ていない。資料を読み込んだところその内容は来訪者や家族の外出等に限られ、阪谷家の

家庭に関する情報はわずかしかないが、伝記や阪谷の著書などとあわせて勲功家族である

阪谷芳郎の家庭教育を研究し、華族社会の家庭教育に関する研究の幅を広げてみたい。同

時に本研究は経済学の第一人者であり政治家や実業家として明治期・大正期に活躍した一

人である阪谷芳郎の新たな一面を読み取る目的もある。 

阪谷芳郎は文久 3(1863)年 1 月 16 日に備中国後月郡西江原村(現岡山県井原市)に興譲館

主宰の儒学者阪谷朗廬１７３の四男として生まれる。母は恭子、兄の禮之介、次雄、達三、弟

の時作の 5 人兄弟である。人となりは穏和で人当たりがよく眉目秀麗、また真面目で謹厳

実直な面もあったようだ１７４。 

明治元(1867)年、朗廬が広島藩に藩政顧問として招かれたため、一家は広島に移る。明治

3 年朗廬のみ東京に移り、翌年の廃藩置県により朗廬は広島藩を辞す、明治 5年正月には一

家も東京に移るが生活は困窮していた、4月より朗廬は明治政府に出仕する。 

 芳郎は明治 6(1873)年に父の友人である箕作秋坪の三叉学舍に入り、明治 9年東京英語学

校に入学、明治 13 年東京大学予備門を卒業する。明治 14(1881)年朗廬が亡くなる。明治

17 年に芳郎は東京大学文学部を卒業し大蔵省に出仕、また専修学校１７５や海軍主計学校で

教鞭をとる。 

 明治 21(1888)年 2月 26日芳郎は父と親しかった渋沢栄一の次女琴子と結婚した。このこ

ろ芳郎は会計法など財務に関する法律の整備に力を注いでいた。 

明治 27(1894)年日清戦争が勃発し、芳郎は日清戦争およびその戦後処理の財政計画にあ
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たった。明治 30年には大蔵省主計局長となり、明治 32年には法学博士の称号を与えられ、

明治 34年大蔵省総務長官にまでのぼった。 

明治 37(1904)年に日露戦争が起きるが、芳郎は大蔵次官と臨時煙草局製造準備局長や臨

時国債整理局長を兼任し、軍事費の調達および戦後の財政処理を行う。明治 39年 1 月に第

一次西園寺内閣の大蔵大臣となり、明治 40(1907)年には日露戦争の軍事費調達での功績が

認められ男爵となる。明治 41年には大蔵大臣を辞任して大蔵省から去った。その後半年間

外遊を行った。 

明治 45 年には東京市長となり、大正 4(1915)年に辞職している。その後は貴族院議員と

なる。大日本平和協会など各種団体の役員として活躍し、多くの会長職に就いているとい

う意味で「百会長」と称されたという１７６。また渋沢系の会社の役員としても活躍した。昭

和 16(1941)年に 78歳で亡くなるが、死の数日前にいままでの功績から子爵に叙せられた。 

 

 

第 2節 阪谷芳郎家の歴史 

 

阪谷は子ども時代から学校の中で育ったといえる。家が漢学塾であったからである。そ

して家には数十人の塾生が寄宿しており、また朗廬を慕ってやってくる客も多く、その世

話は恭子の手で行われていた。けっして裕福な塾ではなく、家には人が多いながらも使用

人を多く雇うことはできなかったので、家事のほほすべてを恭子が行うこととなったとい

う。また自分の子どもたちの勉強をみて、朗廬の留守には塾生の監督までしていた。芳郎

も母親の苦労を感じて育ったようである１７７。 

明治 5(1872)年東京に来てから、続々と阪谷家の子どもたちが亡くなって、芳郎一人が残

った。しかし、明治 20(1887)年に亡くなった朗廬の次男である次雄にはすでに良之進と険

次という息子がおり、良之進が本家を継いだ。芳郎の家は阪谷朗廬の家から分家したもの

である。 

明治 21年に琴子と結婚し麹町平河町に家を構えたことが阪谷芳郎家の始まりである。琴

子との結婚で渋沢家や義兄穂積陳重との交流が深まる。琴子と穂積歌子は栄一の前妻であ

るちよの娘であったため、とくに穂積家とは親しかった。阪谷家の実家は岡山であったが、

すでに朗廬や兄弟も亡くなっており、東京における渋沢家と穂積家との親戚づきあいが非

常に親密であったといえる。 

明治 22 年 1 月には母恭子と亡くなった兄次雄の子どもたち１７８を引き取った。しかし、

恭子は芳郎の真面目な性格を窮屈に思い、明治 32 年に一家が小石川区原町(現文京区)に転

居する際にもとの西片町の家に良之進を連れて出た１７９。 

明治 22年 5月に長男の希一が生まれ、翌年 5月には長女敏子が生まれ、新しい家ながら

芳郎家は大所帯であったといえる。さらに明治 24 年 7 月次女和子、25 年 9 月次男俊作が

生まれる。明治 29年(1896)2 月三女八重子、明治 30年 7月四女千重子、明治 34年 9月五
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女總子が生まれ、芳郎は二男五女の父となった。芳郎は次々に子どもたちが生まれた時期

において、日清戦争と日露戦争の財政計画などに携わっており、公私ともに充実した日々

だったといえる。 

明治 43(1910)年 3月長女敏子が堀切善次郎１８０と結婚、明治 44年 4月次女和子が物理学

者高嶺俊夫１８１と結婚と娘たちが次々に家を出る。また、大正 5年(1916)3月には東京帝国

大学法科を卒業後日本銀行に勤めていた希一が三島弥太郎子爵の長女壽子と結婚する。同

年 4 月三女八重子が中村雄次郎男爵の嗣子貫之と結婚する。大正 7 年ごろ八重子夫婦は貫

之が勤める横浜正金銀行の支店のあった上海に住んでおり、芳郎は中国視察の際に立ち寄

っている。大正 6 年には芳郎の初の内孫である正子、翌 7 年に朗子が生まれ、同年長男希

一は名古屋へ転勤となり希一一家は名古屋へ移り住む。大正 9 年には名古屋にて希一の継

嗣である芳直が誕生する。 

大正 9(1920)年 12月四女千重子が秋庭義清の弟で実業家の義衛１８２と結婚し長崎に住む。

同年、希一は妻子を東京に残してロンドンへ転勤する。大正 10 年 6 月 22 日敏子が病気で

亡くなる。大正 11年 1月には京都帝国大学文科を卒業した次男俊作が結婚する。相手は渋

沢栄一の秘書だった故八十島徳親１８３の娘の文子で、夫婦は俊作が市立名古屋図書館館長と

して働くために名古屋に住んだ。 

大正 12(1923)年 9 月 1 日の関東大震災により和子が亡くなる。病気で寝込んでいたとこ

ろに大地震が起こり心臓まひを起こしたものであった。 

大正12年12月14日五女總子が伊藤長次郎１８４の嗣子熊三と結婚し、兵庫に移り住んだ。 

結婚後の子どもたちは自身のまた配偶者の仕事の都合から、東京で暮らす者がなかった。

また次女の和子の子どもたちは東京にいたが、「母の歿後数年餘、私共は「原町」のすぐ近

くに住みながら御無沙汰の日々を送つた１８５」というように和子の死後は疎遠になってしま

っていた。 

大正 13年には母恭子が亡くなっている。 

また同年には希一が日銀を退職し、関東庁に入り財務課長として旅順に赴任することと

なり、希一一家は中国へ渡った。希一は昭和 4年(1930)拓務省勤務となりいったん日本に戻

るも、昭和 7年に満州国財務部に入りふたたび大陸へ渡る。 

昭和 6 年 4 月には芳郎は脳溢血で倒れている。同年、義父である渋沢栄一が亡くなり、

昭和 14(1940)年 10月 26日琴子が亡くなった。 

 

 

第 3節 阪谷芳郎の家族 

 

阪谷日記には阪谷芳郎の家族に対する言動や心情などを記していないために、その心の

うちの細かいことまでは読み取れない。たとえば、大正 5(1916)年 3 月 13 日の長男希一の

結婚に際しても「希一三島寿子ト結婚ス」、大正 6 年 1 月 27 日初の内孫である正子が生ま
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れた際にも「寿子東京病院産科室ニテ女子ヲ産ス」とのみ記されている。 

大正 10(1921)年 6月 22日に長女敏子が病気で亡くなった際も「午前零時半堀切ヨリ電話

アリ琴子總子寛子１８６ト共ニ堀切敏子ヲ見舞フ午前六時終二死去ス」とたんたんと日々の日

記をつけている。しかし敏子の容体が悪化した大正 10年 5月 31日から亡くなった 22 日の

間に「堀切敏子ノ病ヲ訪フ」などの短いが娘の病状を案じていることのわかる文が 18 回も

見られ、日記には娘への心情について全く記載されてはいないが、22 日間にほとんど毎日

見舞いをしていることから、敏子への愛情をうかがい知ることができる。 

また関東大震災で次女和子が亡くなった際には、琴子と總子が高嶺家の別邸で病気療養

中だった和子見舞いに出かけており、そのときの惨事の状況が仔細に記されていた。しか

し、阪谷自身の悲しみの感情は文章上に表わすことはなかった。 

最後に結婚した五女の總子の結婚の際だけ、感想のような一文がある。特に末っ子であ

った總子は可愛かったようで、名前も芳郎自身が当時の役職である大蔵省総務長官にちな

んでつけている１８７。その總子の結婚式が京都ホテルでとりおこなわれた際、芳郎は京都に

泊った。その大正 12(1923)年 12月 12日の日記には「俊作、千重子、總子、ト共ニ余夫婦

同室ニ眠ル珍シキ事ナリ」と書いてある。子どもたちがみな結婚し自分の手から離れるこ

ととなり、芳郎にとっても感慨深い何かがあったのだろうと想像できる。阪谷芳郎は日記

魔といえるほどに日記をつけ続けた人物だが、彼は家族にとって大きな喜びや悲しみがあ

ったはずの出来事であっても、そこで家族への思いを明確な文章で日記に書き残すことは

なかった。 

しかしながら、日記において几帳面につけられた来客や外出の記録からは、家族と過ご

す時間を大切にしていたことが読み取れる。 
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表 4-1  大正 7年～大正 9年の阪谷芳郎の家族との行動 

大正 7年(1918) 家族 妻 子ども 

私的行事 34 0 6 

公的行事 1 4 0 

その他 4 3 5 

    
大正 8年(1919) 家族 妻 子ども 

私的行事 35 0 1 

公的行事 10 6 0 

その他 6 3 0 

    
大正 9年(1920) 家族 妻 子ども 

私的行事 32 1 1 

公的行事 6 6 0 

その他 7 5 2 

※私的行事は家族(妻・子ども)とのプライベートな集まり、 

公的行事は冠婚葬祭や歓送迎会、 

その他は区別が判断しにくいもの(親類を交えての行楽、旅の見送

り、見舞いなど)とする。 

家族とは妻と子ども(一人から)をともなった行動のことにした。 

 

 

上の表 4-1は大正 7(1918)年から大正 9年の間に芳郎が家族と共にした行動を表にまとめ

たものである。 

最も多い私的行事は主に家族での行楽となっている。一家は年末年始と夏休みには一週

間から 2 週間ほど家族で大磯の別邸で休暇を過ごしており、すでに結婚して家を出た娘た

ちも孫を連れて大磯に来ている。また家族を伴っての観劇も毎月の恒例の行事であるよう

で主に帝国劇場に足を運んでいた。末娘の總子も 17歳となり大人たちと行動できる年齢に

なっていたので、同居している子どもは全員がほぼ欠けることなく参加している。しかし、

夫婦だけでの外出はほとんどない。 

 一方、公的行事は妻の琴子と出かける場合が多い。これは媒酌人として結婚式に出席し

たり、葬式に参列したりすることが主立ったものである。また大正 7 年と 8 年および 9 年

を比較すると、家族での公的行事への参加が大きく増加している。これは大正 8 年には長

男である希一の配偶者である寿子の父である三島弥太郎１８８が死亡したことや、芳郎の母で

ある恭の米寿の祝いがあったためである。そして大正 9年には義父である渋沢栄一の 80 歳

の祝いや子爵への昇爵の祝い、また四女である千重子の結婚があったためである。このよ
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うに近親関係での冠婚葬祭が多かったことが理由である。 

 一方で阪谷はこのころ毎日職場にいかなくてはならないような仕事はなくとも、さまざ

まな財団法人や政府の委員会また渋沢系の企業経営に参加していた。このように阪谷は忙

しい中でも、家族揃っての外出を非常に大切にしており、とくに毎月のように出かけてい

た観劇には以下のような目的があった。 

 

又幾ら温順なのがよい、社會に悪風があると云つた處で全くの世間見ずでは困る。例

を挙げると彼の芝居の如きも悪弊があるからと云つて、頭から見物をさせないと云ふ

のも考へ物である。余は矢張り常識の涵養と云ふ點から芝居にも連れて行く、只其機

会に觸れて、彼はあヽであるからいけない。之はかうであるからいけないと一々芝居

そのものなり、又は見物の人々になりに就いて注意を与える。一利一害は物の免れな

いものであるから、害の處はこれを善用し、訓戒の材料として貰ひ度いと思ふ。１８９ 

 

 このように、学校だけでは養えない常識を学ばせるために、阪谷は家庭教育の一環とし

て子どもたちを観劇に連れて出かけていたことがわかる。 

また、琴子は芸術を愛好していた人物であった１９０。中でも特に歌舞伎などの芝居の旧劇

が好きだったという。阪谷家の恒例の観劇は琴子の趣味であることから、芳郎の妻への家

族サービスという意味合いも大きかったと考えられる。 

 

 

第 4節『家庭の経済』からの家庭教育観 

 

阪谷は東京市長を辞職した大正 4(1915)年に『家庭の経済』を発行した。この本の発行の

経緯は資料を欠いていてよくわからない。しかし、この本の編者菊池暁汀は一家の主人と

主婦として熟読して、一家を長期に存続させていく知恵をつけてほしいと述べている１９１。

後述するように、阪谷は一つ一つの家族の長期にわたる繁栄が、国家の長期にわたる繁栄

の礎だと考えていた。 

この『家庭の経済』の奥付の題名には「実用」とはないが、表紙には大きく「実用」と

書かれている。しかし、内容からして家庭の経営を効率的に行うような実践的な知識を与

える目的で書かれたものではないようである。 

まず経済学はどのようなものかというガイダンスの部分があり、本題としては外遊した

際に感じた日本社会と欧米社会の違いを述べている部分と、家庭での女性の役割と子ども

の教育のあり方を述べている部分の二つである。いわゆる家庭についての教訓的な啓蒙書

というものである。 

強く述べられていることのひとつとしては、西洋と日本の文化を比較しつつ、日本の国

家の基盤は家族であり、家を富ませることは国を富ませることであるということである。 
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阪谷は、西洋人と比較して日本人は仕事に対しての尊敬の心が低く、そのためどんな分野

の仕事に就いている人も、自分の仕事が効率的にできるか考えて働くことができないと述

べている。つまり阪谷は西洋をみならい、効率的に仕事をして家を富ませ、さらに国家を

富ませよと述べているのである。 

また「日本臣民として此の萬世一系の天子を何處迄も奉戴することは、二千五百年の日

本の萬世不易の善美なる制度であつて、此の精神を何處までも家庭に於いて植ゑ付けなけ

ればならぬのである。また家族を維持することを教へ１９２」るように努めなければならぬと

述べている。家族の維持とは夫婦の維持だけでなく、子どもを作り育てて、家族の再生産

をしなければならぬということである。 

この部分から、阪谷が天皇を頂点とした家族国家の思想を持っていたことがわかる。 

もうひとつは家庭での女性の役割と子どもの教育のあり方である。 

阪谷によれば「生まれて相當の年齢に達すれば、他に嫁し子女を育て、一生を終る、こ

れを婦人の標準１９３」としている。そして、一家に良妻賢母がいれば、一家は安泰と述べて

いる。家庭の主体的な運営は女性にあるとして、良妻賢母を育てていかねば家が成り立っ

ていかなくなるということである。 

また阪谷によれば「婦人が主として行ひを慎しみ、身を以て家庭を率ひて行くと云ふ考

へを持たなければ、家庭は治まるものではない１９４」という。また女性が高尚になって、家

を先導すれば、おのずと男性も高尚になっていくともいう。阪谷は家庭生活が楽しくない

から家に妾を呼ぶ男などが現れるのであって、女性が家庭生活を楽しいものにすれば、そ

のような乱れた男性はいなくなると考えていた。なぜか男性への非難の矛先を、女性にす

り替えている。 

しかし、一方で旧来的な女性の教育はやめて、女性も社会進出をすべきだと考えている。

ここでの社会進出とは職業を持つことではなく、西洋の女性のように男性を助けて社交社

会に進出せよというものである。社交社会というものは慈善事業を手掛ける女性のネット

ワークを作り上げよということである。 

琴子は慈恵医院婦人会に入り慈善活動を行って、皇后から上野慈恵病院常置幹事を任命

されている。これには琴子の意思というよりも一族の意向という雰囲気もある。琴子だけ

でなく穂積歌子と栄一後妻の兼子も慈恵医院婦人会に入会しており、彼女たちの名義での

寄付だけでなく、栄一も多額の寄付をしていた。これは渋沢栄一の母親えいの慈悲深かっ

た性格が一族に大きく影響しているらしい１９５。このように阪谷家では琴子が女性の社交社

会を実践していた。阪谷のこの女性への役割の期待は、西洋の貴族にならって、皇室や華

族の女性の役割として期待された慈善事業の参加が根底にはあるように思う。これを華族

だけでなく中産階級にまで広げていくことが必要だと阪谷は感じていたのだろうと思う。 

また阪谷は家庭での教育は主婦が担うものとしている。同時に子どもは学校よりも家で過

ごす時間のほうが長いので家庭教育は非常に重要だと考えていた。家庭教育で西洋に見習

うべき点として、大人と子供の区別をするべきだとしている。この区別とは衣類や食事の
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ことである。 

これは阪谷だけの考えではなく、妻琴子の姉の婚家である穂積家で実践されていたよう

である。穂積重行によれば１９６、子どもは普段は子ども部屋で食事をしており、親子なかは

緊密であるが、大人と子どもの区別があり、これは陳重が洋行でみたアッパー・ミドルの

生態を採用したとしている１９７。子どもの教育について阪谷家が穂積家を参考にしていたこ

とは大いにあるだろう。しかし、日本の大名華族の家では旧来から食事は子どもだけで取

ることは西洋の方法を採用しなくても行われていたことである。この大人と子どもの区別

のある家庭教育で子どもの自立心を育て、将来の職業意識に役立てさせようと考えていた。 

また男子の教育のあり方は放任主義であるべきで、悪いところがあれば矯正していけば

よい。しかし、女子の教育は両親が作った型にはめ込むように常に躾けていかなければな

らないと述べている。これは、阪谷が男性が社会に出て世間にもまれることで精神が発達

するが、女性は社会に出ないために心が狭くなってしまう、と考えていたことにも関係が

あると思われる１９８。 

阪谷があげた女子教育のポイントが５つある。①卑しい言葉は使わせない。②卑しいも

のは見せない(小説、落語、ゴシップ記事など)。③夜は一人で外出させない。男性と二人き

りにさせない。④俳優などのファンにさせない。⑤芸妓や妾娼を無視して付き合わないよ

うにする。というものである。 

①から④の場合は個人の家庭での教育であるが、⑤で芳郎は法的に芸妓や妾娼を法的に

処罰し根絶するということまで言っている。⑤は廃娼運動であり、家庭教育にはとどまら

ない社会運動１９９である。これが同一の問題として語られているのには理由がある。阪谷は

維新以降の教育が西洋風と日本風とまたその折衷で、親たちの教育方針の大筋が一致して

いないことを憂いでいた。そのために、女性の教育がうまくいかず、昨今は女性の礼儀作

法などが乱れていると考えていたからである。 

阪谷は女子教育での一番大切なことは、将来どのような職業の夫にでも、どのような舅

姑と小姑にでも仕えられるように育てなければならないとしていた。すべての女性が主婦

としての同様の教養を持つべきであり、社会は同一の意識をもっている必要があると考え

た。阪谷なりに社会が持つべき意識を５つ提示したのだろう。 

阪谷の問題点として、女性教育のポイントとして廃娼運動をとりあげておきながら、そ

の部分の知識が非常に浅いことである。売春婦について道徳問題として切り込み、立ち直

った人でさえ排斥して交際するべきではないと説いているが、売春の背景には貧困という

経済問題があることからは目を背けている。 

阪谷は真面目な人物であって女性問題をおこすような人物ではなかったので、売春婦の

悲哀には実際に触れることはなかったのではないかとも考えられる。有馬頼寧と比較する

と、有馬は昭和 2 年に娘たちと旅行した際には「いやしい職業だといふても、それは其人

の罪ではない２００」と芸妓を見せており、その理由は偏見や差別の目を取り除くためだとい

う。そこには妻が愛人や妾の面倒を見る事が華族社会および武家社会の習慣があったため
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で、結婚すれば娘たちにもそのような妻の役割が期待されるようになる可能性があるため

に、芸者を見せるというのも有馬なりの教育だったと考えられる２０１。 

しかし、渋沢家には大内くにという栄一の妾がいたことがあり、くには栄一との関係の

解消後も渋沢家や穂積家に出入りしていた。また栄一の後妻である兼子も家の没落のため

に芸妓をし渋沢と出会ったという過去がある。元芸妓や元妾娼と付き合わずに渋沢一族と

して生活をできるわけがなかった。実際に阪谷がくにと兼子の二人を嫌っていたか、資料

を欠いておりわからないが、阪谷家と渋沢家の実態からは矛盾している。 

また家を富ませるには家の支出を見直す必要があると阪谷は言う２０２。しかし、阪谷は無

職となったとときでさえ外出時や帰宅時に玄関に使用人を並ばせてお辞儀をさせるという

まるで江戸時代の大名のような習慣をやめなかった。無職でこの生活を維持していくに経

済的に苦しいだろうと、義父渋沢栄一に心配されて就職の斡旋をされたほどである２０３。こ

のように『家庭の経済』には阪谷の実際の生活とは多少矛盾をすることも記述されている。 

これらからわかることは、阪谷にとって家庭は、女性の場所であると同時に、その場所は

男性にとって快適であるように整えるべき場であるということである。いわゆる良妻賢母

主義である。阪谷は国家の第一線で働いてきた多忙な人物であり、家庭を顧みて特別に何

かすることは難しく、家庭のことは琴子に任せてきたようである。 

 

 

第 5節 『しのぶのつゆ』から見る琴子 

 

 阪谷家を仕切ってきた琴子に注目したいと思う。阪谷の日記の中からは妻である琴子の

性格についてよくわかるような記述はない。琴子の追悼集である『しのぶのつゆ』２０４は琴

子の死後阪谷を元気づけようとして、子どもたちの発案で編纂され、執筆は家族とごく親

しいものばかりである。この『しのぶのつゆ』には琴子の母親としてまた祖母としての様

子が記されている。 

 琴子は明治 3(1870)年東京の湯島で誕生する。父親は渋沢栄一、母親はちよ２０５、夫妻に

とっては二人目の子どもであった。すでに7歳上の姉歌子がいた。明治5年には弟の篤二２０６

が生まれた。このころ栄一には大内くにという妾がおり、妻妾同居の状態であった。後に

深川に転居する。そのとき姉の歌子は学校に通っていたが、引っ越しと同時に適切な学校

がないことを理由に通学をやめており、琴子にいたっては学校に上がらずに、家庭教師に

よって学んだという２０７。 

明治 15(1882)年に歌子は穂積陳重との結婚後、深川区福住町の渋沢邸の別棟にて生活を

始めた。同年、ちよが亡くなり、このときから歌子が妹と弟の母親代わりとして世話を焼

いたという２０８。しかし、翌年には栄一が伊藤兼子と再婚した。明治 21年(1888)琴子は 17

歳で阪谷家に嫁した。同年、渋沢家の本宅は兜町に新居が完成して移転している。 

 『しのぶのつゆ』にて琴子の資質として語られるのは、非常に頭がよく理知的で記憶力
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があったということである。そして多岐にわたる話題について富んだ会話ができた女性で

あった。また阪谷の仕事の関係で外国要人と会うことがあるために、英語の勉強も行って

いたようだ。 

残念ながら、子どもたちは幼いころの母親の思い出を追悼文では述べていない。 

 しかし、四女である千重子の思い出として「私達姉妹に、あまり上京をお許しになりま

せんでした２０９」というものがある。亡くなった二人の娘は東京にいたが、そのほかの子ど

もたちといえば結婚後は遠方に住んだ。希一と八重子は海外に、俊作は名古屋、千重子は

長崎、總子は兵庫である。当然、琴子にも寂しく会いたいという気持ちはあっただろうが、

一家の主婦が長く家を離れることはよくないことであり、旅の最中に子どもが病気になっ

ては大変だという配慮があったからこその態度だったという。 

琴子の家庭教育はまず自分の子どもではなく、親戚の子どもなどの養育からはじまった。

琴子は結婚後、姑の恭とともに本家の良之進と険次の養育にあたることになった。またこ

のとき既に、阪谷側の親類である山成喬六２１０が書生としており、また数年後渋沢側の親類

である渋沢元治２１１を書生に預かることとなる。彼らを預かっていた時期というのは、阪谷

は大蔵官僚として多忙であり、家のこと一切は琴子に任せきりだったという。 

 三名は身体が弱かったようで、阪谷良之進は自らを蒲柳の質といい、山成喬六は 10 代で

脳溢血になって、渋沢元治は胃腸が弱く大腸カタルや腸チフスにもなった。琴子の思い出

として『しのぶのつゆ』、彼らは療養生活の中での琴子の愛情に触れている。琴子は自ら看

病をしたり、また使用人に細かに命じたりして、彼らの生活に配慮したようである。それ

は阪谷家に寄宿していた間だけではなく、彼らが阪谷家を出たあともさまざまな心配をし

て世話をしていたという。 

 琴子の自らの子どもに対する教育について、長男希一のことのみ希一息子の芳直がわず

かであるが書き留めている。希一は第一高等学校への入学を希望しており、受験の際は家

族や親戚もその合格を疑わなかった。しかし結果は、第二志望の仙台の第二高等学校の合

格であった。希一は落胆して帰宅したが、琴子は「二高でなぜいけない？ 立派な学校で

はないか。一高だけが学校ではあるまい」と毅然と叱ったという２１２。希一の母方のいとこ

には、一高組が多かったようだが、希一と同年の穂積陳重の末息子真六郎は父親の厳格な

命令で、第二高等学校に入学している。なお希一は東京高等師範学校附属中学校の出身で

ある。なお『東京高等師範学校附属中学校一覧 自大正 9年 4月 至大正 10年 3月』２１３で

確認したところ、琴子の姉歌子の婚家である穂積家の息子全員が東京高等師範学校附属中

学を卒業しており、渋沢家につながるいとこのほとんどが東京高等師範学校付属中学の卒

業生である。家庭教育にかかわる子どもの学校選択においては、阪谷家では渋沢家に通じ

る母方の親戚で情報交換が行われ、重要な指標となっていたことが推測できる。 

とくに琴子の姉である穂積歌子の影響力は大きいと考えられる。渋沢栄一の妻千代がコ

レラで急死したときに、長女の歌子はすでに結婚していたが、琴子や長男の篤二はまだ幼

く子どもであった。母の死以降は琴子と篤二が姉であり同じ敷地内で生活していた歌子の



60 

 

もとで成長していったことは簡単に推測できる。そして阪谷家にとって穂積家の家庭教育

がよき参考になっていたと考えることができる。 

芳郎も幼いころから漢学塾での母恭子の働きぶりを見てきたことから、当然琴子にも恭

子同様の働きを期待しただろう。また結婚当初は恭子が同居しており、琴子にとってはそ

の存在も助けになったであろう。 

これらのことから、琴子が寄宿した親類の子どもたちまでにも細やかな心配りをわすれ

ない性格であり、しっかりと家事をこなしていたことがうかがえる。 

阪谷の日記には家族との観劇の記述や夏の大磯旅行など、家庭サービスも多い。それは

ただ単に楽しむだけではなく、教育という視点からの社会見学という要素も大きかったこ

とが分かった。ただ目的の場所やものだけを見るのではなく、そこにいたるまでに遭遇す

るさまざまな事柄も体験させることが目的であったといえる。 

もちろんこれは家庭サービスでもあり、頻繁に家族で外出するという阪谷家の仲の良さ

も伝わってくる。 

『家庭の経済』では阪谷の家族の理想像やそこに達するまでに必要な教育の仕方などが

ふんだんに描かれていた。それは阪谷が家庭教育を大切だと感じていたということである。

子どもの教育の目的は国を富ませることであり、社会に役に立つ人物を育てることであっ

た。女性は結婚し子供を産み育てて家族の再生産を行うこと、男性は仕事に励み家を富ま

せ国を富ませることである。阪谷はとくに学校よりも子どもが過ごす時間の多い家庭での

教育を重要視していた。 

阪谷家において、ひとつ家庭教育において効率的であった部分がある。それは芳郎も琴

子も生まれた家は伝統的な武家とは違うことだ。阪谷家は漢学塾であったし、渋沢家は豪

農であり、家格は高くない。またそれぞれの親類は東京には少ない。そのため阪谷家は家

庭についての裁量権のほとんどを夫婦二人が握っていたと思っていいだろう。 

伝統的な生活パターンを持っていた大名華族では、つねに古い使用人たちの意見を尊重

しなければならない部分もある。実際に有馬頼寧の家では家庭内のことは女性使用人のト

ップである老女が取り仕切っていた。有馬家本邸から別邸に出た際には有馬の考えを入れ

ることもできたが、やはり使用人を頼りにしており有馬の意思だけでは家庭内のことを帰

ることは難しかった。妻の貞子は子どもの養育にもあまりかかわらず、息子頼義に「おふ

くろは、一度だって自分の子供を育てたことはない人だ２１４」と評され、頼義をはじめとす

る子どもたちは老女であった岩浪稲子２１５に育てられた。 

阪谷家には古い使用人による窮屈さはなかっただろう。そのため家長による西洋風の教

育の採用という考えと、使用人よる旧来通りの教育の実践という矛盾する基本方針が存在

し、家庭内での教育に対する混乱が生じることはあまりなかったと考えられる。つまり、

夫婦がよいと考える教育方法がそのまま子どもに実行できたのである。 

阪谷は女性の教育は良妻賢母となるべく親がきちんと型にはめなければならないと説い

た。阪谷の理想通りに娘たちはみな結婚し子どもを産み育てた。娘たちの子どもである堀
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切治雄は日本鋼管社長であったし、高嶺秀一は通産省に入庁し東洋パルプの役員を務めた。

阪谷の娘たちは父の理想通りに社会で役に立つ人物を育てたといえる。 

実際には多忙な阪谷にかわり家を取り仕切っていたのは琴子であった。阪谷は女性は家

庭、男性は仕事という性別役割分業を考えていたので、家庭教育についても琴子への期待

は大きかったはずである。琴子はその期待にこたえていたはずである。これは琴子が『家

庭の経済』で述べられた女性の役割としての、妻として母として家庭を整えて、慈善活動

にも参加しているころからもわかる。まさに阪谷が述べたよい女性の手本となるような人

物だったのだろう。家庭教育でいうところの阪谷の家庭教育の成功については、なにより

も琴子の手腕が大きかったはずである。 

 

 

第 6節 阪谷希一の家庭教育 

  

 阪谷希一は芳郎の長男である。希一は高等師範学校付属の小学校、中学校を経て、仙台

の第二高等学校から東京帝国大学法科大学に入った。その後、希一は大蔵省に入るように

文官試験には合格していたが、芳郎の反対を受けたために、日本銀行に入った。芳郎の書

斎にあった中国関連の書物を読んでいるうちに、中国大陸に渡って仕事がしたいと考える

ようになっていた希一は、大蔵省を足がかかりに中国へ行こうと考えていた。そのことを

芳郎は「一生を大蔵省で貫くつもりならいいが、腰掛にするつもりで私の大切な大蔵省へ

入ろうなどとは不心得だ。志願まかりならぬ２１６」と叱ったためだという。 

 希一の性格は真面目であり、正義感が強かったようだ。希一の長男芳直は「父は社会の

不正や不義に対して火の如き憤りを持っていた２１７」という。 

 希一は日銀に入行し、そのとき日銀総裁三島弥太郎の娘の寿子と結婚をした。寿子によ

れば三島弥太郎のすすめで見合いと結婚が成立したという。希一が将来を嘱望されたエリ

ート行員だったと推測するのは容易である。希一は日銀の名古屋支店に転勤となりそこで

芳直は生まれている。その後、ロンドンに単身赴任をし、中国に渡るために関東庁に入り、

希一は家族を伴い旅順で生活をした。 

 希一は大変厳しい父親だったようだ。旅順の零下 20度のあまりの寒さに 5歳の芳直が泣

き出したことを聞いたときに希一は激怒した。どのような理由で激怒したかははっきりと

はわかないが、おそらく軟弱であるとしてなのではないかと推測する。そして、希一は芳

直に夜八時過ぎで雪も降っていたのに、家の近くにあり狼が出るといわれた大正公園まで

行って帰ってくるように命じた。実際には希一は芳直をひとりで行かせるわけではなく、

距離を置きこっそり後をついていっていたという。希一が子どもにたいして厳しい教育を

していたことが分かる。このことについて、芳直は中学生のころはあまりにも厳しい父親

と中国と日本と離れて暮らせたことはよかったと感じていたが、高校生になると一人前の

男として接してくれるようになり、その後は女々しい性格を鍛えてくれたと父の愛情に感
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謝している２１８。 

希一は芳直の教育のためか、満州に単身赴任していたころがあった。東京府立第六中学

校の学生であり高等学校の受験を控えていた長男芳直に対してしばしば手紙によって教訓

を説いている。 

 手紙にしばしば書かれていることが、ローマ時代の詩人ユウェナリスの残した「健全な

精神は健全な肉体に宿る」という言葉である。希一の手紙には体育をしっかりと行い、寒

稽古なども日々怠らないようにと手紙に書かれている。また読書についても毎回のように

書かれている。学校の勉強の余暇をみつけては読書をするようにといっている。手紙には

偉人の伝記などが推薦されている。また、ただ楽しく読書をするのではなく、偉人がとっ

た行動などから、現代に自分がどう行動すべきかを考える素地を養うようにに進言してい

る。そして、勉学に関する記述では、芳直が苦手としていた数学はとくに励むように書か

れている。そして進路については、高校は東京の第一高等学校、そして大学については東

京大学を一番の目標にようにと書かれている。 

 

  二高を目的とせず一高を目的とせよ、難を避け易くに就くは弱者の行為なり２１９ 

 

  一高の入学試験準備にとりかからるる由大いにやるべし夏休みにウント勉強せられよ

(引用者略)芳直が一高、東大の生活をなす間父の書庫を遺憾なく利用せしめ度小生の希

望なり２２０ 

 

 希一は仙台の第二高等学校を卒業したのだが、芳直は必ず一高から東大に入るものだと

考えているところが感じられる。長男の芳直の将来について、希一が将来について大きな

理想を持ち、相当な期待をかけていたことがわかる。 

 芳直が子ども時代の 4歳から 9歳(大正 13 年～昭和 4年)の間に、大連で海水浴をしたと

きに、弁当の食べ残しを漁りに来た中国人の子どもを、日本人の子どもたちと遊び半分の

気持ちで石を投げて追い払ったことがあった。そのことを希一は弱者をいじめることは卑

劣だと猛烈に怒ったという２２１。それから、数年後の昭和 8年 3月 18日付のに手紙にも手

紙にもそのことが書かれている。 

 

 旅順生活当時海辺にて支那人の乞食に人の後より投石したる如き人間はよほど決心し

て修養工夫せざれば其将来や知るべきのみ 

 中学生々活に入らば益々父の訓戒を体験するの機会多からん２２２ 

 

 芳直自身も、希一が「その後もずいぶん長い間、折にふれてはこれを持ちだして私を戒

めた２２３」という。希一にとっては幼い子どもとはいえ、弱いものをいじめる行為は絶対に

許すことのできないことだったとわかる。また希一が長らくこのエピソードを訓諭に使っ
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ていることから、子どもには卑劣なことはしない実直さ、また弱い者を思いやる優しさを

を持つ人物になってほしいと願っていたことも推測できる。 

 昭和 10年 4月 3日付の手紙には芳直の中学の成績が非常に優秀だったために喜んでいる

ことが書かれている。しかし、希一は素直にほめるだけではなく、「兜の緒を締めよ」とい

う格言から「驕らざるの態度こそ望ましけれ」と、いい成績をとっても気を抜かないよう

に訓告を伝えている。また、日々の生活が円滑に行えることは、「母上の御蔭なる事を肝に

銘じて努力せよ」という。希一はひとり満州国で働いており、家庭のことは妻の寿子にす

べて任せるしかなかった。そのことについて、希一は寿子に対して非常に感謝をしていた

のだろう。学校の成績が良いことも、寿子がつねに芳直にたいして配慮をしているからで

あると念を押して、母親への感謝を忘れないように説いている。 

 芳直は高校生になると父希一のことを強く尊敬するようになっていた。芳直は出世欲が

なく、日銀、関東庁、拓務省、満洲国政府、満洲中銀、満鉄、華北聯銀と自分の理想のた

めに職を変えていく希一について「父の清廉と剛直と侠気を何時しか自分の理想とするよ

うになっていた２２４」という。そのため芳郎が「希一は、方々『枝移り』をするから大臣に

なれないのだ。加賀(興宣)でも石渡(荘太郎)でも星野(直樹)でも、希一の友達は一つのとこ

ろにジッとしているから、皆どんどんと大臣になって行く２２５」といったことに芳直は「『俗

物的発言』２２６」ととらえ反感を覚えていた。芳直は情熱と理想のもとただ仕事に邁進して

いた希一の姿を、冷静に分析して出世をしないことを嘆くような祖父の発言を出世欲の塊

であるととらえたのだろう。ただそれは芳直が芳郎とさまざまな会話をすることができる

ほど親しく交流を持っていたからこその祖父への反感である。阪谷芳郎の孫の中で、芳直

は芳郎や琴子に特に可愛がられていたようだ。それは地理的な要因も大いに関係している。

晩年にもっとも近しい直系は芳直であった。昭和 4年の希一のいったんの帰国から、昭和 7

年にふたたび中国へ渡るときには、芳直一人が学校に通うために東京に残り寄宿生活を送

った。彼は休日ごとに原町に祖父母を訪ね、祖父母と会話し、ご馳走を食べ、ときには小

遣いをもらって帰っていた。芳直にとって博学で議論好きな祖母琴子との会話は楽しかっ

たようである。 

 日本銀行において将来を嘱望されていた希一が退職するときに、考え直すように求めた

同僚などに希一は、「アメリカを見給え、自由に職を変えていくじゃないか。八十回以上も

職をかえて遂にこここそが自分の天職だというところを見出した人間もいるんだ２２７」とい

ったという。また希一がロンドン在勤時代に同僚だった人物は、希一はイギリス貴族が率

先して海外に出て仕事をすることに感銘を受けていたと、芳直に語っている２２８。しかし、

芳直は父から「『見えざる手』に導かれて次々と職場を変えつつここまで来てしまったが、

おまえは一つの職場を貫け、そのほうが本当の仕事ができる２２９」と言われたこともあった

という。 

 芳直は東京大学を卒業後、父親希一と同じように、中国の経済に関わる仕事をしたいと

考えていた。芳直はその夢を祖父には語らなかったと言うが、祖父には大蔵省入りを勧め
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られた。大蔵省入省の際の面接において、志望の理由を聞かれたときに、第一に中国経済

に関する仕事がしたいことを述べ、そして第二に「私の家の雰囲気とでも申したらよいか

もしれません２３０」と答え、それ以降は面接官からは難しい質問はされなかった。そして、

その場で採用を告げられて、七光りでの採用なのではないかと純粋に喜べなかったという

２３１。 

 芳直自身も父親希一と同じように、大蔵省、海軍省、日本銀行、日本輸出銀行、アジア

開発銀行、渋沢家の田園都市会社から成立した東急グループの東急ホテルズ・インターナ

ショナルと仕事を変えている。 

 芳郎は明治 17 年(1884)から明治 41 年(1908)の間、役人からはじまり大蔵大臣を辞任す

るまで一貫して大蔵省で仕事をした。大臣辞任後は、欧米視察旅行をおこなった。その後

明治 45年から大正 4年まで東京市長を務め、大正 5年にはパリでの連合国経済会議に代表

者として派遣された。大蔵省を退官してからの芳郎は、政治家となり、大正 6 年からは貴

族院議員として活動していくこととなった。また義父の渋沢栄一のかかわりから会社の社

長や役員を務めたり、各種団体の役員となったりしていた。 

 芳郎は比較的長い間大蔵省に在籍したが、その後は才能や人間関係にもとづいて様々な

組織に入ることとなっていく。職業的には金融関係を基礎として、所属を転々とすること

は、阪谷家では実際には伝統と化していたのではないかと推測できる。 

希一は長男である芳直の教育は、日本と中国大陸という物理的な距離があったが、手紙

などを用いて心情的な距離を克服していた。希一は幼い子供にとっては非常に厳しい父親

でありながら、高校生という大人に近づいた年齢からは大人同士として子どもと付き合っ

ていく父親という変化をみせた。 

希一の書簡にあった希一の希望通り、芳直は東京府立第六中学校から、第一高等学校、

そして東京大学へと進学した。それは希一にとって一高受験失敗の再挑戦を息子に託すと

いう意味も大きかったに違いない。芳直の一高の合格については、希一を厳しく叱咤激励

して仙台の第二高等学校に送り出した祖母琴子が「お前が一高に入ってくれてやっと思い

が晴れた」と涙を流して喜んだという２３２。一方で、希一の書簡からは、芳直の将来の職業

についての具体的な希望は書かれていなかった。希一の教育方針は学歴を重視するもので

あったことがわかる。しかし、希一宛ての書簡には貧しい中国人への投石のエピソードか

ら正義感を強く持たなければならないということ、伝記などの読書を勧め、そこから自身

の行動についてよく考えて決断を下す力を養えさえようとしたことなども読み取れる。人

格面での希望は具体的であるとは言えないが、芳直に対して教育を行っている。 

芳直は中国経済の発達を支援するという大きな仕事に熱心に取りくむ父親を尊敬してお

り、父親のように中国の経済にかかわる仕事をしたいと考えていた。また、そのことは阪

谷家の家業ともいえる財政・金融関係の仕事に就くことにつながっていった。 

 芳直は祖先のことを尊敬しており、曽祖父から父親までの事柄をまとめた『三代の系譜』

を執筆している。 
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 阪谷家の家庭教育は、芳郎と希一と 2 代続けて、その配偶者である妻が重要な役割を担

っていた。重要な仕事をして多忙な父親たちは家に不在がちであり、さらに希一となると

単身赴任をしていた頃もあった。 

芳郎の元で育ったは希一は日本銀行から植民地官僚として活躍した。また芳郎が亡くな

った兄の代わりに育てた甥の阪谷良之進も文部省の技官として建築物の保存修繕に尽くし

た人物である。 

そして、希一の嗣子である芳直は日本銀行および日本輸出入銀行で活躍した。 

阪谷家は子孫から社会の第一線で働く人物を輩出したのである。また面白いことに、芳

郎直系の長男は経済学を学び、阪谷家の家業ともいえる経済・金融政策に関わる仕事をし

ており、父親の職業を尊敬していたことがうかがえる。阪谷芳郎も希一も謹厳で実直な性

格であったとされるから、子どもたちや孫たちも父親や祖父を尊敬することができたのだ

ろう。 

阪谷家の家庭教育については、その目的は達成されており、成功だったと評価してもよ

いはずである。とくに、希一は芳直の学校選択においては非常に熱心であり、大きな影響

力を与えている。 

 なお本章を草するにあたって、貴重な資料をお貸しくださった阪谷綾子様にお礼を申し

上げる。 
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第 5章 華族女学校附属幼稚園における保育 

第 1節 大名華族の家庭 

 

日本の上流階級における伝統的な幼児教育は、近代化という国家的要請にどのように対

応・適応して行ったのであろうか。公教育である幼稚園での就学前教育と私教育である家

庭教育との関係を、戦前期の伝統的な上流階級である大名華族の家庭教育と女子学習院幼

稚園２３３における実践から検討しようとするものである。 

幼稚園成立期から現在に至るまで、幼児教育の重要な部分は家庭に任せられてきており、

幼稚園は家庭教育の補助としての役割を担ってきた。本研究では近代の上流階級である華

族の家庭教育について幼稚園の現場がどのようにとらえて、どのように家庭教育を補助し

ていたか解明をこころみる。 

幼児教育のプロフェッショナルである保母たちの幼稚園の教育実践を明らかにすること

によって、家庭教育を短所と長所をどのように感じていたか明らかにすることができるの

ではないかと考えた。本研究では社会階層をとして上流であった華族、とくに伝統的な上

流階級である大名華族を中心において、公的領域である宮内省の官立の女子学習院幼稚園

での就学前教育の実践と、私的領域である華族の家庭教育とのかかわりから、上流階級の

幼児教育についての実相を明らかにしたい。 

先行研究としては、幼稚園の成立過程を研究した『日本幼稚園成立史の研究』２３４がある

が、一般的な幼稚園の研究であり、女子学習院幼稚園についてのまとまった記述はない。

また女子学習院付属幼稚園の設立当時から保母を務めた野口ゆか２３５や森島峰についての

研究が一部あるが、これはどれも二人が学習院で勤めながら創設した貧しい子どもたちの

ための二葉幼稚園についての研究である２３６。女子学習院幼稚園で行われた幼稚園の教育の

実際の内容についての研究は行われていない。 

 繰り返しになるが、華族の家庭のなかでも、とくに明治時代以前から存続している大名

華族の生活は多くの使用人の働きで成り立っている。大名華族家の私的生活を支えるのは

まず多くの女中たちである。それをたばねる老女という女性が日常生活全般の采配を行い、

その老女によって生活スタイルが左右される。多くの使用人を使いながらも、大名華族家

の暮らしのなかでは質素倹約を大切にしていた。その質素さは、一汁三菜という普段の食

生活、また子どもに綿服を普段着として着せることが多かったことによくあらわれている。 

 子どもたちの生活は、使用人の存在によって成り立っている。両親は子どもを使用人に

預け、教育やしつけには自らの手を出すことはあまりなかった。母親といえども、自ら子

どもを教育することはあまりなく、親子での行動は観劇などの芸術鑑賞、旅行、散歩、そ

して動植物園見学などの余暇活動が多い。そして、教育方針は両親の意向だけでなく、先

祖代々続く伝統的な家風やまた巨大な家を運営する際の相談役である旧家臣団の意見など

も大きく影響した。 

 学習院の幼稚園での子どもたちの生活と比較するために、伝統的な大名華族の子どもの
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家庭生活を『華族―百年の側面史―』２３７を参考に見ていきたい。 

 子どもの養育には、幼少期には一人ひとりにお付の女中がつく場合が多い。マナーは厳

しくしつけられ、特に食事のマナーには厳しかったとされる。また女中あるいは使用人の

使い方という、上流階級の生活にとって重要な教育もされる。生活から少し離れた教育と

しては、「千文字」などの伝統的な漢学の素読２３８や音楽などの教養の習い事や子供用雑誌

の購入などがある。 

使用人にあずけられた子どもたちは、名前に敬称をつけられて呼ばれる、あるい○○印

に敬称を付けられてよばれる場合が多い。○○印とは生まれたときに決められた愛称のよ

うなものであり、鳩なら鳩印さま、小松なら小松印さまとなるのである２３９。 

 子どもたちの遊びとしては、遊び場は庭である。遊び相手は、兄弟姉妹や同年代の「お

相手」などといわれ、大名屋敷の中や周辺に住まいを持っていた家令・家扶などの上級使

用人の子女であった。伝統的な大名家では広い屋敷に住んでいる場合が多く、非常に大き

な庭を有していた。そこで鬼ごっこや木登り、またままごとや人形遊びなども行われ、季

節の折には羽根突きや凧揚げ百人一首のかるたなども行われた２４０。また家の廊下でローラ

ースケート、庭の築山でスキーなどをした者もいる。そして、常にお付きの女中などの大

人の視線に囲まれて、安全を保障されながら遊んだ。 

華族の家庭教育についての根本理念には二つの柱が存在する。ひとつは個人活動として

の教育理念、ひとつは国家奉仕としての教育理念である。 

 個人活動としての教育理念として、大名華族・公家華族は近代以前からの伝統的な支配

階級であり、その家には長い歴史と文化がある。この家の伝統を受け継ぐために独自の家

庭教育が必要であった。因みに各家の各種の習い事には、それぞれ決まった流派があった。

また多くの使用人を使い生活をする立場から、それぞれ使用人の立場を考えつつ、用を足

すという倫理観を習得するのである。 

また、華族には皇室を支える「皇室の藩屏」としての役割があったので、国家・社会に

有益な子弟を育てるという理念、つまり国家への奉仕としての教育理念があった。華族令

には華族の品位を貶めれば、特権階級から排除されるという規程があり、教養や徳性の教

育が必要であった。また華族家に生まれ男子は、将来は貴族院議員や、軍の将校・士官や

外交官などの国家を支えてリーダーとなる職業につくことが理想とされたために、これら

の職業につくための高等教育を受けることが必要とされた。 

 

 

第 2節 女子学習院幼稚園の成立  

 

学習院は華族会館という華族の団体によって、明治 9(1876)年に設立計画がなされ、その

翌年に設立された華族によるその子弟のための私立学校である。 
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表 5-1  女子学習院幼稚園簡易年表 

明治 10年(1877) 学習院設立(私立学校) 

明治 13年(1880) 学習院付属幼稚園設立の動きがあっ

たが、頓挫 

明治 17年(1884) 宮内省所管となる（官立学校） 

明治 18年(1885) 学習院から女子部門が独立し 

華族女学校が成立 

明治 27年(1894) 華族女学校幼稚園設立 

明治 40年(1906) 学習院と華族女学校の併合につき学

習院女学部幼稚園に名称変更 

明治 43年(1909) 四谷の学習院女学部焼失 

幼稚園は学習院に仮住まい 

大正 7年(1918) 学習院女学部が青山新校舎に移転し、

女子学習院と名称変更 

女子学習院幼稚園に名称変更 

昭和 22年(1947) 学習院・女子学習院廃止 

 

 

この設立計画の際につくられた「華族学校設立大意」第二条に「女学校中別ニ幼稚園ヲ

開キ、男女齢満三年ヨリ満六年マテノ者ヲシテ此ニ来タリ保育ヲ受ケシメ、本校ニ入学ス

ル女生徒ヲシテ其保育方法ヲ兼修セシム可シ２４１」とあり、当初から学習院に幼稚園を作ろ

うという計画があったこと、そして幼稚園を華族の女生徒が育児について学ぶ場として使

おうとしていたことが分かる。また、早い時期から華族において良妻賢母主義の教育が考

えられていたようである。同年に、全国の幼稚園のモデル園となる東京女子師範学校附属

幼稚園が開設されていた。そのことから、早い段階から華族が幼稚園について純粋に幼児

のための教育という視点からではなかったとはいえ、幼児教育に注目していたと推測でき

る。しかし、実際には幼稚園はすぐには作られなかった。 

師範学校附属の幼稚園には、明治政府高官の子どもも多く通っており２４２、また「幼児の

保育に良好な成果２４３」があるとして、明治 1(1879)2 年に学習院においても幼稚園設立が

計画された。明治 17(1884)年生まれの有馬頼寧は、学習院に幼稚園がなかったために、東

京女子師範学校付属の幼稚園に通っており、そこには後に大正天皇皇后となる九条節子も

通っていたという２４４。有馬がほかの華族の子弟を覚えていないため、おそらく少数である

と推測するが、幼稚園に子どもを通わせた華族がいたことがわかる。 

学習院の幼稚園は学齢未満の 3 歳から 6 歳までの子どもの知覚を開発し、心の発達を促

すところであるとし、その保育科目として「物品科 日常ノ器物ニツキソノ性質或ハ形状
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等ヲ示ス  美麗科 美麗トシテ愛好スルモノ、即チ彩色等ヲ示ス 知識科 観玩ニヨリ

テ知識ヲ開ク。即チ立方体ハ幾個ノ端線、平面、幾個ノ角ヨリ成リ、ソノ形ハ如何等ヲ示

ス」という規則が作られている。これは、東京女子師範学校の保育内容と同じものである。

「物品科、美麗科、知識科」とは、フレーベルの恩物を用いたさまざまな活動から、幼児

期に育つことが期待される生活認識や美的情操の涵養や数的認識の育成させる「ねらい」

のことであるという２４５。現在の幼稚園教育要領の教育の身近な生活に関する「環境」領域

と感性や表現力に関する「表現」領域についての教育にあたるものが、学習院の幼稚園で

の中心的な教育として考えられていたことがわかる。しかし、まだ一私立学校にすぎなか

った学習院にとっては幼稚園を建設するための土地もなく、その運営に必要な資金もなか

った２４６。そして当時はまだ幼児教育は家庭で行うものだという風潮が強く、幼稚園の設立

が一部の先進的な華族の賛同を得られただけでしかなかったことから、幼稚園設立の計画

は実施にはいたらなかった。 

明治 18年(1885)に学習院の女子部門が分離独立して、装いも新たに成立した華族女学校

が成立した。明治 26年(1893 年)に赴任した元女子高等師範学校校長の細川潤次郎が華族女

学校を拡充しようとして、幼稚園設立を計画し始めた。はじめの幼稚園設立の計画から 14

年後の明治 27年(1894)に華族女学校のなかに華族のための幼稚園が設立されることとなっ

た。 このころ学習院と華族女学校は宮内省が所管する官立学校となっており、宮内省が

華族女学校に隣接した土地を取得し、その土地の使用権を華族女学校に与えたので、そこ

に幼稚園を設立することが可能となった。 

 細川は幼稚園の園長にあたる主務の役職に華族女学校の教授椿蓁一郎をあて、保母には

高等師範学校女子師範学科卒業して母校の附属幼稚園で保母をしていた野口ゆかと、アメ

リカへ留学しフレーベル主義の保育と実践を学んだ森島峰を任じた。そして彼らは幼稚園

施設の整備を行った。この華族女学校幼稚園の規則は以下のとおりである。 

 

第一条 本園ハ華族ノ子女学齢未満ノ者ヲ保育スルトコロトス 但シ氏族平民ノ幼児

モ 入園ヲ許スコトアルヘシ 

第二条 本園保育ノ趣旨ハ幼児心身ノ発達ヲ幇助シ善良ナル言行ヲ養成スルニアリ 

第三条 入園幼児ノ年齢ハ凡ソ三年以上六年未満トス 

第四条 保育ハ修身、談話、庶物、計方、手技、唱歌、遊戯ノ方法ニ據ルモノトス 

第五条 入園ノ幼児ハ年齢ニ依リ大約三組ニ分カツモノトス 

第六条 保育時間ハ一週二十時間以内トス 但シ望ニヨリ一日二時間以内保育時間後ニ

於テ幼児ヲ監護スルコトアルヘシ 

(中略) 

第十六条 在園ノ幼児ハ毎月金七拾銭ヨリ少ナカラス弐円ヨリ多カラサル保育料ヲ納

ムヘキモノトス２４７ 
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この規則によれば、華族女学校幼稚園は 3 歳から 6 歳の華族の子どもの健全な心身の発

達を促すために設立されたものである。また月謝を必要とし、それは 7 銭から 2 円のあい

だであった。これは華族女学校の月謝の仕組みによったもので、各家において既定の範囲

内の月謝の額を設定して、支払いをすることができた２４８。 

さて、華族女学校幼稚園の保育方針は保育要旨の中で語られる。保育の方針や方法は、

当時のほかの幼稚園と大きな違いはなかったようだ。華族女学校幼稚園の保母である野口

ゆかは、全国の幼稚園のモデル園でもあった東京女子師範学校付属幼稚園の保母を務めて

いた。また東京女子師範学校付属幼稚園にて保母の研修を受けた保母が全国の幼稚園で採

用されており、保母たちは勤務先で母校での研修を活かした保育を行っていたという２４９。 

保育方針は自然物や玩具での遊びなどのなかで幼児の体、心、知識、忠孝の精神を育てる

ことや、行儀作法を教えるなかで自然に秩序と礼儀を大切にすることを教えることである。

また身体の発育はいちばん注意すべきことであるとしている。そして幼児の養育や教育の

基本は家庭にあり、幼稚園は家庭教育の補助的な役割を行うものだとしている。子ども一

人一人の発達に合わせた教育が重要で、発達が遅くても強制的に訓練してはいけないとし

ている２５０。 

ただし、身体の発育について、この幼稚園は一般の幼稚園よりも強い興味関心を寄せて

いた。華族上流の子女には病弱なものが多かったためである。そのため身体測定について

の詳細な報告書をつくって、一般の幼稚園児との比較を行っていた２５１。 

華族女学校幼稚園の保育時間配当についてだが、下の表 5-2「華族女学校幼稚園 保育時

間配当２５２」によってわかるように、保育時間は外遊と内遊に多くの時間を占められていた。

この内遊と外遊は遊戯のことであるとみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎朝の「会集」では、毎日「君が代」を合唱した後、「談話」２５３を聞き、さらに唱歌や

遊戯を行った。またそのあとの恩物の時間にはフレーベル教育に基づいた知的開発玩具で

ある恩物での遊びをしていた。木の板や輪などを並べたり、紙を折ったりする手遊びを通

じて知能開発をするのである。子どもたちが年齢によってわけられた 3 組のなか最年長の

一の組は積木・板排・箸環排・刺紙・縫取・折物・剪紙・織紙・組紙・豆細工・土細工・

連板・繋方２５４・談話・唱歌を行い。二の組は一組の内容から組紙が除かれている。また最

表 5-2   華族女学校幼稚園 保育時間配当 

  
9:00- 

9:30 

9:30- 

10:00 

10:00- 

10:30 

10:30- 

11:00 

11:00- 

11:30 

11:30- 

12:00 

12:00- 

12:30 

12:30- 

13:00 

月

｜

金 

会集 恩物 外遊 内遊 作業 外遊 食事 
外遊・ 

支度 

土 会集 恩物 外遊 支度         
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年少の三の組では組紙・刺紙・縫取・織紙・豆細工・土細工除き、「六の毬」を追加してい

る。そしてこの恩物や砂場遊びなどを通じて想像力の養成についても考えられていた２５５。 

その後は外遊や内遊を繰り返している。幼稚園では多くの時間が遊戯に割かれていた。

この遊戯は体を動かす集団的な踊りや体操あるいは遊びのことである。この幼児向けに開

発された体操などによって、子どものとくに身体の発達を促そうとしていた。また、この

保育時間配当からはずれて、幼稚園近くの公園などに散歩にも出かけたようである。 

学習院の幼稚園の時間割であるが、読み書きや計算をそれほど重視していないことが同

時代の一般の幼稚園と異なるところとして挙げられる。明治 23年(1890)の「高等師範学校

付属幼稚園規則」では、保育課程として最年長クラスには一週間に 30 分ずつ「読み書き」

と「数え方」の時間がとられていた２５６。また明治 25 年(1892)には女子高等師範学校付属

幼稚園では読み書きと数え方の時間は消えていたが、明治 32年(1899)の「幼稚園保育及設

備規定」が公布されるまでは多くの一般の幼稚園は小学校の予備校のようなものとなり、

読み書きや計算が重視されていた２５７。 

学習院の幼稚園には、「読み書き」や「数え方」の時間は初めからつくられなかった。す

でに、読み書きを廃止していた女子高等師範学校付属幼稚園の保母であった野口が、学習

院にも同様の手法を取り入れたのだと考えられる。また、有馬頼寧のように幼少期におい

て小学校に入学したころには「千文字」などの漢文の基礎を老女により手ほどきを受けて

いたことから、家庭において少しずつ「読み書き」の教育がなされていたのではないかと

推測できる。 

また細川は子供たちの徳育のためにみずからが作詞し、華族女学校の音楽教師奥好義が

それに曲をつけ「幼稚修身の歌」が作られた。 

 

       第一段(孝の心得) 

わが子よかれと父母は 寝てもさめても祈るなり 

よき子になりて人の子は 親のこころをやすめばや 

       第二段(忠の心得) 

遠つおやよりつぎつぎに 仰ぎまつりてつかへこし 

天津日嗣のかはりなき きみにつかへん我々も 

       第三段(愛国の心得) 

  わが大君のしろしめす みくにはおやもいます国 

  心あはせてもろびとよ この日の本をまもれかし２５８ 

 

 「幼稚修身の歌」の歌詞は文語体で書かれており、おそらく当時の子どもにおいても、

難解なものであったと考えられるが、細川は「幼稚修身の歌」を子どもたちに歌わせるこ

とで、忠孝と愛国の精神を養おうとしていたのである。 

また華族女学校幼稚園でも、フレーベル教育でおこなわれる植物栽培がおこなわれてい
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た。そして、養蚕や小鳥の飼育などが、植物栽培の延長線上として行われていたようであ

る。使用人たちの手厚い世話を受けて育った華族の子どもたちは、自発性の乏しさが指摘

され、保母たちは子どもたちに植物や小さな生き物の世話、また自分たちの弁当の片付け

やおもちゃの片付けなどの仕事を与えることで、自発性をめばえさせようとした２５９。また、

植物や動物の世話は趣味の涵養にもなるとも考えられた。 

また昭和 8年(1933)には「おたより」という女子学習院において発行されていた校内誌に

は、「幼稚園教育に就いて」という特集が組まれている。そこでは、幼稚園教育では体育と

訓育に重点をおいていると述べていた。体育によって身体が発達することで、知能の発達

も誘導されるとしている。また訓育においては、子どもたちの自発的な行動のなかから「善

良なる習慣の基礎」を養うという２６０。このころ幼稚園では、園庭に全身遊具などの設置数

が増えており、ブランコやシーソーそして雲梯などが設置されていた。そして、あまりに

も行動が活発でやんちゃな子どもには、保母は罰として、戸棚に閉じ込めたり、しばらく

下級クラスにあずけたりしたという２６１。 

学習院の幼稚園で、とくに子どもの教育について重要視されていたのは、なによりも身

体の発育であった。そのほかには、心の発達でもある自立心や創造力を養い、そして趣味

を通じての個性の伸長、そして忠孝や愛国の精神のある道徳を養わせることであったよう

である。 

 

 

 第 3節 女子学習院幼稚園の園児の推移 

 

明治 38 年(1894)4 月の開園当初は華族女学校幼稚園には総計 32 名の入学希望者がいた。

その出身構成や、男女比などは不明である。同年 8月末には総計 41名の園児がおり、その

内訳は皇族 2名、華族 15名、士族 24名であったが、男女比は不明である。 

 

表 5-3 明治 38年(1894) 華族女学校幼稚園出身別構成 

族別 華族 皇族 士族 合計(人) 

人数 15 2 24 41 

 

明治 45年度(1912)現在の在園者については、『学習院女学部一覧』２６２の名簿から、その

出身別構成を『平成新修旧華族家大成上・下』２６３を利用して特定した。その内訳は次の表

5-4「明治 45年度(1912)学習院女学部幼稚園出身別構成」のとおりである。 
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表 5-4 明治 45年度(1912)学習院女学部幼稚園出身別構成 

出身家 男 女 合計(人) 

武家(大名) 16 24 40 

公家 4 7 11 

勲功 13 13 26 

その他(寺院・神社など) 6 7 13 

皇族 0 1 1 

士族 1 0 1 

合計(人) 40 52 92 

 

表 5-3と表 5-4を比較すると、開園当初、華族女学校幼稚園は華族の子どものためにつく

られたにもかかわらず、華族の子どもよりも士族の子どもが多かった。しかし、その名称

を変更して学習院女学部幼稚園となっていた明治 45年度では、武家・公家・勲功・その他

の華族が 90名、皇族が 1名、士族が 1名となっており、華族が構成別においての一大勢力

となっている。このころには華族が子どもたちを幼稚園に入園させたいという希望が増え

て、当初許されていた士族や平民の入園が禁止されるようになっていた。 

またこの明治 45年度に学習院に在籍した園児の翌年の進路を、翌年の大正 2年度の『学

習院女学部一覧』２６４、『学習院一覧』２６５と比較することで明らかにし、表 5-5「学習院女

学部幼稚園 明治 45年度在学生の翌年の進路」にした。 

 

表 5-5 学習院女学部幼稚園 明治 45年度在籍生の翌年の進路 

状況 男 女 合計(人) 

学習院進学 19 21 40 

幼稚園在籍 18 29 47 

不明 3 2 5 

合計(人) 40 52 92 

 

表 5-6によると、明治 45年度に学習院女学部幼稚園に在籍した子供たちの約半数が学習

院、男子は学習院初等学科、女子は学習院女子部小学科への進学をしていることがわかる。

そして半数は翌年度も幼稚園に在籍しており、進路不明は 5 名だけである。男子の進学先

である学習院初等科 1 年生においては約 3 分の 1 が学習院女学部幼稚園の出身者で占めら

れており、士族などを除いて華族だけをみれば約 5 分の 3 が学習院女学部幼稚園の出身で

ある。学習院女学部小学科1年生は、約3分の2が学習院女学部幼稚園の出身であった２６６。 

以上のことから、華族女学校幼稚園の設置から約 20年の間に、華族が幼稚園を就学前教
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育として積極的に利用するようになっていたことがわかる。とくに幼稚園は学習院の女子

部門に付随しており、連続的な教育が受けられたと考えられる。そのため男女の構成比も

女子のほうが多かったのではないかと考えられる。 

また就学準備として短期間入園した者もいる。大正天皇の息子である三笠宮崇人親王は

学習院に入学する前年の大正 10 年 10 月から 2 か月のみ保育を受けている２６７。これも、

学習院初等科のクラスメイトなど様子を前もって知るための準備という意味があったので

はないかと考えられる。 

 

 

第 4節 保母からみた華族の子どもたち 

 

野口ゆかの書いた女子学習院幼稚園の子どもたちの様子や保育の実践がわかる資料がい

くつか残っている。 

野口ゆかは華族女学校付属幼稚園の子どもたちの性質について、高貴な生まれであり、

自然に気品が備わっているとしている。またつねに使用人に囲まれているために、何事も

人任せで積極性がなく、そしてすぐに転んだり溝にはまったりと危険を察知し身を守る能

力に欠けるとしている２６８。つまり、華族の子どもは気品があるが、過保護に育てられてい

るために、依頼心が強く、自立心に欠けるとみられていた。 

 

表 5‐6  野口ゆか略歴 

慶応 2年(1866) 播磨国(兵庫県)生まれ 

(父、姫路藩士、のち県庁勤務) 

明治 18年(1885) 東京師範学校入学  

明治 23年(1890) 高等師範学校女子師範学科卒業(学校名改変) 

女子高等師範学校助教諭  

女子高等師範学校保姆  

明治 27年(1894) 華族女学校助教幼稚園勤務  

明治 33年(1900) 二葉幼稚園設立 

大正 11年(1922) 学習院女子部退職  

昭和 25年(1950) 死去 享年 83歳 

 

幼稚園設立当初、華族家との連携が困難だったことを表わすエピソードがある。既述の

ように華族の子育ては女中などの使用人任せであり、子育ての方向性は両親だけでなく、

華族家の使用人を束ねる老女にも強い発言権があった。幼稚園の子どもたちの服装に関し

て、野口ら保母は遊戯などの運動に不向きな長い袖の着物から、動きやすい筒袖の着物に
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改めようとしたが、老女たちの反発にあった。しかし、運動会での徒競走において、長い

袖の着物の子どもが袖につまずき転び、筒袖の子どもは一等賞をとったことから、運動会

の翌日から一斉に子どもたちの服装が筒袖になったという２６９。 

明治 31(1898)年に雑誌『少年世界』において同雑誌編集者であり、児童文学者でもある

巌谷小波が「華族女学校附属幼稚園参観記」を上下で 4巻 24号と 25 号にわたって掲載し

た。巌谷が画家の桂舟とともに実際に華族幼稚園を訪れて執筆したものである。そこには

保母たちが入園時に子どもたちをいかに幼稚園に早く馴染ませるかの工夫が書かれていた。

ひとつは子どもが保母に早く慣れるようにすることで、その方法はお付きの女中は教場の

中には入れず、心細い思いをしている子どもには保母がつねに側で世話をすることである。

もうひとつは子どもたち同士が早く馴染むようにすることである。その方法は入園したば

かりの子どもに対して、少し年上の子どもをお世話係のようにして、可愛がってあげるよ

うに保母と約束させたり、苗字ではなく名前で松ちゃんやお梅さんなど家で呼ばれている

ように名前を呼んだりすることである２７０。 

また、巌谷にたいして保母が幼稚園について以下のように述べたという。 

 

幼稚園と云ものは、小学校とは違ひますから、子供を怜悧にしなければならないと云

ふ、窮屈なものでは決して無いので。つまり自家で遊ぶよりは、好い遊び方を教へれ

ばよいのです。ですからこの幼稚園なども、小児に頭脳を使ふ様な、むずかしい事は

あまり教へず、只気の広く成る様に、身体の上に成る様に、そして悪い遊を覚えない

ように、いじけた
・ ・ ・ ・

、ひがんだ
・ ・ ・ ・

根性の出ない様にと、かう云うことに気をつけ居る２７１ 

 

 つまり、心身の発達が一番であったということである。また家での遊びよりはよい遊び

方を教えるとあるのは、おそらく恩物などを使った遊びのことである。箸並べ板並べなど、

板などを思い思いに汽車や船のかたちに並べて、さまざまな図を作ることなどを行ってい

る様子も巌谷が記述している２７２。 

さらに、明治 40(1907)年には「女学部学生及ヒ幼児ノ服装ニ関スル心得」において、筒

袖の衣服の着用が定められ、素材も質素なものとされ、例えば綿やウール、絹は銘仙まで

という規定ができた２７３。これは、着るものによる見栄の張り合いによって華美な風潮にな

りつつあることを取り締まるだけでなく、幼児においては汚すことを気にして活発に体を

動かせないことがないようにする配慮も加わっていると思われる。また大正 10年(1921)に

はタブリエ(胸当てのあるエプロン)の着用が決められ、さらに汚れることを気にする必要が

なくなり、そして衛生的になったともいえる。服装については、男児はセーラー型の上着

にズボンだったが、女児は時代とともに和服から洋服を着るように変化が見られたという。

そして、靴についてはみなが黒靴でなくてはならなかった２７４。 

幼稚園は子育ての責任者とのコミュニケーション不足であったが、幼児教育への関心の

高まりがあった時期でもあり、大正 7(1918)年以降は定期的に家庭会や授業参観などをひら
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いて２７５、幼稚園だけでなく学習院全体で母親や父親を巻き込んでいった。また幼稚園の浸

透には天皇家の威光も影響していたと考えられる。天皇家は学習院幼稚園の活動のために

新宿御苑を開放したり２７６、また皇室の子どもたちに幼稚園を見学させたり２７７、また学習

院の幼稚園の数人の子どもと保母を天皇家の子どもの遊び相手として招く、あるいは親王

を短期間のみ入園させるなどしていた２７８。 

こういったことがらは、とくに天皇家と学習院幼稚園へのかかわりは華族たちに幼稚園

への興味を持たせることにもつながったはずである。また家庭会や授業参観は、華族の親

たちの一種の社交場になりえたはずである。さらに、保護者達は野口の開いた貧民向けの

二葉幼稚園にたいして寄付を行ったり、また学習院出身者たちがバザーを開いたりして援

助をしていた２７９。このことからも華族の家庭と学習院の幼稚園の主務となっていた野口と

の関係は良好になっていったことがわかる。 

女子学習院付属幼稚園の教育実践として、どのような教育がおこなわれていたか、野口

ゆかが雑誌などに書いたものがいくつか残っている。箱庭作り、種子の採集、ひな祭り、

人形の祝い、卒園式についてのことがらである。 

まず箱庭作りでは次のとおりのことが行われていた。箱庭は江戸時代中期ごろから、園

芸嗜好が高まると同時に、庭を持たない庶民の間ではやり始めたものである。普通の庭か

ら景勝地の再現が箱の中で苔や小さな植物などを使って行われていた。明治以降は盆景に

とってかわられ、消えていくことになった。これは後に心理療法に導入されたものである。 

野口ははじめ二葉幼稚園でこの箱庭作りをはじめた。のちに学習院にも導入したという。

そのメリットは、とくに技術が必要ではなく子どもにもできること、遊びながら自然と親

しめること、一生楽しめる趣味となること、自然の美に親しむことで品格が高くなること

である。 

種子の採集は、毎年 10月末～12月に最上級の組の子供に植物の種子を採取させるもので

ある。場所は家庭から登園路そして保育園という子供の生活範囲の中で行われた。1か月で

130 個から 150 個の植物の種子が集まった。野口は子どもたちに種子の採集で自然観察さ

せると同時に、以下の「お話」をして植物の性質を教えていた２８０。 

 

一、風車の様に、風が吹くとくるくるとまはる種子。 

例へば、紅葉の種子、 

二、飛行機の様に、風が吹くと飛んであるく種子、 

例へば、タンポポ、野菊、藤袴の種子、 

三、お菓子の様に奇麗でおいしさうで鳥の大すきな種子、 

例へば、南天、 

四、お巾着の様に子供の腰のまはりにくつつく種子、 

例へば、藪ジラミ、 

五、地雷火の様にパチパチ飛んではねる種子 
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例へば、ホーセン花、カタバミ、２８１ 

 

このように、保母たちは子どもたちに楽しみながら身の回りの植物について学ばせてい

た。 

年中行事でもある雛祭りは、数日前から幼稚園全体で準備を始めている。雛祭りの準備

として、初日には子供たちが折り紙でみずから雛人形などを作るところからはじまった。

保母たちが雛人形を並べる壇や、内裏雛をつくり、上級学年の幼児たちは三人官女や五人

囃子などの雛人形をつくり、下級学年の子供たちはお供えのお菓子を紙などで作った。二

日目は出来上がった折り紙や、園内にあるすべての玩具を遊戯室に飾り付けた。三日目の

雛祭り当日は、供え物の調達として、上級学年は煎り豆を作り、下級学年は飾り付けの野

花を園内で摘んだ。雛祭り会は遊戯室で行われ、子供たちはみなで作った煎り豆を食べ、

歌ったり話したり自由に過ごす時間を楽しんだ２８２。 

また、人形の祝いという園内の人形の誕生会をおこなっていた。これは三学期に行われ

た。人形に紋付の着物を着せる、遊戯室を食堂にして寒天の羊羹や芋の茶巾絞りのごちそ

うを出し、誕生会を過ごさせるものであった。 

そして、幼稚園の卒園式であるが、当初幼稚園には卒業証書がなく、乃木希典が学習院

の院長を務めていた明治 42年(1909)の卒園式から卒業証書授与を導入した。この卒業証書

ははじめ野口は二葉幼稚園で導入し、「たった一ひらの紙ですが、幼稚園と子どもの生涯を

つなぐ大変に価値のあるもの２８３」だと感じたことから、学習院の幼稚園でも導入すること

にした。またみなで記念写真をとり、おみやげとして花壇の苗の分配をした。さらに、子

どもたちが収集した植物の種子の中から柿、椿、藤、蜜柑などの樹木の種子を分配し、「今

日帰ったら直に蒔いておおきなさい、おなた方が大きくなる時分に花が咲くから２８４」と伝

えた。つまり、卒園の記念樹となるのである。野口が子どもたちに与えた写真と卒業証書

と記念樹の種子は幼稚園で過ごしたという生涯の記念品であり、また幼稚園との心のつな

がりなのである。 

野口が残した資料には植物の出てくるものが多い。 箱庭、種子集め、ひな祭りの植物の

飾りつけ、卒業式の種子分配がある。人形の祝いにも、ひな祭り同様の植物採取とその飾

りつけが推測できる。また、学習院女子部幼稚園となって以降は、数字のついていたクラ

ス名に植物の名前をつけ紅葉組・藤組・桜組などとしている。自然に親しむことをとくに

重要視していたことがうかがえる。これはフレーベル主義教育に関係するものだと考えら

れる。女子高等師範学校はフレーベル主義の幼児教育に基づいた幼児教育をおこなってい

た。フレーベル主義は子供の成長を植物栽培にたとえ、園児一人一人に小さな花壇を与え

ていた。また、その特徴は子供が遊びながら成長し学び、恩物での手遊びからの知能開発、

遊戯での身体能力の開発である。 

大正 11(1922)年野口ゆかの退官後、宇佐美ケイが女子学習院幼稚園主務となった。 

大正 14(1925)年頃、模擬バザーという行事が行われるようになった。これは子供たちの
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制作品の展覧会であり、夏休み前の家庭会の一部となっていた。また子どもたちは模擬バ

ザーのために、折り紙で紙幣や切符などをつくった。そして、当日には子供たちには 50 銭

入りの財布が与えられ、バザー会場入りの切符を自分で購入し、手作りの紙幣で作品を買

うことができた。また年長組の子どもたちは店員に扮していた。子どもたちは幼稚園での

模擬バザーで、疑似の買い物体験ができ、非常に大喜びしたという２８５。華族の子どもたち

は普段はお金を使うことはなく、またお金は汚いものだとも教育されており、みずから支

払いをする機会などは与えられなかった。お年玉にもお金ではなく品物が贈られた。必要

なものを買うときは、現在でいうデパートの前進である勧工場などの店に出向いて品物を

選んでも、支払いは使用人の手で行われた２８６。 

子どもたちにとって模擬バザーは一般の社会生活を知る上で、重要で貴重な経験であっ

た。 

 

 

第 5節 華族と幼稚園 

 

華族の子どもの家庭での遊びは庭が主である。大名華族は東京という都会のなかに大き

な屋敷を構えており、大きな庭を持つ。人が増え、自然が少なくなっていきつつあった東

京においても、大名華族の子どもは多くの自然に囲まれた広い遊び場の中で遊ぶことがで

きた。また子どもは親との交流は少ないが、多くの使用人に囲まれて育つ。大名華族の子

どもであれば使用人の数も多く、その遊び相手として上級使用人の子どもたちの存在もあ

った。そして外国人の家庭教師を雇う裕福な大名華族もいた。幼児の生育の環境としては、

使用人などの多くの大人たちに大切に保護されて成長のできる非常によい環境であったと

考えられる。 

それにもかかわらず、学習院に幼稚園が必要とされ、当初の園児は士族の子どもが多か

ったのに、しだいに華族の子どもが園児の大半を占めたのはどういったことだったのだろ

うか。 

ひとつは西洋的な幼児教育への関心の高まりがあげられる。学校教育が浸透するなかで、

まず幼稚園での幼児教育に関心をむけたのは、政府高官などを務めた裕福な士族階級であ

る。それが、次第に華族にも浸透していったのだろう。当然義務教育ではない幼稚園には

入園の義務はなかった。少なくとも女子学習院附属幼稚園の入園については、普通その家

の男性の許可が必要であった。入学願書の提出者名には戸主、親権者、および保護者の名

前が必要だったからである。 

華族の子どもの養育について親たちの懸案事項でもっとも大きなものはひ弱な子供が多

いことだった。華族の子弟が実際にひ弱であったのか不明なところが多い。しかし、「華族

の生徒は兎角柔弱に傾く處あるにより近来種々に手を尽くしてその体育に注意せらるる」

２８７というように民間の教育雑誌である『教育報知』にもいわれており、華族の子どもがひ



79 

 

弱であることは社会の共通認識だったといえる。学習院の付属幼稚園における保育はほと

んど体を動かして健康に育てるための遊戯に使われた。また大正期には子どもの健康調査

のための体格検査を毎週行うようになっていた２８８。親たちは子どもを健康に育てる新しい

教育法を活用しようと考えたのだろう。 

学習院への就学準備や友人作りの場としての幼稚園であるとも考えられる。実際に、女

子学習院幼稚園に通園した子どもは、学齢期に入るとほぼ学習院に入学していった。学習

院に入学するために共通の修学前教育をうけることは、子どもが学校生活や友人関係に適

応するにも役に立ったことを推測することは容易である。 

また幼稚園は没落して貧しくなったり、軍人などの勲功華族であり多くの資本を持って

いなかったりする家庭の子どもによい教育環境を与えるためのだとも考えられる。あるい

はそして幼稚園自体が華族の子どもの友人作りのための社交場であり、また家庭会や授業

参観そして模擬バザーなどのイベントの開催により親の社交場にもなっていたことが考え

られる。 

幼稚園の設立当初は、江戸時代の伝統が大名華族の家庭内で根強く残っていたために、

幼稚園と家庭との連携がうまくいかないこともあった。しかし、時代が変化し、明治後期

や大正期に入ると、華族女学校などでの女子教育において、幼児教育を含む家政学などを

学んだ女性が華族家の母親となっていた。また華族家のなかに学校で家政学を学んだり、

保母や看護婦の免状を取得したりしたものが女中として入るようになった。そのために幼

稚園の幼児教育と家庭教育という対立構造そのものがなくなったとも考えられる。 

そして幼稚園が子どもたちにとって、就学前教育の場であり、親たちの社交場としての

意味を持っていったことで、幼稚園との連携はうまくいくようになった。またもともと家

庭教育の補助が幼稚園の役割であり、それぞれの家庭での特有の教育を妨げるものではな

かったことも一つの要因であろう。女子学習院幼稚園が重視していたことはもっぱら、身

体の成長と徳育であった。 

また皇室とのかかわりもある。宮家の子女や、天皇家の子どもも学習院の附属幼稚園に

通園していた。とくに、大正天皇の息子である澄宮崇仁親王(現三笠宮)が、2 か月のみ入園

していた際には、遊戯などの保育時間中に特別扱いはなかったが、到着時と帰宅時には園

児と職員は皆並んで送迎をしたという２８９。幼少期から皇室と近く接しさせ、尊敬の念を教

育していたともいえる。 

子どものためを思って教育を施していたのは、家庭も幼稚園も変わりはない。また大名

華族の家庭は、比較的裕福であり、また文化を有しており、幼いころから食事のマナーな

どの礼儀作法をしっかりとしつけられていた。華族の子どもたちは衣食住に事欠くことな

く、高尚なる文化的資本を持つ家庭と、当時の最先端の保育を学んだ優秀な保母のいる幼

稚園において、最良の幼児教育を受けていたといえる。 
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第 6章 大正期の華族の学習院論 

第 1節 学習院の誕生と変遷 

 

華族たちは自らが皇室の藩屏として自覚し、明治 10(1877)年に華族たち自らの拠出で神

田に学習院を設立した。学習院の設立目的は、学問に励み知識と見聞を広げ、国民の模範

となり、特権階級として恥ずかしくない国家に有用な人物を育てることであった。 

もともと私学であった学習院であるが、設立時から用地確保など皇室からの援助を受け、

明治 17年には宮内省管轄の官立学校となる。華族にとって、教育の機会が国家から非常に

手厚く保護されてきていたことは明白である。また学校教育だけでは学べない文化面につ

いて、芸術や武術などの習い事などは、華族の各家庭の伝統を重視しつつ、家庭での教育

が行われてきた。 

華族は基本的には社会の上層階級であり、華族は貴族としての義務すなわち「ノブレス・

オブリージュ」を果たすことが要求されていた。華族は社会的に権威を保持し、皇室の藩

屏として、また「家」の維持のため、そして国家や社会のためになる子どもを育てること

への強い責任があった。 

明治中期より『万朝報』により華族の女性問題に関するゴシップ記事が数多く掲載され

た。これに対し、明治末期に伯爵板垣退助は、華族内部から旧来からの名門家である公家・

大名華族を否定し、国家に功績ある者のみのを華族として遇するという一代華族論を展開

した。大正期に入ると、新聞上には華族の駆け落ちや借金などの記事が掲載されるように

なっていった。また生活に困窮した華族が成金に子どもを婚姻という形で売るというよう

な記事が書かれるようになっている。国民の模範となるべき華族であり、一部の華族によ

るモラルに反する行為から、華族に対して批判的な厳しいまなざしが集まっていたと言え

る。 

このような社会の華族への厳しいまなざしに対し、父親として子供を育てる華族たちは、

子どもの教育についてどう考えていたのか。さらに華族はどうあるべきかと考えていたの

か明らかにしたいと考える。華族が子育てするに当たり、家庭教育と学校教育との関係を

どうとらえていたか明らかにしたい。 

華族の家庭教育に関する研究にはリブレの『華族日本の上流階級』があるが、教育を受

けた側の意見についてはまとまっているが、教育を施した親については研究されていない。

また学習院の研究はほとんどなく、学習院が編纂した『学習院百年史』があるのみである。 

華族のための学校教育機関は学習院である。大正期に現役の父親であった華族は、華族

の子どもとして誕生し、学習院で近代教育を受けた最初の世代である。そして彼らは親と

なり、子供を学習院に通わせた。学習院にも教育方針や内容の変遷がある。特に院長の下

で特色のある教育方針が打ち出された。 

大正デモクラシーという時代風潮に対し、華族の父親は子どもの教育機関としての学習

院にどのような役割を期待したのか、雑誌などで学習院論を展開した有馬頼寧と、学習院
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における教育改革にかかわった貴族院議員の水野直が残した史料から明らかにしたい。ち

なみに有馬と水野の二人は 5 歳の年齢差があるが、同時期に父親となっており、同じ年代

の子どもを育てていた父親である。 

学習院は華族子弟のための学校として設立された。 

皇族と平民の間に華族という階級が作られ、明治 4(1871)年 10月、天皇は華族に対して、

華族は平民よりも上の地位で、人々に注目される存在であるから、華族は学問をして、海

外に留学などをして、文明の開化をうながすようにと勅諭を出した。それは国家において

重要な地位を占める華族が文明開化を率先して請け負うことで、平民の国家全体の文明開

化をうながすようにということである。のちの明治 8(1875)年 10 月に華族の親和団体の作

った華族集会所に明治天皇が行幸したさいに「昨年中同志を会合して斯館を創立し以て国

家に報効する所あらんとす朕甚た之を嘉す汝衆華族一般嗣後斯館に従事し協同勉励学術を

研鑽しそ其の目途を高遠に期し汝の履行を端くし汝の家道を斉へ能く名声を有ち永く皇室

に盡す所あれ２９０」と華族が団結して集会所を作ったことを喜び、さらに集会所において学

問を行い国家のために尽くすように華族に対して激励した。この勅語の内容を実現すべき

だとして、華族集会所から発展した華族会館の開会にともない華族の学校設立の機運が高

まった。華族学校建設のために、華族会館は華族からを資金の寄付を集めた。また、華族

学校の建設のために宮内省は校地として神田錦町の敷地と、建設・運営費として明治

10(1877)年から 24年までの 15年間に毎年 15,000 円を寄付することにした。 

そして、学習院は明治 10 年 6 月、神田錦町に華族の子弟を 130 人(内女子 30 人)を集め

仮開校し、校長は華族会館幹事の立花種恭であった。東京市に提出した私学開業願には、

校長は華族より選び、教員は身分を選ばないとしてあった。当初の入学資格は、生徒入校

心得に書かれており、男女とも満 6 歳からが就学開始年齢とされ、病気などの場合を除き

すべての者が就学するものとされた。入校に際しては、入学試験は行われず、年齢の確認

などの調書を提出するだけだった。ただし、入学時に学力テストを行って、基本は学年別

のクラス編成であっても、習熟度別に年齢にとらわれずクラス分けを行うとしている。な

お、学年は 9月 1日からの始まりであり、明治 39年より 4月始まりに変更された。 

 また 10月の学校の正式な開校式には明治天皇と皇后が列席し、その際の勅諭により、幕

末の京都に作られた公家の学問所の学習院の名前を譲り受けることとなり、名称が学習院

に変更された。開校時の学生数は華族男子 161 人、華族女子 44 人、士族男子 35 人、士族

女子 15名、総数 255人であり、当初から華族以外の士族が学校に入学したいたことがわか

る。 

 学習院の設立は、天皇や政府の意向にも影響されているが、あくまでも華族の自発的な

学校設立であり、華族会館に所属する私立学校であった。学習院の変遷については、下に

簡易年表を付した。また学習院の学校制度の変遷は、文部省下の学校の高等学校までの学

校制度と異なるので、わかりやすいように図表化してある。 
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表 6－1 学習院簡易年表 

年：和暦(西暦) 事      柄 

明治 10 (1877) 6 月 華族学校を神田錦町に仮開校 (生徒 130人)  

校長は立花種恭 (学習院初代院長) 

10 月 正式開校 

華族学校から学習院に改称 

明治 12 (1879 ) 9 月 「学習院学制」施行 

   男子の制服制定 

明治 14 (1881) 9 月 「改正教則」が制定施行 

明治 15 (1882)  3 月 学科教則ならびに校則について文部省より指揮を受ける 

 9 月 学制・学科課程改正される 

明治 16 (1883) 8 月 宮内省の監督下に入る 

明治 17 (1884 )  4 月 宮内省所管の官立学校になる 

 5 月 谷干城が学習院院長に就任 (第 2代目) 

9 月 学習院規則制定・施行 

12 月 華族就学規則により華族子弟の学習院入学が原則化 

明治 18(1885)  5 月 通学鞄をランドセルと決定 (日本初) 

10 月 学習院の女子部門が独立し、華族女学校となる 

明治 19(1886) 4 月 大鳥圭介が学習院院長に就任(第 3代目) 

8 月 学習院規則および学科課程改定 

明治 21(1888)  8 月 学習院が麹町に移転 

12 月 三浦梧楼が学習院院長に就任(第 4代目) 

明治 22(1889)  4 月 輔仁会(学習院の学生会)発足 

明治 23(1890)  7 月 学習院学則制定 

 9 月 学習院が四谷区尾張町に移転 

   上野公園に学習院分校(初等学科のみ)開校 

明治 25(1892) 3 月 岩倉具定が学習院院長に就任 (第 5代目) 

10 月 田中光顕が学習院院長に就任 (第 6代目) 

明治 26(1893) 10 月 学習院別科を大学科と改称 (卒業生は学習院学士と称す) 

明治 27(1894) 4 月 華族女学校幼稚園が開園 

6 月 地震により学習院の校舎損壊、寄宿舎を教室に転用 

   学習院大学科を中止 

明治 28(1895) 3 月 近衛篤麿が学習院院長に就任 (第 7代目) 

明治 29(1856) 4 月 学習院大学科の復活 

明治 32(1899) 7 月 学習院初等学科の新校舎が四谷に完成 
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   学習院上野分校廃止 

明治 33(1900) 京都帝国大学法科・文科が定員割れ時、学習院生徒は無試験入学が可能になる 

明治 36(1903) 6 月 学習院高等学科は高等学校大学予科と同等と文部省より認定 

明治 37(1904) 8 月 菊池大麓が学習院院長に就任 (第 8代目) 

明治 38(1905) 9 月 学習院大学科廃止 

明治 39 (1906) 1 月 山口鋭之助が学習院院長に就任 (第 9代目) 

4 月 華族女学校と学習院が併合し、学習院女学部が成立 

   学習院学制、学習院規則を制定 

   学習院高等学科の廃止が決定 

明治 40(1907) 1 月 学習院高等学科の存続が決定 

   乃木希典が学習院院長に就任 (第 10 代目) 

明治 41(1908) 8 月 学習院中等学科・高等学科の校舎が目白に移転 

明治 45(1912) 3 月 学習院中等学科の修業年限が 5年から 4年に変更 

7 月 静岡県に遊泳場寄宿舎が完成 

   天皇崩御 

9 月 乃木院長殉死 

11 月 大迫尚敏が学習院院長に就任 (第 11代目) 

大正 6(1917) 6 月 北条時敬が学習院院長に就任 (第 12代目) 

大正 7(1918) 9 月 学習院女学部が学習院と分離し、女子学習院となる。 

大正 8(1919) 9 月 学習院学制・学習院規則改正 

大正 9(1920) 5 月 一戸兵衛が学習院院長に就任 (第 13代目) 

大正 10(1921) 6 月 大正 11年以降の学習院高等科卒業生から、高等学校高等科卒業生と 

同様の大学入学資格を持つ 

大正 11(1922) 3 月 学習院学制・学習院規則改定 

11 月 福原鐐二郎が学習院院長に就任 (第 14代目) 

大正 12(1923) 9 月 目白の学習院の校舎を一部焼失 

大正 15(1926) 10 月 皇族就学令公布 
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表 6－2 学習院の学校制度の変遷 (男子のみ) 

 

 

学習院には開校された翌年の明治 11(1878)年に、男子のために寄宿舎が作られた。寄宿

舎は若い男性には非常に食糧事情が悪く、例えばある日の献立は、朝はアサリの汁物と生

卵 1個、昼は煮魚と蓮根、夜は煎り豆腐と椎茸というものであった。近所の定食屋の 25 銭

定食を「トゥエンティーファイヴ」と呼び、食べることが流行していた２９１。明治 20 年代

に学習院の学生だった塩谷温は学生時代はナイフとフォークの使い多もままならなかった

ようだし、また明治末期にいたっても寄宿舎の食堂で西洋料理が出されてもナイフと箸で

食事をしていたようだ。食事に関しては西洋の文化を取り入れて、紳士たるマナーを教育

することはまともに行われていなかったことがわかる。 

また男子の服制が作られた。服制がなかった学習院には和服を着用した学生が多かった。

しかし、家の貧富の格差が服装の美醜にかかわり、それが生徒の心に傲慢さや卑屈さを生

じさせると問題視されていた。また統一した制服があれば、服装の乱れから心の乱れを察

知して、学制を矯正することも可能だと考えられた。そして作られた制服は海軍士官の制

服と同様の形のもので、また制帽も作られた。 

 さて学習院の教育の主旨であるが、明治 11 年に作られた学則にはただ「同族子女を教養

する所とす」とだけあり、具体的な教育の主旨はなかった。明治 13年実施の学習院学則に

おいて、具体的な教育主旨が現れだす。男子の普通学前期・後期(学齢満 6～12 歳)は「(誰

もが学ばなければならない―引用者注) 普通の学科を教へ、身体を強健にし、心志を正確に

し、知識を拡むべき学科を授け、実学の予備をなす所」であるという。だだ単に学問だけ

でなく、心身の成長についても正しく導いていこうとしている。また、男子実学科前期・

後期(満 12～18 歳)は「普通学科の稍高尚なるものを教へ、併せて兵学の予備及び政治経済

の要旨を学知せしむるの所」であるという。また文学前期・後期(満 12～18 歳)「学事を拡

張する目的を以て和漢英の三科に分ち、普通学の教育を経て学力才望の相適する者をして、

その一を学ばしむる」所であるという。授業の内容は実学科では、軍人や公務員などを目

指す者向けの教育を行い、文学では和学科と漢学科の専攻おいてはほぼ古典文学に関連す

る授業であり、英文科については数学や科学の授業も行われており実学科の内容と近いよ

満年齢 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

明治10年

明治14年

明治15年

明治17年

明治19年

明治23年

明治45年

大正8年

満年齢 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(7年制中学)
大学

明治12年 普通学科後期普通学科前期
文学前期

文部省下の学校
(1930年代)

中学校小学校

実学科前期

中学科

予備科 尋常中学科 高等中学科 本科

普通学科前期 普通学科後期 実学科前期 実学後期 高等科

小学科

実学科後期

研修科

文学後期

下等小学科

高等学校

高等科中等科初等科

初等学科 中等学科 高等学科

上等小学科 下等中学科 上等中学科

高等学科

別科(3～10年)

初等学科

初等小学科 上等小学科 初等中学科 中等中学科 高等中学科

中等学科 別科(大学科)
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うである。ただし、実学科も文学科も普通学からの体操の授業に加わって、馬術と剣槍術

の授業が行われた。 

 明治 13(1880)年に「各自奮励文武を研究すべきは勿論に候へ共、少壮の者は一層精神を

発揮し可成陸海軍に従事候様可心掛旨」と宮内省からの通達があった。華族子弟をできる

だけ軍人として養成するようにとの政府からの依頼である。 

こうして、明治 14(1881)年より、男子の文学科が廃止されて、普通学を終えた進学先は

実学科のみとなる。しかし、実学科の上に高等科を設置し、軍人志望者ではないものや、

病弱のため軍人になれない者を、政治家などの軍事以外で国家に貢献する人物を養成しよ

うとした。 

 明治 15(1882)年には再び学校に変更を加えることとなる。文部卿の指揮のもとにその学

科教則や校則などを整理することになったからである。普通学科・実学科が廃止され、8年

制の小学科と 6年制の中学科に再編された。また中学科の上には研修科が作られている。 

 明治 17 年には学習院は宮内省の所管に入ることとなる。明治 16 年に徴兵令が改正され

ると官立学校以外の学生は徴兵猶予を失うことになった。徴兵猶予がなければ、華族の学

生が小学科卒業後に官立中学などに流出してしまうこととなり、学習院は宮内省官立の学

校となる請願を提出し認められた。また同年に華族令が公布され、華族内には公侯伯子男

の五爵の階級が作られることとなり、また従来の公家や大名など以外にも明治国家に功績

のある者も華族に列せられることとなった。そして、第 10条には「華族は其子弟をして相

当の教育を受けしむるの義務を負うへし」とあり、華族は子弟に高いレベルの教育を行わ

なければならなかった。そこで、華族就学規則が成立する。華族就学規則の内容は基本的

に華族またはその子弟は学習院に入学しなければならないというものであり、学習院以外

で教育を受けるには宮内省の許可を得なければならないというものであった。また華族男

子は中等学科からは全員が寄宿制となるよう求められた。華族は仕事の関係などで地方在

住であっても学習院で子どもを学ばせることが基本的な就学のあり方となった。学習院就

学規則の翌年から華族子弟の学習院の入学者数が急増している。しかし、官立となった学

習院の運営は当初は宮内省からの予算の投入はなく、皇室からの下賜金や華族の醵出金や

華族会館の資金によって賄われていた。 

 また学習院院長が陸軍中将であった谷干城に変更される。 

 明治 18(1885)年には学習院女子部が廃止され、華族女学校として独立した。学習院は谷

干城が校長になったことで、中学科に武科という軍事演習を学ぶ授業が開始され、その内

容は体操、歩操(歩行操練)、水泳、射的、乗馬、剣道などであった。谷は『学習院第八年報』

において「貴族積年の流弊なる柔軟繊弱の態を破り、強壮健康の体躯と活発有為の精神と

を養成する」といっており、公家・大名家出身の華族たちを軟弱であり、武科という軍隊

式の体育での心身の発達を目指している。 

明治 19年には大鳥圭介が学習院院長となる。前校長の谷は第一次伊藤博文内閣の農商務

省に任命されて辞職している。 
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明治 21(1888)年学習院は一時麹町に移転する。四谷に新校舎を建設するまでの仮住まい

であった。院長は三浦梧楼となっている。三浦によれば、前任の大鳥は生徒に人望がなく

華族仲間からも評判が悪かったので、士官学校の校長であった三浦が院長に適任であると

されたという２９２。三浦は学習院が頻繁に学制などを変更することを好ましく思っておらず、

学習院学則を制定した。また三浦は学習院と一般の学校とは全く異なるものであり、華族

には華族のための高尚な普通教育があると考えていた。そこで、一般の学校と同様の修身

教科書を用いることの不適切を唱え、学習院で独自に修身教科書を制作することとなった。

そして、寄宿舎の入舎を推奨し、自らも学校内の官舎に生活した。この当時学習院の教師

として、柔道家の嘉納治五郎がいた。嘉納は生徒の華族と非華族との身分を表出させよう

としたり、海外留学の選抜を華族子弟のみに絞ろうとしたりと、華族子弟のみを優遇しよ

うとする三浦を嫌っていた。皇族の制服には金モールがつけられ、一般の学生との違いが

はっきりと区別ができる服制が作られている。学習院での学生の養成も、嘉納は法文理学

などの学問を修める者を養成したかったが、三浦は軍人のみを育成しようとしているとし

て、嘉納は不満を抱えていた２９３。塩谷温も三浦院長下の中学時代を振り返って「正しく軍

国主義であった２９４」といっている。明治 22(1889)年に公布された大日本帝国憲法では議

会の開設がうたわれているにもかかわらず、とくに政治家の養成については言及される資

料はない。一方で、7月には相変わらず宮内省から軍人養成についての沙汰書が送られてお

り、学習院は学生の士官学校への進学率を向上させるように求められている。 

明治 23年四谷に新校舎が建設されて、学習院は四谷に移転した。また上野公園には小学

科のみの学習院上野分校が開校し、年少の子どもには負担な遠距離の通学を改善するため

の試みであった。しかし、入学者が少なく明治 32(1899)年で廃止され、学習院本体の初等

科に合流した。また明治 25(1892)年に学習院院長になった田中光顕は、学習院別科を大学

科にしている。しかし、帝国大学が講座制となり、帝国大学の教員は各自の講座に集中す

べきだという風潮ができあがっていた。そのため学習院は帝国大学の教員を非常勤講師と

して招聘することが困難となり、大学科を中止することになった。この頃、帝国大学の総

長との相談で、大学科の在学生や高等学科の卒業生の帝国大学の進学の道筋が開いてきた

という２９５。また明治 33 年には、京都帝国大学からの通達で、学習院高等学科卒業の学生

は京都帝国大学の法科・文科の定員に空きがあるときは無試験で入学が可能となり２９６、明

治 36(1903)年には文部省に学習院高等科と高等学校は同等のものだと認められることにな

った。 

明治 27(1894)年には四谷の学習院の校舎本館が地震により損壊し、寄宿舎を教室に転用

して授業を始めた。このことから、学習院の寄宿舎は一時中断する。 

明治 28(1895)には近衛篤麿が学習院院長に就任する。近衛はそれまで華族の就くべき職

業として軍人のみが推奨されてきたが、「外交は平時の国防２９７」であるとして外交官も華

族に推奨されるべき職業だと考えた。そこで、学習院別科を大学科として外交官養成を行

おうとした。しかし、高等学科卒業生で外交官志望の学生も帝国大学の方が外交官試験に
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有利だと帝国大学に進学した２９８。近衛が院長を退任した翌年の明治 38 年に大学科は廃止

されることとなった。 

明治 37(1904)年菊池大麓が学院長に就任した。菊池は貴族院議員であったが、勅選議員

であり、学習院としては初めての華族以外の院長であった。数学者である菊池はイギリス

のケンブリッジ大学に留学しており、大のイギリスびいきであった。学生が校庭で遊ぶの

を見ながらイートン校と学習院を比較していたという２９９。菊池は高等学科が大学の予備校

と化しているといい、教養を深めるようなカリキュラムに改編したいと考えていた。また

教員の選択や待遇についても改善をし、華族学生に重要な品性を育てるために、よい影響

を与える品格のある教員を雇いたいと考えていた。また学生だけでなく、教員も制服を身

に着けることで規律が保たれるとして制服を作った。そして寄宿寮の再開、少人数授業の

実現、約 4 割にのぼる士平民の学生の削減を考えていた。しかし、菊池は高等学科を充実

させ高尚なる普通教育の完成を考えていたにも変わらず、宮内省は学習院の高等学科を廃

止することを検討していた。 

 明治 39(1906)年にはそれまで菊池院長のもと次長を務めた山口鋭之助が院長となった。

この山口院長のときに宮内省により学習院学制が公布されて、そこには学習院高等学科の

廃止が決定されていた。しかし華族の反対もあり、翌年に高等学科の廃止は撤回された。

この学習院高等学科廃止については、後で詳しく述べる。また、学習院と華族女学校が合

併し、学習院女学部ができた。 

 明治 40(1907)年陸軍大将の乃木希典が院長に就任する。明治 41年 8月には中等科と高等

科は目白の新校舎へ移転した。この目白に新築された学習院には学生を収容できる寄宿舎

が設けられた。乃木院長も寮の一室で起臥して、学生と生活を共にした。乃木は学生の礼

儀作法などに留意して直接指導に当たっていた。乃木は知育偏重の教育よりも、高尚な人

格を持つ人物を育てようとしていた。 

そして、大正天皇の時代に入る。明治天皇崩御のさいに殉死した乃木にかわり、大正元

(1912)年には大迫尚敏が就任した。大正 6(1917)年には北条時敬、大正 9年には一戸兵衛が

院長に就任した。北条は数学者であったが、大迫も一戸も軍人であった。大正 7 年には学

習院に評議会が設置された。学習院の重要な事柄について、宮内省および学習院内部だけ

でなく、外部の知識人や華族からの意見を取り入れようとしている。また同年には学習院

女学部が学習院と分離し女子学習院が成立した。大正 10 年には高等学校令の改正により、

大正 11年より学習院高等学科卒業生は高等学校学校高等科生と同様の大学入学資格を得る

ことができた。それまで学習院院高等科卒業生は、大学の学科が定員割れしている場合の

み無試験で入学することができただけで、学科が定員に満ちているときは入学受験をする

資格は与えられていなかった。これ以降は、学習院の学生も大人気のある学科を受験する

資格が得られた。 

学習院内部には文部省下の高等学校と同レベルであると認められても、「気のきいた友人

は一中とか四中とか付属中とかへ行った。目白にいったわれわれには、なんとなく気がき
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かないような思いがあった３００」という。「気のきいた」つまり優秀な生徒はナンバースク

ールとよばれる文部省の官立中学へ行ってしまうという、憧れや取り残されたさみしさと

いうものがうかがえる。宮内省の許可があれば華族の学生は学習院以外の学校に通えたの

で、優秀で家庭の教育意識が高い生徒は官立学校に移動していったのだろう。 

 

 

第 2節 学習院とイギリスの貴族学校の比較 

 

学習院は華族の団体の施設である華族会館において明治 9(1876)年に議論がなされた華

族学校設立案からはじまる。なかでも、立花鑑寛・立花種恭・加納久宜３０１は具体的に建議

書を作成しており、「華族学校設立大意」を表して華族会館に提出している。華族学校設立

大意には以下のように書かれている。華族学校は普通の学校と異なるものではなく、教育

に関するさまざまな書籍などを網羅し、入学するものに完全な教育を授けるところとする。

華族たるものは必ず一つの専門的な学問をおさめて、国家に貢献する人材となるべきであ

る。特に華族は時間も財力もあるのだから、学問を行えば、国家に貢献する人物になるこ

とは難しいことではないだろう。これは英国の貴族の知識が常人よりも卓越していること

からもわかるとある。 

 以上のように、彼らは西洋の貴族学校の調査をして、華族のための学校の設立を促した

が、英国貴族の知識を特に褒める部分から、英国紳士を育てるイギリスの上流階級子弟の

学校であるパブリックスクールを目標としていたことが推測できる。 

 当時の日本の華族の状況は、ヨーロッパの貴族制を持つ国家の中でも、イギリスと重な

る部分が最も大きい。 

山田勝『イギリス貴族－ダンディたちの美学と生活』３０２によれば、イギリスの貴族のみ

が社交界での権力も、政治的な権力も、経済的な力も有していたからである。ドイツにお

いては 1880 年代には 2 万家が何らかの称号を有し、ロシアでも 1858 年までに 60 万人の

貴族が排出され、イタリアには 1906 年の時点で 12,000 人の貴族がいたという３０３。そし

てフランスではフランス革命で貴族制は廃止され、その後ナポレオンにより貴族制は復活

するが、その権力は社交界以外では通用しないものとなり、貴族的な生活ができれば貴族

として通用したという３０４。一方でイギリス貴族は 1880年の時点で 580人、このうち世襲

上院議員は 431 人であった。貴族の数の少なさにはイギリスには大きな革命や動乱がなか

ったこと、国王が容易に貴族の称号を与えなかったことが要因だという。そして、イギリ

スの貴族は大土地所有者が多く、富と権力を両立していたという３０５。 

日本の華族は、明治 16(1883)年の華族家の創設時において、公家や大名などの家のみで

501 家であった。太平洋戦争終結後、昭和 22(1947)年に華族制度が廃止されるときには、

公家や大名などに加わって勲功華族が増え 889 家になっていた３０６。イギリスの貴族と同

じように、華族の数はそれほど多くならず、その称号による名誉は。また華族は貴族院議
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員の大半を占め、政治的権力を有していた。 

イギリスのエリート教育の歴史的研究には安川哲夫の『ジェントルマンと近代教育―＜

学校教育＞の誕生―』３０７があり、これは 17 世紀から 18 世紀までのジェントルマンの教

育論についての言説と上流階級を中心とした学校教育の発展のかかわりについてのイギリ

ス教育史の研究である。安川の研究によれば、かつてイギリスの上流階級は騎士のもとに

見習いに入るなどの徒弟制の教育を受けたが、バラ戦争やスチュアート朝などの国内の混

乱以降、貴族が「領主」ではなく「地主」と化していくなかで、徒弟制での教育は行われ

なくなっていったという。そのかわりに家庭での教育あるいは学校教育が行われるように

なった。当初は家庭教育を行う上流階級が多かったが、18 世紀後半になると多くの上流階

級の子どもが学校に送られた。送られた学校はパブリックスクールといわれるところで、

もともと貴族のために設立されたものではなかった。しかし多額の学費が必要な学校には、

とくに貴族などの上流階級の子どもが集まる傾向にあった。上流階級の子どもたちがとも

に寄宿生活や学習のなかで社会集団の規範を学び、それが公共生活の準備において有用だ

とされた。またこのころ上流階級では政治家として活動することが権力維持に重要なこと

だと認識されていた。そのため、親たちは子どもを政治家にするため、政治的な指導者を

多数輩出した著名なパブリックスクールであるイートン校などに子どもを入学させたがっ

たという。  

またそのように特定のパブリックスクールに上流階級の子どもが集まるようになると、

そこへ子どもを入学させることが慣例化していく。パブリックスクールも上流階級の親の

要求に対応して、名簿上の筆頭に貴族の子どもの名を挙げるなど、貴族の子どもとそのほ

かの子どもの違いを明確に差別化していった３０８。 

また、イギリスの貴族が子どもに学校教育を受けさせた理由に、しかるべき大学に行き、

弁護士や医者などの名誉な職業につかせて、紳士としての生活を送らせようとする狙いが

あった。イギリスの貴族は他の西洋の国々と比べても、貴族が少ない。爵位が与えられる

ことが少なかったことがわかる。しかし、貴族はその家柄を守るために、多産であり、子

どもの数が多かった。長男以外はあまり親からの財産分与を望めなかったので、ヤンガー・

サンとよばれる次男以下は何らかの職業に就く必要があった。なかでも、社会に紳士とし

て認められるために、紳士的な職業とされる弁護士や医者などの職業に就く必要があった。

それらの職業には学校教育が不可欠だったのである。またあまりにも、学校教育での成績

が芳しくない者については、親は子どもを職人や商人の徒弟にして、子どもが独立する際

に大きな支援をして、実業家に仕立て上げることもあった３０９。 

 まず、イギリスの貴族学校ともいえるパブリックスクールの成り立ちは、そもそも貴族

のためではなかった。聖職者の養成のため、あるいは裕福な商人の子弟の教育のための学

校から始まっている。ただし、入学には校長に両親の社会的地位の調査による厳選がおこ

なわれたという３１０。一方で、学習院はもともと日本の貴族である華族の学校として設立さ

れた。一部、華族以外にも入学を認められたが、入学のための書類において家柄の調査が
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されている。また学習院は私立学校のままでは徴兵令で学生が徴兵されることもあり、私

立学校から徴兵猶予のある官立学校へ変化した。その所管は宮内省であった。しかし、イ

ギリスのパブリックスクールはあくまで私立学校であり、条件に当てはまる学校はすべて

パブリックスクールと呼ばれる。各パブリックスクール間には競争意識があった。 

 またパブリックスクールは 10歳程度から入学する学校であり、日本でいう小学校にあた

るときにはプレパラトリースクールという学校に入学する。1850 年代からパブリックスク

ールに入学試験が課されるようになり、パブリックスクールの予備校としてのプレパラト

リースクールの人気が高まったという３１１。学習院は幼稚園から大学入学まで一貫して同じ

学校で学べた。学習院には留年はあったものの、華族は華族就学規則により学習院以外で

の就学は難しかったため入学を断られることはなかった。 

 パブリックスクールとして非常に有名な学校にイートン校がある。明治 43(1910)年に教

育学者の本田増次郎が『イートン学校及び其校風』３１２というイートン校の参観体験記を出

版している。これはイートン校の成り立ちや学校の制度を実際に見学して紹介したもので

ある。 

イートン校の生徒は寄宿生活を送る。1000 人あまりの学生が 40 軒の寄宿舎で生活し、

たいていは 1 人に 1 部屋が与えられ、各寄宿舎には教師である舎監と生活一般を担う寮母

がいたという３１３。学習院には明治 11(1878)年に寄宿舎ができているが、寄宿舎は和風建

築の 1棟のみで、収容人数は 30人ほど、和室 1室に 4人の生徒が生活をしていた。イート

ン校に比べれば学習院の寄宿生活は、プライベートな空間が持てないという面では苦労が

あったと考える。またもともとイギリスの貴族や上流階級は、首都のロンドンではなく、

それぞれが所有する田舎の領地で生活するものである。つまり、あるパブリックスクール

を選択すると、貴族の子どもたちは家からの通学は物理的に困難であり、学校での寄宿生

活は絶対に必要なものだった。一方で学習院は、華族は基本的に東京での生活を求められ

ており、自宅は学習院と同じ東京にあるものが多かった。イートン校では 1 学期に 2 度の

帰宅しか許されていないところ３１４を、学習院では外出時間は決められていたが許可を取れ

ば頻繁に帰宅して外泊することもできた３１５。 

 またイートン校にはファッグ(学僕)という制度があった。本田は上級生が自らのファッグ

である下級生を使用人のように使役しているという。たとえば、ファッグは自分のマスタ

ーである上級生を朝になると起こして顔を洗う水を用意したり、買い物をしたり、お茶を

用意したりというような簡単な用事をこなすのである。そのかわりにマスターもファッグ

が他の上級生にいじめられないように保護し面倒を見る。本田はこのファッグの制度が、

上級生と下級生の親密な連絡をとり、友情をはぐくむ良い制度であるととらえている。学

習院にはおいて、ファッグの存在はなかったと思われる。随筆などでそのような思い出が

語られているのを見たことがないからである。 

 またパブリックスクールでは体罰が伝統的に行われていた。イギリスでは中世において、

他人に仕えることを学ばなければ、よい指導者になれないとして、子どもを里子に出した
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り、騎士などの徒弟にさせたりという教育上の習慣があったという。これはファッグの制

度にもつながっていると考えられる。また、全くの他人のほうが、厳しい躾ができると考

えるのがイギリスの一つの教育観の特徴であるという。そのため厳しい躾、つまり鞭打ち

などの体罰がなされることにたいして、親たちは子どもを心配することはなく「甘やかさ

ない良い方法」３１６ととらえていたようだ。実際にイートン校でも体罰は行われており、特

別な台の上に跪いて臀部を鞭打たれた。ただその痛みよりも、鞭打ちがイートン校で最も

重い刑罰であるという伝統から、そこに威厳が生まれ、鞭打ちに刑罰としての意味が持た

されていると、本田増次郎は感じたようである。しかし、重罰である鞭打ちの処罰を受け

た子どもは同輩の賛美を受けて、ラグビーの試合でトライを決めたような高揚した気持ち

になるということであり、鞭打ちはある意味では名誉な出来事であったようだ３１７。 

 また学習院もイートンも制服を採用していた。制服といってもイートンはシルクハット

に紳士の昼の装いである燕尾服の着用で、学習院は海軍士官の制服をモデルに作ったもの

であった。その制服の採用からイートンは職業にとらわれず紳士を養成するという意思が

表出しているが、学習院では生徒にも教員にも軍服を制服とさせていることから、紳士を

養成するのではなく軍人を養成したいという意思が表出しているように感じられる。 

 学習院とイギリスのパブリックスクールの違いは、その設立の過程が最も大きい違いだ

ろう。パブリックスクールはもともと聖職者の養成のための学校から始まっている。そこ

へ権力者である貴族の子どもたちが入学するようになり、貴族の親たちの要求に対応する

ようにシステムを変化させていった部分がある。しかし、学習院はもともと華族が設立し

た華族のための学校であった。しかし、官立学校に変化した学習院には、国家からの学校

の変化の要請がおこなわれるようになっていった。 

 しかし、子育てについての文化についても類似点もある。日本でも最も古くからの上流

階級であった公家の社会には里子の制度があり、「母親の乳不足や親許に置くと柔弱になる

などの理由から始まったが、京都の公家衆はその子女を岩倉はじめ洛北の村々の農家に養

わせる慣行があった。はじめは縁故に頼ったが、のちに費用をつけた。(引用者略)京都の富

裕な町家でも里子に出す風が広まった３１８」という。恵まれた上流階級の家での養育ではな

く、他人に子どもを預けることで子どもを強く育てようという考え方が日本にもイギリス

と同様にあったようだ。そのような制度の名残か、華族の家では学習院に寄宿舎ができる

以前から、子どもを教師の家や屋敷の外に構えた家などで下宿生活をさせている。また上

流階級であれば子どもの養育は実の両親がおこなわず使用人にゆだねる部分も多かった。 

 

 

第 3節  明治末期の学習院論 

 

 まず学習院について、華族のあいだで大きな問題として取り扱われたのが、元学習院院

長で宮内省大臣の田中光顕による学習院高等科の廃止である。 
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明治38(1905)年6月に学習院高等科廃止の動きがあった際に、華族たちは廃止に反対し、

高等科の存続のために調査委員会と交渉委員会を立ち上げた。華族側の交渉に対して、宮

内省からの返答は「熟考中」との返事のみだったというが、明治 39年 4月に「華族子弟就

学規則」改正が公布され、そこには学習院の学制において高等科の廃止が盛り込まれてい

た。 

学習院の学制改革について、宮内省側からの高等科廃止の理由としては、ひとつには中

等科を卒業後は華族は陸海軍の士官学校に入るべきであるから高等学科は必要ないという

ことである。また、もうひとつが卒業生が少ないので高等学科を置いておくのは経費の無

駄遣いであるということであった。学習院高等学科の卒業生が少ない理由は、明治 31 年以

前は学習院から帝国大学には進学が困難であったために、多くの学生が途中で第一高等中

学校などに移動していったためである。つまり文部省の規則のもとに運営されていない学

習院高等学科には、文部省管轄下の学校に継続して進学するには規則に大きな不備があっ

たということである。 

この高等学科の廃止という一方的な宮内省の決定に、華族側の学習院高等科存続の理由

が述べられた、「学習院学制改革に関する意見書」が作られた。もともと私立学校であった

学習院の設立資金や運営資金には華族からの拠出があったので、宮内省だけの勝手な決定

には華族側にも大きな不満があったと考えられる。 

「学習院学制改革に関する意見書」に述べられた高等科存続理由として 3 点のことがあ

げられる。 

第一は学習院と帝国大学の連絡が断絶し、華族子弟の大学進学が著しく減少するという

ことである。 

第二は学習院中等科の生徒が、他の高等学校の入学試験に不合格になると華族社会が不

幸になるという。なぜなら 10代は多感な時期で誘惑も多く、何度も高校浪人をさせると堕

落する可能性があり、学習院高等科に入れて精神修養をさせるべきだということである。 

第三は普通教育は小中高がそろって完成するのであり、学習院に初等・中等学科のみで、

高等科がないと学習院における高尚なる紳士養成のための普通教育が完成しないというこ

とである。 

華族はこのとき、大学との連携が必要な理由として、高等学科を卒業することで高尚な

普通教育は完成するが、それは気品と常識のある人格を養ったにすぎないという。そして

大学において「高等の学術を究め専門の智識を修め各自の長とする所に従ひ大いに国家に

盡さざるべからず」とある。これは国家に有用な人物になるということは、各自の才能を

伸ばすことのできる大学行き、専門的な技術などを身に着け、それを役立てることが重要

ということである。 

しかし、この意見書では、学習院に大学を完備すべきではないと述べられている。実は

それ以前には、学習院に大学を作る計画もあった。明治 28(1895)年に学習院院長に就任し

た近衛篤麿が華族子弟の外交官への進路について提案していた。そして、欧州の貴族学校
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のように外交官を養成するために、学習院には初等学科から大学まで完備して、一貫した

教育の中で外交官を養成することを考えていた。この意見書でも近衛院長の外交官養成の

案にも触れられていたが、とくに自前の大学は必要ないとしている。その理由としては、

学習院にて大学を完備するには莫大な費用がかかり、優秀な教員を確保することも困難で

あること、大学は普通教育ではなく専門教育(職業教育)なので、華族と一般国民とを区別し

て教育する必要性がないこととしている。ここから、華族たちが華族と一般国民とはまっ

たく異なる社会で生活していると認識していることがわかる。そのために華族には華族の

為だけの教育が必要だと考えているのである。実際に華族には華族のために作られている

法律などがあり、一般の中等教育まで教えられる教育だけでは不足する知識もあったと思

われる。しかし、学習院から名門校である帝国大学へ容易に進学できるという特権を手放

すことは華族にはできなかったということも大きい理由となるはずである。華族の中でエ

リート校である帝国大学に入れた者と入れなかった者、つまり学歴の成功者と落伍者との

区別をされることは、国家的なエリートである華族には耐え難いことだったのかもしれな

い。 

華族が高等科の廃止を大きく問題視していたのは、高等中学浪人という理由が大きいの

だろうと考える。社会的な上層階級としての華族は、高等学校や大学に進学しないわけに

はいかないので、一般の高等学校などに受験で失敗したときの受け皿がなければ、永遠に

受験を繰り返すことになるからである。 

 学習院の高等科廃止については、翌年にふたたび「華族子弟就学規則」の改正が行われ

て、高等科は存続することになった。 

この学習院高等科廃止の一連の動きについては、報知新聞に非常に詳しく報道されてお

り、その論調は学習院高等科の廃止に反対する論調をはっている。当時における一般的な

新聞において、朝日新聞においては、規則が改正されたことのみの報道で、詳しくは報道

されていない。読売新聞には何度かこの件は登場するが、論調は高等科の廃止に賛成をす

る方向である。なぜ報知新聞のみがこれほどまでに、興味をもってこの事柄を報道したか

は不明である。しかし、郵便報知新聞が報知新聞に改題された際に打ち出した大要には、「報

知新聞は尊王尚武の主義を持す。今日以後我国が世界に雄飛せんと欲せば、帝室を尊び軍

隊を敬し、上下相和して尚武の主義を発揮するの道を講ぜざるべからず、報知新聞は、実

に世人と共に此の道を講ぜんとす」とあり、尊王の方向性から、皇室の藩屏である華族の

養成をする学習院を擁護したのだと推測する。 

学習院での華族の子弟の教育は、華族階級の保護である。一定の文化レベルを持つ子弟

が集まっており、華族の子弟が一般社会の悪習などに触れることを阻止し保護することが

できた。そして、もう一つは学歴の保障である。華族子弟には相当の教育をしなければな

らないという華族令の法律があったため、華族は厳しい受験を行わずに高等教育である高

等学校レベルの学歴が必要だったのである。 

 また学習院においてのみ華族の高尚なる普通教育が行われるということは重要な事柄で
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ある。一般の文部省下の学校ではおそらく教育されない事柄があるからである。華族には

華族令という華族のみが束縛される法律があり、華族として正しく生活をするにはそれら

の知識も必要となってくるからである。 

 

 

第 4節 有馬頼寧の学習院論 

(1)有馬頼寧の経歴 

 有馬の経歴は前にも述べているが、ふたたび確認しておきたい。有馬頼寧は明治 17 年

(1884)12 月 17日に旧久留米藩主家の有馬家に生まれた。 

 父は伯爵有馬頼萬、母は岩倉具視五女恒子 であった。母の恒子は頼寧誕生後に別離され

る。4 歳の頃日本橋区蛎殻町の本宅が火事により焼失し、浅草区橋場 の別邸に転居するこ

ととなる。明治23(1890)年秋学習院初等科に入学する。明治29年学習院中等科に進級後は、

教師の家に下宿して教育を受けた。 

明治 36(1903)年 2 月 6 日、有馬は中等科在学中に北白川宮二女貞子と結婚をし、それを

機に橋場の本邸に戻る。同年学習院中等科を卒業、39 年には学習院高等科を卒業し、東京

帝国大学農科大学に入学する。この頃、渋谷町に家を購入し、夫人と子どもを連れて移り

住む。明治 43(1910)年に大学を卒業すると、1年 2か月間の欧米外遊を行う。 

帰国後、明治 44(1911)年から農商務省農務局農政課で、主に地方の産業組合の視察・調

査に携わった。大正 6(1917)年に辞職後は東京帝国大学農科大学付属農業教員養成所で講師

となる。 

さて大正 8年ごろ、有馬は社会事業に熱心に取り組んだ。このきっかけは大正元年頃に、

このころ偶然浅草の同情園を知りあい支援を始めたことにはじまる。またそこのつながり

から、東京市の特殊小学校玉姫小学校との交流を始める。この出会いから、労働者のため

に高等教育を行う信愛中等夜学校を始めるきっかけの一つなっている。大正 6(1915)年に友

人とともに社会問題を勉強する信愛会をつくる。その会員から資金を募り信愛中学は大正 8

年にはじまるが、昭和 6(1931)年に信愛学院が左翼的であるという非難を受けて、有馬は学

校を廃校した。 

信愛中学のみでなく、同愛会という組織で被差別部落を特殊視する心の改善を訴える部

落開放運動や、日本農民組合を組織し小作人の生活向上を図った。地元の浅草周辺の貧民

を助けるだけでなく、全国的に注目される活動を開始した。この活動にはトルストイや河

上肇の著作や、親交のあった賀川豊彦に大いに影響を受けている。有馬が熱心に社会事業

に取り組んだのは、有馬は大学卒業後の明治 39(1910）年の欧米遊学の際に、イギリスにて

ポルトガル国王亡命の写真を見て、日本において天皇制が労働者階級による革命で崩され

た際に自身が属する華族界の人々が血祭りにあげられることを恐れていたためである。天

皇制護持のためには何をすべきかと考えた有馬は社会事業に活路を見出した。下層階級者

の不満を和らげるために社会事業を行い、そして親交を深めることで華族の存在を認めて
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もらおうという考えもあった。しかし、彼が期待していたような結果は簡単に出ないので、

次第に熱意を失っていった。 

大正 7(1918)年 2月 24日に有馬家を継ぐことになった末子の頼義が誕生する。 

大正 13 年 5 月には最後の制限選挙となる第 15 回衆議院議員選挙にかつての久留米藩の

領地であった福岡県第五区 から出馬し当選する。当選後は政友会と行動を共にすることと

なる。昭和 2(1927)年 3 月 21 日に父・有馬頼萬が逝去する。華族廃止や貴族院改革を訴え

ていたため迷いがあったが、襲爵をすることにし衆議院議員を辞任している。 

政界を退いた後は、産業組合中央金庫の監事となり産業組合運動をしていた。昭和 4 年

には貴族院議員として政界復帰した。昭和 7 年には斉藤実内閣の農林政務次官になってい

る。斎藤実は長女静の夫である斎藤斉 の養父である。昭和 12 年第一次近衛文麿内閣農相

を勤めている。経歴から見てもわかるとおり農政が専門であった。 

昭和 15(1940)年、軍部の行動を抑制することが出来なくなっていた政党に、再び政治的

支配力を持たせるために政界の再編成を目指す「新体制運動」に参画し、大政翼賛会の初

代事務総長となる。同時に貴族院議員を辞職する。しかし、大政翼賛会が左傾していると

の批難を受け、また当初の理想から離れて行くために、わずか半年で有馬は近衛により事

務総長の辞任を迫られる。 

 昭和 20(1625)年末、A 級戦犯容疑者として巣鴨拘置所に入所、8 ヶ月後に不起訴となり

出所する。政界復帰の誘いも断り、荻窪で花を育てたり執筆活動をしたり静かに生活する。

昭和 30年、日本中央競馬会理事となる。競馬の重賞レース有馬記念は有馬にちなんで命名

されている。昭和 32(1937)年 1月 10日に逝去している。 

 

 

(2) 有馬の家庭教育と学習院論 

有馬は三男四女の父親であった。明治 36(1903)年 12月 10日長男頼秋が生まれる。38年

4 月には長女静 が誕生する。明治 40 年 2 月 4 日には次男頼春が誕生する。大正元(1912)

年には三女愛子が生まれるが、大正 2 年 7 月には愛子は亡くなる。その 2 年後の大正 4 年

に四女正子が生まれる。 

大正 7(1918)年 2月 24日に有馬家を継ぐことになった末子の頼義が誕生する。 

大正 13(1924)年 9月には長男頼秋が赤痢のために亡くなっている。昭和 21(1946)年 6月

には喘息のために病弱であった次男頼春も亡くなっている。 

有馬は何か夢中になっているとき、例えば社会事業や政治活動、あるいは女性関係など

であるが、そういった時は家族のことを顧みない傾向がある。また、年長の子どもたちが

幼いときにはまだ大学生だった有馬はなかなか家族との時間を大切にすることはなかった。

しかし、子育てについては、精神的な教育のために、自らが関係をしている社会事業の行

事などに子どもを連れていくなどの、社会化教育を行おうとした。 

 また、有馬は学習院論を自ら展開し、少なくとも自身の息子の子育てについては学習院
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での教育には否定的だった。 

有馬は大正 10(1921)年に『太陽』で発表した「学習院論」３１９で、宮内省が多額の費用

を出して学習院を運営することは経費の無駄であること、華族の特別待遇は一般の人々に

反感を買いそれが皇室への反感につながりかねないこと、華族のうちから優秀な人間を育

てるために一般の子どもと同じ環境で教育をすることなどの理由から、華族の子どもが学

習院で特別に教育を受けることを否定した。しかし、学習院が存続するのであれば、一般

に開放して優秀なものを集め、大学を設置して給与や研究費を与え、基礎的な学問である

哲学・科学・文芸などの学問を追究する研究機関にするべきだと言っている。 

有馬がこの学習院論を書いたころ、長男の頼秋は華族の子どもに求められた軍人として

の道へ進むことを断念した。次男頼春は華族子弟も集まったカトリック男子修道会のミッ

ション系の寄宿学校である暁星学園へ進んでいた。この二人の進学については、どれほど

有馬の意向がかかわっていたかは資料がなく不明である。しかし、頼春の進学については、

学習院とも大きな違いのないような上流階級の子弟が集まる私立中学に入学させているこ

とから、それなりに有馬の意向がかかわっていたと推測できる。 

有馬自身は、息子たちは学習院初等科までは通わせたが、学習院中等科への進学はさせ

なかった。長男は陸軍幼年学校から士官学校に入るが中退し上智大学(専門学校)へ、次男は

暁星学園から東京外国語学校伊語部法科でイタリア語とその法律を学んだ。しかしながら、

長男は学生のまま死亡し、次男は横浜正金銀行に勤めるも幼少期からの呼吸器疾患で療養

生活を送ることになる。長男次男の二人は体の問題もあり、社会に出て多大な活躍するこ

とはなかった。 

有馬が期待を寄せたのは三男の頼義である。頼義は有馬の理想から一般の優秀な人物と

競争すべく中学から学習院ではなく成蹊学園へに進むが、怠学で中退した。そして、次に

早稲田第一高等学院に入るが、雑誌に文章を投稿して原稿料をもらったことが校則違反だ

と問題になり、教師と対立し中退している。 

頼義の教育について、有馬の学習院観とともに詳しく見ていきたい。 

大正 13(1924)年春に三男頼義は学習院初等科に入学した。有馬自身は頼義を学習院以外

の学校へ入れたかったが貞子の希望で実現しなかった。中学からは別の学校に入れる心積

もりであることを頼義の初等科入学前から日記に書いている３２０。昭和 7年に頼義は有馬の

願いで中高一貫の成蹊学園と進むが、頼義は中退してしまった。そのことについて後に随

筆で、中等科の試験を受けさせたとき、教師に頼義は父親の犠牲になるといわれ、実際に

その通りになってしまって、もし頼義はそのまま学習院にいれば大学に行き学士になれた

かもしれないと語っている３２１。 

昭和 10(1935)年になると有馬は頼義が学校を休むようになったために悩んでいる。有馬

は上層の子が不良になるのは子育てが他人任せであるという人がいるが、子どもが不良に

なるのは家や親のせいである。何故なら学校で教える理想と実際の家に相異があるからで

ある。例えば、親に感謝するようにいわれるが、親が働いて収入を得ているわけではなく、
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昔からの財産で生活しているために、子どもは親に感謝する気持ちが乏しい。上層の子が

家から出て、他の家で質素な生活をするのはいい社会勉強になるという３２２。 

しかし、有馬は頼義を学生たちが共同生活をする塾などに入れなかった。その後、頼義

は教師と対立し放校処分になり、早稲田第一高等学院に入学したがまじめに学校に通わな

かった。それについて、有馬は「子供の時からの教育を誤つたと思ふ。他人に頼むべきで

あった３２３」とあり、つまり頼義を私塾などに入れ、教師などのもとで下宿生活をさせるべ

きであったといっているのである。 

 有馬としては、学習院を反対したのは、プロレタリア革命を警戒してのものである。有

馬は学習院だけでなく、華族廃止論などで華族という階級そのものの存在も否定していた。

有馬は学生時代にかつてのポルトガルの王族が、民衆に王族という地位から引きずりおろ

され、みじめな生活を強いられていると知った。その経験は非常に鮮烈だったようだ。有

馬は青年になると華族の存在価値を、ノブレス・オブリージュに求め、社会事業を展開す

ることで民衆と上流階級のつながりを持たせ、心情的な融和を目指そうとしていた。実際

に貧民の生活支援の後援をしたり、貧民のための特殊小学校の支援をしたり、夜間学校の

信愛学校を作ったりと社会事業を行っている。有馬は上流階級に大きな不満を抱えた労働

者たちの手で市民革命が実行されて、急激に華族や皇族の地位を失墜させないようにと、

労働者にとっての華族の存在価値を向上させるために社会事業を行った。 

また、華族がなくなっても、生き抜いていける力を持つ子どもに育てるためには、華族

社会につかりきった学習院ではなく、一般のエリート層の子どもも通う学校において、一

般社会を感じることのできる環境の学校を選んだのだと推測できる。 

有馬が華族を否定し、学習院を否定したかのようにとれる論調を張ったのは、世の中を

驚かせ自分の発言に人々を注目させるためのひとつの手段だったのだろう。有馬の発言は

実際には、華族や学習院を否定しきるものではなかったし、華族の廃止を訴えながら父の

死後は襲爵してしまう。また有馬は娘たちを実業家などの新しいエリート層に嫁がせるこ

とも全く考えていなかった。非常に強い信念をもっての華族や学習院の廃止論ということ

ではなかったのだ。有馬の学習院論は、学習院を廃止するべきという発言だけでなく、存

続する方法についても述べられている。つまり、有馬は学習院という教育機関も一般社会

に貢献する教育機関になるように促しているのである。有馬は華族により設立され国費も

投入されていた学習院が、華族以外の国民にも広く門戸を開放し、基礎学問の研究・教育

機関として社会に貢献することが必要と考えていた。なぜなら、華族と国民がともに学ぶ

ことで実際に友情などをはぐくみ、また社会貢献する教育機関の創立にかかわった華族と

して国民に尊敬され、国民と華族の心的な融和がはかれると考えたからだろう。 
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第 5節 水野直の家庭教育と学習院観 

(1)水野直の経歴 

水野直は大学を卒業して死ぬまでの 27年間貴族院議員として活躍し、貴族院内の子爵議

員を中心に組織された最大政治会派である研究会の重鎮であった。水野は明治 12(1879)年

に男爵水野忠幹(旧紀州新宮藩主家)の五男として誕生した。明治 17(1884)年子爵水野忠愛

(旧下総結城藩主家)の死亡により、結城水野家の養子となり家督を継ぐことになる。これは

水野家の親戚のなかで、忠幹のみが男子を複数得ていたことから、直が養子として選ばれ

た。明治 18年学習院初等科に入学した直は、翌年生家の新宮水野家を出て結城水野家に入

り、忠愛の未亡人窈子(好子)のもとで養育されることとなった。明治 19(1889)年に窈子とと

もに窈子の実家である伯爵大給恒(旧信濃田野口(竜岡)藩主家、窈子の兄)の屋敷に移ること

になった。明治 29(1896)年に養母である窈子が死去すると、水野は大給家から出て生活す

ることとなり、同年学習院中等科を卒業し高等科に入り、明治 32(1899)年には東京帝国大

学法科大学に入学した。大学在学中の明治 35 年に子爵水野忠敬(旧上総菊間藩主家)の三女

貞子と結婚し、翌年に卒業、そして明治 37 年には貴族院議員に初当選し、政治家としての

道を進むこととなった。 

 水野の幼少期を明らかにする史料がないので、水野自身がどのような家庭教育を受けて

いたかは不明な部分が多い。しかし、学齢期の資料は、早逝した水野の思い出を語った追

悼文集などに残っており、学習院での学生生活の様子がわかる。 

 水野は子供時代から太っており、あだ名はお尻が大きいことから「軍鶏」であったとい

う。中学時代の成績は真ん中程度であり、苦手なことは器械体操と乗馬であった。乗馬が

苦手な水野はおとなしい馬を選んで乗っていたようである。得意なことは水泳の遠泳だっ

た。家庭では習い事として、関口流柔術を稽古した。 

高校時代は一部の同級生が第一高等学校に進んだが、水野は学習院の高等科にそのまま

進んだ。当時の院長であった近衛篤麿は、学習院に独自に大学まで設置し、外交官を養成

しようと計画していた。水野は高校時代にはぐんぐんと成績が上位に上がり、授業の武課

も真面目に取り組んだ模範学生であったという。大学は東京帝国大学法科大学に入学した。 

 水野の性格としては、神経質で心配性な点が特徴であろう。定期試験の際には「大変だ。

今度は駄目です」といって落第を非常に恐れ、学科の異なる友人で後に東大教授となる塩

谷温に試験の解答の採点をさせ「及第は間違ひなかろう」３２４と言わせて安心を得ていた。

また、勉強中に女中などが雨戸の開け閉めで不快な音を立てると非常に機嫌が悪くなり、

使用人は気を使って仕事をしていたという３２５。 

 その後、明治 36(1903)年に大学を卒業して、翌年には貴族院議員に初当選するのだが、

当時水野には政治に対する深い興味がなく、友人の勧めで選んだ進路だったようだ。水野

直の死後におこなわれた水野直の供養追悼の座談会において、学習院の同級であった松平 

恒雄は以下のように語った。 
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  それは恰度大学を出られる前に私の所へ相談に来られたのです。そうしてどうしたら

よいだろうかといふような相談があつたが、あなたは高等文官試験を受けずに、寧ろ

貴族院に入つて政治をやられた方がよいだろうといふ忠告をしておいたのですがね。

その頃までは、そういふ――後で政治でやられたようなことに対する趣味はなかつた

ようですが、但し文官試験を受けても通るか、通らんかわからんし、まあそれで引かゝ

つてしまつても何だから、安全な方法で行つたらよいといふような気持ちもあつて勧

めたのです３２６。 

 

 また、松平恒雄の「初めから政治をいふような気持ちもあまりなかったね３２７」という言

葉を受けて、学習院の同級で漢学者の塩谷温も「そうですね３２８」といっているように大学

卒業後すぐに政治家になるという考えはなかったようだ。しかし、貴族院に当選したのち、

院内の主要な政治会派である研究会に所属し、大正期には研究会の中心的人物として活躍

した。そして、当初は政治家になるという強い願望もなかったにもかかわらず、家庭生活

を営む暇もないほど政治家の仕事に没頭していった。 

 

 

(2) 水野直の家庭教育 

水野は三男三女の父親であった。明治 37(1904)年長男勝邦(幼名、邦)、明治 40年長女廉

子、明治 43 年次男博、大正 3(1914)年次女俶江、大正 6 年三男顯、大正 8 年三女彌穂子が

生まれた。ただ彌穂子は妻の貞子との間にできた娘ではなく、水野とらゑという女性との

間にできた庶子のようである３２９。 

水野と子供たちの関係は、女中たちの思い出話から水野が子どもたちにとって親しみや

すい父親ではなかったことがわかる。 

 

お子様方が殿様をお怖がりになったのは、殿様が餘りに御気六ヶ敷しかつたからで 

御座いませう。それこそ「かたり」と音をさしても御嫌がりになる３３０。 

 

水野があまりに神経質な性格の為であった。水野は小さな物音に敏感であり、雨戸の開

け閉めについても不機嫌になるほどであった。女中たちによればとくに「キュッキュッと

云う音をお嫌ひ３３１」であった。そのため、子どもたちは三輪車を持っていたが、父親の在

宅中は庭で三輪車に乗って遊ぶことはできなかった。 

また子どもが目上の人に会う時には袴を着けさせ、自分も子供と対面する場合はきちん

とした格好をするなど、礼儀やマナーにも厳しかったようである。勝邦にはサダというお

付きの女中がいたようである。食事のマナーも厳しかったようで、お魚はひっくり返さな

い、かまぼこには丸い歯型はつけないなどから、「おいしい」や「まずい」ということも言

わないなどがあったようだ３３２。 
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しかし、大正 7(1918)年に次女の俶江を喪うことで水野には変化があらわれた。俶江はも

ともと病弱だったようだが、亡くなる際は三日三晩付きっ切りで、病人に触ると看護婦に

言われるほど俶江の名前を呼んでいたという。それ以降は、子どもたちに対する態度が穏

和になり、子どもを叱る回数が減ったという３３３。水野は神経質な性格から子どもには恐れ

られていたようだ。しかし、水野は子どもが嫌いだったわけではなく、つねに子どもたち

のことを心配していた。子どもの少しの腹痛や風邪についても子どもが死ぬのではないか

と非常に心配した様子で友人に話し、北海道旅行に行く際には熊が出るので危ないのでは

ないかと心配し、子どもが木に登れば落ちるのではないかと心配したという。また、娘の

結婚相手である平松牛郎が飛行家なので、飛行機の音がすると飛行機が落ちないかに心配

をしていた３３４。 

子どもにとって水野はどのような存在だったか、水野と最も長く過ごした長男の勝邦は

以下のように述べる。 

 

 晩年自分は尚学生生活を終つて居らず、平常朝は早く学校へ出かけ、夜は未だ父の帰

らない内に寝につくので殆んど顔を見なかつた。話をしたことも一年を通じて指折り

数へる程であった３３５。 

 

勝邦は水野が 51歳という若さで亡くなり、あまり親子の時間を持てずにいたために、父

の友人などから話を聞いて父の事を知りたくなったという。水野の友人などを招いて座談

会を開き、父親の思い出を語ってもらう機会を設けた。その際に勝邦は「私共は父と言ふ

のは子供の気持ちで、唯怖い、むづかしい、親父という気持ちしか持てなかった３３６」とい

う。勝邦が非常に神経質だった水野にたいして、難しい性格の人間であると感じていたこ

とがわかる。また水野が亡くなった際に、末娘の彌穂子はまだ小学二年生だった。父親に

ついて「うち覚えていない。通算したら一週間も会っているかどうか。朝はおふとんの所

でいって参ります。夜はお帰りにならないから、通算し一週間位で、覚えていない３３７」と

いう。このように、彌穂子は生まれてから約 8 年間に父親と直接対峙した時間が通算して

七日間程度しかないような気がするといい、彼女には父親との思い出がほとんどないこと

がわかる。そして、多忙な父親と比較して「松平家のおじさま、おばさま(保雄モリオさま、

進子ユキコさま)はとても気さくでやさしかった、いつもどこかに連れて行ってくださって

うれしかった３３８」と勝邦は話したという。おそらく、子どもたちには、父親を恐れながら

も、にこやかに一緒に遊んでほしいという思いはあったのではないかと考える。しかし水

野親子は互いを理解できるほどに時間を共有して、親子の関係を深めるようなことがあま

りなかったこともうかがえる。 

水野はさまざまところに政治会合用の家を構えており、また夜も「11 時過ぎでなければ

本当ぢゃない３３９」と言って深夜 12時前には帰宅することはなかったようで、夜間活動が

盛んだった。妻の貞子は帰宅時間が遅い事について、「もう私なんか兄妹だと思って居りま
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す。兄妹なら不平が出ませんから」といっており、妻としての水野との生活の大変さが伝

わってくる。 

 このように、実際に子どもたちの起きている時間には家におらず、子どもたちからもほ

とんど会話がなかったと言われる水野であるが、水野が残した日記には家族についての記

述は比較的多い。それは家族の外出先あるいは体調不良の様子などについての簡単な記述

がばかりであるが、政治家として忙しい日々を送りながら、子どもや夫人の毎日の様子を

気にかけていることは非常によくわかる。ほぼ毎日日記をつけていた 大正 5(1918)年と大

正 6(1919)年では、大正 6年には 63日、大正 7年には 109日にもわたって、家族に関する

事柄を日記に書いている。その記述のほとんどは外出の動向である。しかし、長男の誕生

祝をおこなったり、子どもの卒業式や入学式に参加したり、学習院初等科の父兄懇話会に

行ったりしたことも簡単ではあるが書かれており、子どもに関する行事を大切に考えてい

たことも読み取れた。 

 また、子どもの学業にも配慮している。長男勝邦は大正 6 年に学習院の中等学科に入学

している。この当時の学習院は中等学科以上は原則寄宿寮に入寮しなくてはならなかった。

しかし、勝邦は泌尿器系の疾患を抱えていたようで、自宅通学の許可を求めるために水野

は 3 月下旬から 4 月の中旬にかけて何度も学習院を訪れて相談しているようすがある。こ

のとき、4月 8日勝邦同伴で寄宿寮に入寮についての話をしに行ったときの、教員との話し

合いの内容が、普段の日記に見られる簡易的な記述ではなく、比較的詳しく書き留められ

ている。「秋月氏曰く入寮の規則なり、入寮に堪はざる学生か学習院に入学するの理なし体

格検査の上入学を許可すればなり」といわれて、寮の副監督者からも病気であっても寄宿

寮に入っても医者にかかることはできるといわれたと書かれている。このことから、この

対応について水野は何か深く考えるところがあったのだと推測できる。結局、4 月 20 日に

は勝邦には通学での学校生活が許可されている。 

また勝邦は学習院中等学科に入ったが、何らかの病気で 5月中は鎌倉で療養をしており、

夏休み前まではあまり登校をしていないようすである。そのため、学業に支障をきたした

のか、7月 17日に水野は勝邦の成績のことで学習院に呼び出されている。すでに 7月 1 日

に勝邦が英語の教師から補充を受けているようすがある。また夏休み中には英語の教師の

もとに通わせて勉強をさせている。10 月 7 日には旧藩地結城出身の小川かめにより英語の

復習をおこなっている。また勝邦は絵が好きで、絵の家庭教師が家に来ていたという３４０。 

水野の家庭教育の相談相手になっていたのが学生時代からの友人であり、学習院で教員

を務めたことがある塩谷温であった。 

 父親としての、水野には子どもについて自らの手でもって養育をするということはなか

った。また子どもたちからは、その病気３４１ともいえる神経質さや心配性な面から、気難し

く怖い父親として認識されていた。そして、夢中になって政治家としての仕事をしていた

ために、家族との時間も大切にはしていなかったようだ。しかし、仕事で多忙な中、つね

に子どものことを心にかけていたことは分かる。また水野は家庭内の日常生活においては
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子どもたちと関わらない生活だったようだが、子どもたちの学校との問題の折衝などにお

いては、妻などに任せることはせずに自らの手で行っている。 

子どもたちがどのような大人に成長して欲しいか、具体的に述べているものがないが、

妻に子どもにお金を残すと悪い事をするからお金は残さないと言っていた。水野自身も結

城水野家は大名といえども 1 万石ほどの規模であり貧乏華族であったし、家の借金を相続

しており金銭的に恵まれた方ではなかった。子どもたちには、裕福なことが理由で人生の

道を踏み外してほしくないと思っていたのだろう。 

成長後の息子たちであるが、長男勝邦は東京大学支那文科を卒業後、衆院議員の長島隆

二の二女で桂太郎の孫である加壽子と結婚する。そののち貴族院議員となり、戦後は研究

者として貴族院史について研究を行った。二男の博は神戸商業大学を卒業後、松竹株式会

社社長の大谷竹次郎の秘書となり、大谷の娘トシ子に婿入りし、松竹において役員を務め

ている。三男は朝日生命保険相互会社の前身である帝国生命保険株式会社の役員である小

田川芳朗の養子となっている。水野の子どもたちは、長男以外は華族界に直接関わる姻戚

関係を結んでおらず、二男と三男は金銭的に苦労の心配がないような実業界のエリートの

家に養子に入っている。 

 

 

(3) 水野直の学習院観 

学習院の教員であった大森金五郎によれば水野は明治 39(1906)年の高等学科廃止の撤回

を求める活動にかかわっていたようだ。 

 

 明治三十七年から四十年頃までは学習院にあたっては変遷の多い時期であって、院長

は菊池院長、山口院長を経て乃木院長に及んで居る。此の際の学制の改革などがあり、

(一時学習院は大学科の廃止と共に高等学科も廃され、中等学科、初等学科のみの学校

とならんとした) 学習院の将来の為に水野君等が尽くされた努力は一通りではなく、又

その効果も掾の下の力持ち的であったにせよ顕著なる者
[ママ]

があったのである。ズット後

には大正八年十二月十六日に学習院御用掛(勅任待遇)を仰付けられ翌九年六月五日に

之を免ぜられた３４２。 

 

上の様に、大森が学習院の将来のため掾の下の力持ちとして尽くしたといっていること

から、まだ貴族院議員としては駆け出しだった水野は、諸先輩の高等学科廃止の撤回の活

動を影ながら支援したのだと推測できる。 

また学習院評議会委員や学習院御用掛となったときには、学習院の会議の資料の多くを

大切に保管している。水野直関係文書のなかの学習院関係の資料を見ていくと、どうやら

会議のメモを手帳にとったあと、原稿用紙に書き起こしている。しかし、水野においては

水野独自の学習院論といえるほど、自身の言葉で学習院について語っている原稿などの資
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料はない。しかし、水野が残した学習院に関する資料から、水野が学習院について何を思

っていたか明らかにすることはできる。 

水野自身がレポート用紙に書き残したメモに次のような箇条書きを見つけた。 

 

  (一)皇室の御施設に華族の感激する事 

(二)華族の自己の指定を訓育するは皇室に対する任務と同様 

一、院長の代る度□に教員間に動揺を来す事 優良の教員が他の安神の地位に去る

事、学習院内に於て安神の地位を求むるは連合力を作る事 

一、父兄保証人は教員に対し弱者なり自己子弟に対する愛情の為め其欠点とする所

を正直に述ぶるの勇気なし 

一、学校の教育上の理想は高尚なり其高尚なる理想を家庭に於て解し得ず、仮令之

を解しても応ずるの力なし 

英語発音上の注意  数学 授業開始其他学校部会宜し□時より 寒稽古の時

より 休み中の宿題 博物標本 

一、教員は殊に寮長等は華族の子弟の自己の子弟と同様なる愛情を要求す 解力弱

き子供は父母一層之か心配を為すの理をさとるべし 

一、初等学科教員間に於ける競争の害――学生の負担が増加 

一、初等は中等科より圧迫を受く 

一、初等科に於ては院長更迭の為め免職なし 中等科以上に多し 初等科教員安心

と教育の効果 

一、華族と士平民のとの割合の制限 

一、華族の子弟は他の学校より転学随意ならしむる事 …華族の地方居住問題 

一、開放主義は仮に可なりとするも 華族の力内と光実し居らざる中に却て圧迫を

□□危険なり華族□□力 

学生として士平民と接触するよりも人格を作り上げて后各種の階級と接し之を

感化するが可なり況や士平民中華族に近き者にのみ接□□□ 

    人格教育を学習院より終り場合によりては私立専門学校に入るも可なり 

一、大学を作らざる時は動もすれば豫備教育に依り慮あり 

一、華族の子弟にして京都其他大学に入学し危険時期に三年より父母の膝下及び□

□の□□より遠か□□□如何 

京都学費(□□千円)卒業までの年限 品行 

一、歴代院長の大学案及び施設の結果を研究 

一、高等科学生を□め□さる理由  小学生来の連合力 教員の新任 其方針異な

る点(強制、自発) 

教員は□の人望を高等科学生によりて□しとす―輔仁会副会長 教員間の居合

悪しき点最も明瞭に□るは高等科なり 
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鈴木定次アキ夫人か未□人と自由□□ 

一、生徒に余裕を与ふるなり 同級生相談し□の時□ 

一、徳育に礼式を重ずるなり 修身論の不可 □し□□ある人を招く事 中等科修 

身書難解 

一、一芸に秀たる者先生□べからず―英語 

一、小学にて粘土細工の如き其効力なし寧ろ珠算 小学の□□ 通学と始業時より 

一、読本、書籍にてする改良 

一、家庭教師なくては小学教員の出来伝る方□ 

一、小学と中学の連絡 ある年限より寮監の主任に伝ざるか 

一、体育―寒稽古          一、小学入学者制限(華族教育の本義を定めたる以上) 

一、寮監制度の改良     一、一科目二科目により一ヶ年を□□せしたる理由□□ 

一、華族団体との連絡   一、不良学生の□□ 

一、出身者との連絡――輔仁会 

一、諮問会 

一、制服 

一、経費 授業料 

一、試□ 欠席者に対する割引制度 

一、三浦院長当時の学制改革と同様―上奏御裁可 

一、七年制度にて元則となれ□んや 

一、東北大学に文法の□□様な大学なり 

一、従来大学制失敗す□調査 

 

このメモは字が細かく判読できない部分も多数ある３４３。しかし、簡単にではあるが非常

に多くの学習院の改良点が書き連ねてある。メモの中から「華族と士平民の割合の制限」

とおそらく士平民についての「小学入学者制限(華族教育の本義を定めたる以上)」と類似す

る項目が挙げられており、水野が多数の士平民が学習院に入学することは問題であると感

じていたことがわかる。また「華族の団体との連絡」や「出身者との連絡―輔仁会」とあ

るように、学習院を華族社会の支援で盛り立てていこうとすることや、また学習院自体に

華族の交流を深める役割を持たせようとしていたことがうかがえる。 

 また水野の心配性な性格が、子育てにたいしても発揮されていたことがこのメモからも

読み取れる。「父兄保証人は教員に対し弱者なり自己子弟に対する愛情の為め其欠点とする

所を正直に述ぶるの勇気なし」とあり、親が子どもを愛するがために教員には子どもの短

所を正直に言うことができないということである。また、「教員は殊に寮長等は華族の子弟

の自己の子弟と同様なる愛情を要求す 解力弱き子供は父母一層之か心配を為すの理をさ

とるべし」とあり、賢くない子どもがいる親はいつも心配しており、教員は子どもを愛情

をもって大切に指導してほしいということである。また、子どもが東京帝国大学以外の地
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方の大学に進学して親元を離れるということは、適時に生活態度を監督することが不可能

となることであり、品行などに問題が出ないか心配している。これらの記述は学習院御用

掛の仕事として制度や規則の改善というよりも、水野の子どもへの愛情のある親としての、

学習院への要望であると思われる。 

水野が学習院の仕事に力を注いであたっていたことについて蜂須賀正韶が以下のように

語っている。 

 

本来の水野さんのお考えでは有爵階級は必ずしも同会派でなくいても親密な関係に居

りたいといふのが御本旨であったと私は心得て居ります。従って其の以前に学習院の

ことなどにも色々と御心配になったことを承って承知して居りますが、これはまづ華

族の子弟の教育夫より又進んでは政治方面に於ても華族の諸君の一人でも多く成功さ

れんことを祈られたからです。３４４ 

 

 蜂須賀は水野が学習院にかかわっていたことは、華族が学習院で教育を受け優秀な政治

家として活躍することが水野の願いだったからだといっている。これは水野の胸中では学

習院の意味づけが、貴族院議員の養成学校という意味が第一義であったということである。

当然、貴族院議員として団結するには、同一学校出身という親近感や華族同士のコネクシ

ョンを形成していく要素として存在することだろう。そして華族の人々の社会的な成功を

願っていたことがわかる。 

 

 

第 6節 有馬頼寧と水野直にとっての学習院 

 

水野も有馬も学習院ができるだけ陸海軍の士官学校に送り込みたいと考えていた時代に

学習院の学生だった。しかし、士官学校はあまり人気のある進学先とはいえなかったよう

だ。宮内省は学習院高等学科を廃止することで、士官学校への入学者を増やそうと考えて

いた。 

水野と有馬の学習院についての言動の根本にあるのは、華族階級の人々の幸せである。 

水野は華族社会の安定のために、貴族院議員として政治的にかかわって国家を良い方向

に導き、華族が政治的に社会に貢献することが大切だを考えていた。そのために、よい貴

族院議員となる人物を養成したいと考えていた。華族の職業としては、軍人や外交官以外

にも貴族院議員という職業もまた重要なもののひとつである。公侯爵であれば、年齢に達

すれば自動的に貴族院議員となれるので、議員たる資質を学校で養成しておかなければな

らないということは実際に重要なことだったはずである。また貴族院を円滑に運営してい

くにも、華族社会が一致団結できる友情関係をはぐくむことが大切であると考え、その友

情を築く場所として学習院を考えていた。華族の将来のための教育をする学校として、華
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族の子弟の一致団結の中に多くの士平民の生徒がいること望ましくないと考え、士平民の

入学の制限を考えていた。 

一方、有馬は華族の幸せを願い、急激に華族の地位が貶められる危険のあるプロレタリ

ア革命の発生を予防するために華族が社会貢献をするべきだと考えた。華族のための学校

を平民にも広く開放して、基礎学問の研究の中心に発展させることが華族社会全体での社

会事業となり、平民からの特権階級への不満の抑制になると考えていた。 

華族社会の安定のために、華族間の一致団結を求めたのが水野であり、華族と士平民の

友情などによる心の融合を求めたのが有馬であった。互いに方向性は真逆であったが、華

族社会の安定という最終目的は同一であった。水野も有馬も互いにその目的を果たすため

の道具の一つとして学習院の利用を考えていた。 

次に水野と有馬の父親としての学習院および学校教育とのかかわりである。水野直も有

馬頼寧も学歴は学習院と東京帝国大学のみであり、初等学科から高等学科まで学習院に在

籍した。 

有馬は華族と一般国民の心理面の融和をさせたいという理想のために、息子は一般の学

校で学ばせ友情をはぐくみその中で切磋琢磨させてようとして学習院に通わせようとしな

かった。初等学科については妻の反対を受けて譲歩しているが、中学校からは息子を他の

学校に送り出している。また嗣子である頼義が学校で問題を起こしたことについては、夫

人の貞子にはほとんど事実が知らされなかったということもある。このことから有馬家に

おいては、父親である有馬に学校選択の決定権が与えられており、子どもの学校での問題

についても妻に相談もせずに有馬のみが取り扱えばよい事柄としていたことがわかる。 

水野は学習院以外には子どもを通学させなかった。学習院以外の学校選択をしなかった

理由というのは資料がないために不明である。水野の場合は子どもを学習院に入れるとい

う考えはあまりなかったようで、病気を抱えた長男勝邦を全寮制だった学習院中等学科に

通学許可での入学をさせようと努力している。学校と学習院にかかわる仕事をしていたと

いう理由もある可能性もあるが、子どものかかえる問題と学校との折り合いをつけるため

に、学校に赴いて交渉を行うなどしている。また親しい友人であり教育者でもある塩谷温

には子どもの教育についての相談をしている様子もある。 

また有馬の友人である岡部長景も子どもを中学校からは学習院には通わせず、学習院初

等科卒業後は東京高等学校に入れている。岡部がどのような理由から子どもを東京高等学

校に入れたかは不明であるが、有馬の場合とは少し異なるはずである。なぜなら有馬は私

立の学校に入れているが、岡部は東京高等学校という優秀な公立学校に入学させている。

もともと長衡が優秀だった可能性もあるが、それなりに受験のための努力もさせているは

ずである。そして、息子が進路を工学士から軍人へ変えようと悩んだ際には相談にのり、

元からの目標であった工学士の方向へ戻すように説得していた。 

また勲功華族であった阪谷家は子どもをいずれも学習院に入れずに、東京高等師範学校

附属中学から第二高等学校あるいは東京府立第六中学校から第一高等学校に入れている。
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東京師範学校附属から第一高等学校あるいは第二高等学校に入れることは、阪谷家の姻戚

である渋沢家や穂積家がとった学校選択に則っている。阪谷希一においては息子の学校選

択については、一時の中国赴任の影響からか、中学は東京師範学校附属ではなく東京府立

第六中学となっている。しかし、希一自らのリベンジのためか長男芳直には第一高等学校

から東京帝国大学に進学しなけらばならないと言い聞かせており、大いに進路の舵取りの

役割を果たしていた。 

これらの事例から見えてくるのは、進路の決定権を持っていたのは父親であったという

ことである。また子どもの学校での問題においては、学校と話し合いなどをして、始末す

るのは父親の役割であったことも読み取ることができる。 
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第 7章 国民の模範としての華族の家庭教育 

第 1節『家庭の模範』に登場した華族の家庭教育 

 

明治 38(1905)年に『家庭の模範』３４５という書物が刊行された。その序文には、華族を

はじめとする上流階級の家庭生活が中流階級の家庭生活モデルとして役立つとある。この

本において鍋島侯爵家、岡部子爵家、加納子爵家の大名華族三家の家庭生活が紹介された。

なぜ、彼らが模範的な家族として注目されたのか、一般的な華族の生活ぶりとの比較や、

新中間層の生活と比較しつつ分析したい。そうすることによって 20世紀初頭における日本

社会が家庭教育に何を期待したのか考える手がかりとしたい。 

『家庭の模範』は女性向け総合教養雑誌である『女学世界』３４６に中村鉿子３４７によって

連載された「貴婦人の嗜好
こ の み

」をまとめたものである。『女学世界』は明治 34(1901)年から大

正 14(1925)年に博文館から刊行され、読者層としては中等教育を受けた女性をターゲット

にしていた。「貴婦人の嗜好」が掲載されていた当時 2 万部ほど発行されていたといわれ、

商業的に成功した明治期の女性誌のひとつだった３４８。 

「貴婦人の嗜好」の記者は中村鈴子となっているが、雑誌記事と単行本の内容がほぼ同

じであるので、『家庭の模範』と同一筆者であると言える。記事は中村が上流家庭に取材に

行き、夫人の日々の生活や育児についてインタビューし、またその家庭の様子などのイラ

ストをつけたものである。また雑誌の巻頭グラビアには取材先の家族写真が載ることもあ

った。単行本化の際に、雑誌記事にあったイラストや写真は削除されている。当時の雑誌

『ガリバー』や『太陽』は売上向上のために、皇室や華族のグラビアを利用していた３４９。

また明治天皇妃昭憲皇后は、その行動や肖像が国民に報道されることで、国家的に良妻賢

母を推進するプロパガンダとなっていたという３５０。 

「貴婦人の嗜好」の連載は明治 36(1903）年 7月の『女学世界』第 3巻 9号から始まっ

た。第 1回の記事は雑誌の約 200頁中 143 頁からと後ろのほうの掲載だったが、第 2回に

は 65頁から、第 3回には 11頁からとなり、また表紙にも連載名が載るようになった。「貴

婦人の嗜好」は連載が始まってすぐに人気が出たか、あるいは編集部の力の入った連載だ

ったと推測することができる。しかし連載当時『女学世界』には読者欄がなかったので実

際に読者がこれらの記事をどう捉えていたかは不明である３５１。連載当初は学者や政治家の

妻、大名華族、勲功家族の妻、女性教育者の記事であった。しかし、日露戦争勃発後から

しばらく軍人の家庭への取材のみとなり、題名も一時「軍人家庭」に変更された。明治 37

年(1904)12 月まで連載が続き、明治 38(1905)年 3 月に 30 人の夫人たちの家庭についての

インタビュー記事をまとめて『家庭の模範』として出版されている。その後もたびたび上

流階級の婦人へのインタビューなどが『女学世界』に掲載されているが、単行本化はされ

なかったようである。 

『家庭の模範』には権門の部として大名華族と勲功華族の七人の夫人が紹介されている。

勲功華族でも軍人として家族になった者の夫人については軍人の部で紹介されている。今
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回とりあげる武家華族については、毛利公爵家、鍋島侯爵家、岡部子爵家、加納子爵家が

登場するが、毛利家は公爵の母親が取材対象であり、実際に子育て中の婦人ではないため

にとりあげない。 

『家庭の模範』にとりあげられた三家についての基本的なデータを紹介したい。 

鍋島侯爵家の当主は鍋島直大、旧佐賀藩藩主家で石高は 35 万 7000 石という外様大名で

あり、夫人の榮子
な が こ

は広橋安胤の五女で広橋伯爵家出身である。直大はヨーロッパへの留学

経験があり、外務省に入省後イタリア公使となり、その後は宮中顧問官や貴族院議員とし

て活躍した。直大には前妻の胤子との間に朗子
さ え こ

、直
なお

映
みつ

がいる。榮子
な が こ

との間には伊都子、茂

子、信子、直
なお

縄
ただ

、尚子がいた。また側室もおり、側室との間には貞次郎、信孝、俊子、哲

雄がいた。直
なお

映
みつ

はイギリス留学後、外務省に嘱託で勤め、韓国の農事事業調査に携わった。

直縄は分家筋である旧肥前鹿島藩主家の鍋島直彬子爵の養子となり、東京外国語学校独逸

語学科を卒業後は、ドイツへ留学し林学を学び、帰国後は佐賀百六銀行頭取や貴族院議員

を務めた３５２。次女伊都子は梨本宮守正王妃となった。 

岡部子爵家の当主は岡部長職、旧岸和田藩藩主家で石高は 5万 3000石であり、夫人の坻子
お か こ

は前田齊泰の四女で前田侯爵家出身である。長職は欧米への留学経験があり、外務省に入

ると条約改正交渉の担当として活躍、貴族院議員としても活躍し、司法相までになった。

長職は前妻錫子
よ う こ

との間にすでに、清子
す が こ

、鍾子
ま さ こ

、長景がいた。坻子
お か こ

との間には長剛
ながたけ

、長挙
ながたか

、栄子
さ き こ

、

豊子
と よ こ

、長世
な が よ

、盈子
み つ こ

、長量
ながかず

、久子
ひ さ こ

、長建
ながたつ

、長伸
ながのぶ

、長章
ながあきら

をもうけた。長男長景は大正期から昭

和戦前期に外務官僚、貴族院議員として活躍し、文部大臣とまでなった。三男長挙
ながたか

は朝日

新聞社社長の村山龍平の養子となり、のちに朝日新聞社社長となった。末っ子の長章は戦

前戦中と昭和天皇の侍従を務めている。娘たちは三井家などの裕福な実業家と結婚してい

る。 

加納子爵家の当主は加納久宜、旧一宮藩藩主家で石高は 1万 3000石、夫人の鎰子
い つ こ

は原三

蔭の次女である。加納は留学準備をしていたが、留学を断念し内務省に出仕し、鹿児島県

知事を務めた、鹿児島では殖産事業や教育事業に力を入れ庶民の生活改善に努めた。鹿児

島県知事を退任後は、おもに貴族院議員として活躍し、農業や産業の発展に関わっていっ

た。また旧藩の領地である一宮町の町長を務めた。久宜は嘉子、久元、理子、次子、冲子、

久朗、久憲、國子、八重子、治子、夏子という子どもをもうけた。嫡男であった次男久朗

は昭和戦前期に横浜正金銀行頭取として活躍し、戦後は日本住宅公団総裁や千葉県知事を

務めた。三男の久憲はアメリカ移民となっており、コロラド州で農園を経営しながら日系

移民たちの世話役としても活躍していた３５３。また娘の夏子は元内閣総理大臣麻生太郎の祖

母である。 

鍋島家、岡部家、加納家の持つ財力には大きな差がある。鍋島家は国持大名であり、岡

部家は中規模の譜代大名、加納家は譜代大名であるがかろうじて大名と呼ばれる石高であ

る。加納家と同じような小さな大名家には華族としての体面を保つ財産がなく爵位を返上

する家もあった。 
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この 3 人の夫人の夫たちは明治政府に出仕している。一方で彼らのような大名の第一世

代には資産運用などで生活が出来たために定職につかない人物も多かった。鍋島と岡部は

留学経験があり、外交官として欧米にも赴任している。また加納は洋行できなかったが、

青年時代は留学を目指して外国語を学び、外国人家庭教師と暮らすなどして外国語と外国

文化を身に付けた３５４。かれらは西洋文化に親しみを持つ大名華族であった。 

 『家庭の模範』で紹介された彼らの家庭教育を具体的に見ていくことにする。 

鍋島家の教育であるが、生活面では女中の手を借りずに身支度をすることや、週に一度

は洋食を食べてマナーをしつけるなどがあげられる。服装については基本的には綿を用い

ており、娘たちにいたっては自分で仕立てさせる。それはどのような家に嫁入りしても困

らないようにするためだという。勉強面では学校の予習復習を母親が毎晩みており、計算

の訓練として勧工場で買い物をするなどの工夫をしている。また植物園や動物園や展覧会

などに子どもを連れて行き、様々なものを実際に見せる心がけをしている。直大は先妻が

なくなった後すぐに栄子夫人と結婚したがそれは公使としてイタリア赴任が決まっていた

からであった。夫妻はしばらくイタリアで暮らしていた。夫人は日本赤十字社内の篤志看

護婦人会という皇族・華族の女性の奉仕活動グループの中心人物であった３５５。 

 岡部家の教育であるが、生活面では、ときどき洋食を食べさせるが、普段は粗食にして

おり、子どもの軍隊入りや嫁入り先のことを考えて贅沢に慣れさせないようにしている。

服装については靴を推奨しており、服装についても改良服にさらなる改良を加えて着せよ

うとしていた。また学校には男の子は徒歩で通わせ、女の子は人力車で送迎はさせるが付

添いの女中はなかった。勉強面では、学校の予習復習は家庭教師や長男が面倒を見ている。

女の子はピアノを学ばせるつもりで、男の子は小学校を出たら書道を学ばせるつもりであ

るとしている。また一家団欒を大切にしていた。子どもの教育には夫人は自らが積極的に

働いたようである。また、長職は家庭のことは夫人を信頼して一任し、一家団欒を大切に

しまた楽しむよい父親であったという３５６。 

 加納家の教育であるが、生活面ではもともと小規模の大名であり裕福ではないことと子

沢山なせいもあって節約を大事にしている。食事については間食をさせないことや、日曜

日だけは洋食を食べるなどの決まりがある。また自然と兄弟の中で年長のものが年下の子

たちのしつけや面倒をみている。子どもたちは学校へは徒歩と汽車で通い、雨がひどい時

などしか人力車は使わない。また 1 年を通して木綿の改良服を着せ、履物は靴である。子

どもには新聞は読ませない代わりに雑誌をとっている。また鹿児島知事時代には宣教師の

夫人から子どもたちは英語を学んでおり、キリスト教や西洋文化についても親しみを持っ

ていたようである。また久宜が大日本体育会会長だったこともあり、知能だけでなく身体

の発達や健康にも心がけており、家族でダンベルを使った運動をし、男児には柔道をさせ

た３５７。また『家庭の模範』には記述はないが、娘たちは社会を学ぶためと自立心を養わせ

るために、久宜は娘たちだけで旅行をさせている３５８。久宜は子どもたちに対して女中にあ

まり用事を頼まないようにして自分のことは自分でするようにと、自立心が養われるよう
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なしつけを考えていた３５９。また久宜は家政使用人のために仕事の心得から貯蓄や味噌汁の

具にいたるまでの細かい家庭生活の規則を「家庭雑録」３６０として残している。忙しく不在

がちであった久宜にかわり、実際に「家庭雑録」の内容にそって家庭を監督したのは夫人

であると考えられる。夫人には家政だけでなく、加納の興した農民生活改善のための入新

井信用組合の事務をしており、これは地域のためにと無給での仕事ではあったが、職業婦

人としての側面も持ち合わせていた。また娘たちの学用品の準備などの教育に関する日常

の世話は両親に代わり長男の久朗が行っていた３６１。娘たちに日常生活の手伝いや注意など

のしつけをするのは夫人であり、久宜は直接のしつけはおこなわなかった。また久宜に家

族での行楽などをねだられるとしばしば喜んで承知して、家族サービスを怠らなかったよ

うである３６２。 

この 3 家の共通点と言えば、子どもたちの日常は華やかな生活ではなく、質素倹約な生

活ぶりである。この 3 家とも食生活は普段は粗食にし、ときどきマナーを学ぶために西洋

料理を食べる。そして衣類についても普段は綿布で華美なものは着せず、足には西洋の靴

をはかせる。鍋島家と岡部家には子どもにお付きの女中がいるようだが、加納家ではそれ

を廃止しており女中が 3 人しかいない。また夫人たちは子どもが小さいときには学校の予

習復習を自らが見たり、算数が苦手であれば買い物をさせることで計算を身近なものにし

たりなどの教育にたいしての工夫がみられる。そして、娘の教育についてはとくに身の回

りのことを自分で行えるようにするということを心がけているようであり、それは結婚後

の生活を考慮してのものである。また偶然であるが、この 3家の夫人たちは後添いであり、

自分の子どもではない大きな子どもを抱えていた。以上が紹介された 3 家の教育について

の共通点である。 

また華族家当主である父親たちの家庭への関わり方であるが、鍋島家については資料を

欠いて不明である。しかし、岡部も加納も政治家としての活動などで忙しかったはずだが、

一家団欒など家族での心的交流の深まりの機会を大変大切にしている。そして家庭の大き

な方針などは夫人と決め、日常生活の監督は夫人に任せていたと考えられる。 

 

 

第 2節 華族と新中間層の生活 

 

鍋島家、岡部家、加納家以外の伝統的な大名華族の生活についてもふれておきたい。ま

ずは家庭教育についてであるが、多くの大名華族の子どもには子守として家政使用人がつ

けられて、しつけについては家政使用人から指導された。そこには親の意向だけでなく、

家の意向の両方が存在している。 

『家庭の模範』登場した 3 家には質素な生活ぶりという点で共通するとしたが、他の大

名家においても普段は質素倹約をしているところが多い。旧久留米藩主家の伯爵有馬頼寧

においては幼少期はいつも旧藩の特産品だったかすりの着物を、夏用の生地なのにもかか
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わらず 1 年中着ていたという。また食べ物も質素だったという。一方で、家の中には多く

の使用人がいた。家族のひとりひとりにお付きの女中がおり、女中の世話を受けていたこ

とを記憶している。有馬頼寧は生まれてすぐに母が離縁されたため祖母と老女とよばれる

女中頭に育てられ、再婚した父とその継母ともあまり関わることなく育っており、両親の

記憶がほとんど語られない。そして有馬頼寧の息子頼義も母親には育てられず使用人に育

てられ、母は自分の子どもを抱いたことすらないと述べている３６３。また早くに母を亡くし

て、死んだ母への思慕が強い徳川元子と蜂須賀年子すら、母親が自らの成長を愛しんでく

れたという思いはあっても、具体的に教育を施してくれたというような記述はなかった３６４。

大名華族たちが自身の過去を語った多数の本には自ら教育をする母親像は登場しなかった。

せいぜい観劇などの芸術鑑賞か旅行や散歩などの社会見学の趣がある余暇活動くらいのも

のであった。 

『家庭の模範』の読者層は、中等教育程度の女性であると述べたが、それは同時に明治

の後半に登場した新中間層の主婦や娘たちである。新中間層はいわゆる都市の俸給生活者

階層であり、地方から都市部に出てきた上層農の次男以下の中卒者以上が多かった３６５。家

族構成については夫婦とその子どもである。当時はまだ国勢調査がなかったので、子ども

の人数はわからない。大正中期までに新中間層といえる所得水準は 500円から 5000 円であ

り、人口の一割に満たない階層だったという３６６。 

 

表 7－1 明治 36年(1903)の公務員の年俸 

職種 小学校教員 

警官など 

軍人‐少尉 軍人‐少佐 官僚 帝国大学教授 

年俸 16~40 円(月給) 444 円 1277 円 400~2500 円 800~1600 円 

※小学校教員(訓導)や警官などの下級公務員は月給制であった。 

参照：内閣府法制局『法規提要 明治三六年版 上巻』法制局、1903年、国会図書館近

代デジタルライブラリー所収。 

 

上記の表に表した通り、法律で決められた公務員の給与は、小学校教員や警官などの下

級役人は月俸 16 円～40 円３６７、軍人の少尉で年俸 444 円、少佐で年俸 1277 円、官僚は

400 円から 2500 円、帝国大学教授で年俸 800～1600 円であった。公務員といえども官僚

や士官クラスではないと新中間層とはいえなかった。 

当時の新中間層の例として、ある高等官吏の家では、家族が夫婦と子供 2 人、ほかに女

中 2 人と書生 1 人がおり、月収 83 円(年俸 1000 円)のところ、月の生活費には 80 円(内、

家賃 20 円、食費 26 円、使用人給金 4 円 50 銭など)ほどかかるという３６８。またある海軍

中佐の家では、夫婦と子供 3人と姑、ほかに女中 3人がおり、月収は 158円(年俸 1898 円)

のところ、月の生活費は約 130円(内、家賃 20円、食費 29円、使用人給金 4円、主人交際

費 38円など)かかるという３６９。当時の米価は 1 石が 10円から 13円であった。ちなみに 1
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石は 1000 合で、石は容積の単位なのでメートル法に換算し約 180リットル、米の重さは約

150kg である。新中間層の人々が一家の生活を維持、あるいは向上させていくことは子ど

もの立身出世にかかっており、子どもに良い学校教育を与えねばならなかった。 

新中間層の父親は職住分離により家には不在であり、また地方出身者であることから地

縁・血縁から切り離されて舅姑との関係も日常的になかった。都会の新中間層の家族は旧

来の親子関係中心の「家」から、夫婦関係中心の「家庭」にその実態が転嫁しつつあった３７０。 

そして「家庭」の担い手としての主婦たる母親が育児についてほとんど掌握していた。

彼女らは子どもの知的教育に力をいれており、母親が家庭教師のように勉強を見ることが

あった。また母親が必死に家事をする姿を見せることで勤勉さを伝えることができると、

家事労働に教育的意義を見出す者もいた。また、新中間層では家政使用人いわゆる女中を

雇うこともあったが、たいていは雇えても１人だったために、主婦も女中と家事をおこな

った。女中は家事の中でも比較的に重労働な洗濯、雑巾がけ、風呂焚きを請け負う役割で

あった３７１。主婦たちは子どもの教育については女中には任せなかった。当時女学校では子

どもの教育は、両親が子どもの模範となる行動を示すことの大切さ３７２や、学齢期となれば

母親がよく学校と連携して学校の方針に倣い教育をすべきだと教えていた３７３。新中間層が

新しい生活形態であることから、新中間層の主婦たちは自分たちの生活に適合するよいモ

デルケースが身近になかったために学校での教育に忠実にならい、また婦人向け雑誌記事

を家庭の実践に役に立てていた３７４。新中間層の主婦たちが『家庭の模範』あるいは「貴婦

人の嗜好」の記事を読めば家庭生活の参考にしただろう。 

『家庭の模範』に登場した華族 3 家と新中間層の家庭を比較すると、まず華族は当然多

くの庶民とは比較にならない先祖伝来の資産を持っていた。また当時 3 家の当主は貴族院

議員であり、被選の貴族院議員である岡部と加納には貴族院議員として年俸 2000円の所得

があった３７５。またそのほかにも会社の経営などにかかわっており、そして所有する株券の

配当金などもあったので収入はそれ以上あった。明治 34 年(1901)の鍋島家の所得高は

95000 円という３７６。明治 42年(1909)の所得税だが鍋島家は 10957 円、岡部家は 526 円、

加納家は 197円を納税しているので３７７、当時の所得税の課税からみて約 20万円、岡部家

は約 15000 円、加納家は約 7800 円の課税対象の収入があったようだ。彼らの収入は官僚

の初年度の年俸 400円の 10倍以上もあった。ちなみに当時子ども 1人がすべて官立学校に

通ったとして中学校から大学卒業までに必要な授業料は約 310 円であり、だいたい 1 年間

で 25円ほどであった。女学校の授業料もだいたい 1 か月 2 円から 3 円であり、年間 25 円

ほどかかった３７８。中等教育以上の学齢期の子どもが 4 人いれば年間 100 円もの授業料が

かかった。しかし、華族は学習院に通っていれば学費はほとんどかからなかった３７９。 

新中間層の例として先ほど取り上げた高等官吏の家と海軍中佐の家は家族と使用人で七

名ほどの家であったが、華族 3家は子どもだけで 10人ほどおり、当時すでに家を離れてい

た子どももいるが、家族に使用人の女中や下男を合わせて最も少ない加納家でも 12名であ

る。ある伯爵家では、家令以下 35 名の使用人を雇っていた３８０。おそらく岡部家や鍋島家



114 

 

は家族と使用人を含めて 20名以上の家であり、新中間層の家の 2倍以上の規模である。 

ここでとりあげた華族 3 家の夫人は、子どものための食事の準備や裁縫の手間を惜しま

ない。子どもの教育のために、子どもに見せるべきものと、見せるべきではないものを見

極め、新聞や芝居は見せずに、子供向け雑誌を買いあたえたり、動植物園に連れて行った

りなどの教育的配慮をしている。しかし、新中間層の多くの家のように、華族の家には女

中が一人というわけではなく、また下男などの存在もあったので、華族の夫人の仕事は家

政の采配が主であった。華族の母親が子どもの面倒を自らの手で行うといっても、子ども

ひとりひとりにお付きの女中がいたり、書生がいたりと、使用人が手厚く補助を行ってい

たといえる。また華族の子どもは男の子であれば、いったん外に出されて親の手から離れ

て、世間について学ぶことが多かった。鍋島直大の次男直縄は中学校教師の家へ下宿し、

書生のような生活に入ったと新聞にて報道されている３８１。もちろん学習院の寄宿舎を利用

することもできた３８２。また女の子であれば華族女学校３８３に通いながら、家の中でも教育

され、家ごとに決まった流派のある華道や茶道あるいは音楽や外国語などを師範や家庭教

師などを雇って教養を広く身に着けさせた。しかし、新中間層の家ではよほどの高給取り

でなければ、このようなことは不可能であり、養育だけでなく学習面でも子どもを教育し

ていく母親が登場していたのだろう。 

ここで登場した華族 3 家の夫人はおそらく岡部夫人以外は学校教育を受けていない。学

制ができるころには 15歳以上の年齢に達していたからである。おそらく『女大学』や『女

鑑』の儒教的な教養を身に着けており、その女性像は夫や舅姑に従い、家内を円滑に暮ら

せるように整えることが大切と教育されていた。近代以前の女性教育においては家内の生

活を切り盛りするためには、女性も読み書き、そろばんができるのは当然で、さらに家政

ができることが重要であるということであった。 

明治以降に登場した良妻賢母教育もその伝統的な儒教思想から大きくはずれるものでは

ない。明治以降はとくに女性教育において良妻像とともに育児の担い手としての賢母像が

大きく打ち出されるようになった。富国強兵のための人材を育てるためには子供によい教

育を施す賢い母が必要であると考えられたからである。賢母とはいままでの家政の知識だ

けでなくさまざまな知識がある母親であり、これを育てるために女子教育の必要が訴えら

れた３８４。『家庭の模範』も日露戦争開戦前後に雑誌に掲載されたものがもとであり、とく

に富国強兵や良妻賢母としての女性の役割が期待された機運があったころのものである。

『女学世界』でも日露戦争開戦時には特集号が組まれた。 

新中間層と比べて、華族には特権が与えられており経済的にも待遇的にも恵まれていた。

その特権のなかで教育に関係するものといえば、華族の子弟は学習院であれば小学校から

大学まで自動的に進学し高学歴を得ることができたことである。また就職もコネクション

などから他家の子弟の就職斡旋を頼まれるほどであり、自身の子弟の就職は比較的に容易

だったであろう。そのうえで、華族が子どもの教育に力を入れるのは、華族令でいわれる

華族の品位を保持するために学歴だけでなくさまざまな教養を習得し、徳を磨かなければ
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ならなかったという理由があげられる。また華族の品位を対外的に保つためには交際費な

どの支出も多いことから経済的にも失敗は許されなかったことも理由にあるだろう。そし

て公家華族や大名華族は、各家の伝統的な文化の継承や、長きにわたり特権階級として存

在したことから社会的階級の継承という理由があった。また、華族として子どもの職業に

対してのプライドがあったという理由も考えられる。華族の子弟には軍人や外交官という

職業に就くことが国家から望まれていた。とくに鍋島家や岡部家のように父親が外交官で

あれば、嫡男にはそれを望んだであろう。実際に両家ともに嫡男は外務省で勤務した。華

族は新中間層のように上昇志向は大きくないものの、彼らは華族としての品位を保ち、家

名を穢さないために家庭教育を行っていたといえる。 

明治政府は皇室の藩屏として華族をとらえたときに、華族が経済的にも『家庭の模範』

に登場した大名華族 3 家は、一般的な華族とは少々異なる生活をしていたようである。イ

ンタビューで語られた子育てに関する話は、華族といえども華美すぎず、裕福さをあらわ

すのは音楽や芸術などの文化的な教育にとどまっている。そして日々の生活では倹約的な

部分が多く、女中などの家政使用人を複数雇っていながらも夫人たちが自ら工夫をしつつ

子育てをしているようにみえる。そこには新中間層の主婦たちにも手が届き、真似のでき

る家庭像や賢母像を見出すことができる。3 家の夫人たちが『女学世界』に登場したのは、

雑誌が讃えている日々家政に工夫を凝らして、一家を富ませ、また余暇には国家のため奉

仕活動を行うという良妻賢母像に適合していたことがひとつあげられる。そしてそれだけ

でなく、『女学世界』は華族を登場させることで雑誌の権威づけや売り上げ向上をはかろう

とする複数の思惑があったことが推測できる。『女学世界』側は女性に関する冊子を作成す

ると上流階級の夫人たちにインタビューの約束を取り付け、『家庭の模範』のまえがきには

そのインタビューによって得られた上流家庭の生活を中流家庭の参考にすると述べられて

いる。また夫人たちがインタビューを受けているのは、当然夫である華族家当主が家庭生

活の公開を承知したからである。インタビューを受けた 3 家の夫人や夫たちに、良妻賢母

主義を促進させるという思惑が働いたかどうかは不明であるが、彼らは自分たちの生活ぶ

りが庶民の生活改善のヒントになればと、請われるままに子育てや衣食住と幅広い生活の

細かな部分までのインタビューに応えたのだろう。『家庭の模範』に登場した華族が自らの

家政や家庭教育を公開することは、読者である女性たちに「良妻賢母」の理念を広めるに

ついて有効であると考えられたからであろう。 

文化的にも強固な地位を持つ存在である必要があった。そのため華族令により華族を特

権階級として保護をした。しかし他方で、華族に対し自己破産や犯罪、品位がないなどの

理由により爵位剥奪や礼遇停止処分をするとして努力を求めた。華族の家庭教育について

は、その内容は各家の文化や伝統に基づき自由に行うことができた。しかし、華族たちに

は高いレベルの教育や品位を国家から求められており、子女への教育の失敗が特権階級か

らの排除につながる可能性があった。そのために華族たちは教育を学校任せにはできず、

家庭教育にも手を抜くこともできなかった。華族の家庭教育は、家ごとの文化や社会階級
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の継承という家単位の個人活動の理念と、国家や社会のためになる子女の育成という、国

家への奉仕としての理念も存在していた。 
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終章 華族の家庭教育と父親 

 

第 1節 有馬頼寧家、岡部長景家、阪谷芳郎家の比較 

 第 2 章から第 4 章において、伯爵有馬頼寧、子爵岡部長景、子爵阪谷芳郎という日記の

残っている華族から、華族が父親としてどのように子供たちの教育にかかわっていたかを

明らかにしてきた。そこで、3家の家庭教育についての比較をしたい。 

まず、3家の華族の家族での私的な活動である団欒および余暇活動を中心に比較する。 

少なくとも各当主の日記に見るかぎり、岡部長景の妻と二人での私的な外出数は、有馬

頼寧と阪谷芳郎と比較して非常に多いものであった。岡部家では昭和 4年(1929)から昭和 5

年の 2 年では各年約 40 回、有馬家では大正 8 年(1919)と大正 9 年の 2 年間で平均 2.5 回、

阪谷家では大正 7 年から 9 年の 3 年間のうちに 1 回である。有馬家の夫婦仲はかならずし

も良好とはいえず、有馬は頻繁に花柳界に出入りしたり、愛人を作ったりしている。阪谷

家の夫婦仲は資料がなく不明であるが、結婚式仲人や葬儀などの公式行事は二人で出かけ

ることも多かった。しかし、岡部家については外出回数からして非常に仲の良い夫婦であ

ったことがわかる。 

また岡部家では家族揃っての私的な外出も非常に多い。岡部家では昭和 4年から 5年の 2

年では各年約 50 回、有馬家では大正 8 年では 13 回そして 9 年では 3 回、阪谷家では大正

7 年から 9年の 3年間では各年約 30回である。ただし有馬には 6人、阪谷には 7人という

たくさんの子どもがおり、家族での外出といっても子どもが全員揃うというわけではない

ので、有馬と阪谷についてはそれぞれの子どもとの外出回数はさらに少ない。 

大正 8年、阪谷は 55歳、有馬は 35歳であり、二人の年の差は 20歳ほどである。しかし、

阪谷の末娘と有馬の長男長女は同世代であり、同じ年頃の子どもを持つ親という共通点が

あった。阪谷と有馬の家族との行動について、同時期を抽出することが出来た。しかし、

有馬は阪谷と比べても、家族での外出が非常に少ない。有馬はこのころ愛人との恋愛に忙

しく、また仕事も東京大学農学校の講師として大学に勤めたり、信愛夜間中学の設立に奔

走していたりと忙しく、家族と行楽などに出かけることはあまりなかった。阪谷は末娘が

15 歳になっており観劇などの社交にともなうことができ、これが家族揃っての行動が多い

ことの理由となっている。 

一方で、少し時代がずれるが、昭和初期の岡部家では親子間の関係が密接であり、夫妻

が一人息子の長衡に多くの愛情を注いでいたことがわかる。 

また子どもを伴っての外出については、有馬、岡部、阪谷とみな同様に動物園や社寺な

どの見学や芸術鑑賞という教育を意識しての外出であることがわかった。 

また有馬、岡部、阪谷の息子のキャリアコースから見えてくるものがある。 

伯爵有馬頼寧の父親頼萬は有馬家当主という立場のみでとくに仕事には就かない人物で

あったが、有馬は役人および教師から政治家というキャリアを積んだ。そして息子の頼義

は成蹊学園と早稲田第一高等学院を中退して作家になるというであり、父親とはまったく
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異なるキャリアコースであった。しかし、そこには頼義の親への反抗という側面も見られ

る。実は有馬頼寧も無職状態の頼萬には不満があり、頼寧と頼義のあいだには親や華族社

会への反骨心の継承があったかもしれない。 

長景は学習院の同窓会桜友会の活動に対して力を入れていたにもかかわらず、長衡を東

京高等学校に通わせるなど一般的な華族子弟とは違うコースに進ませている。そして長景

は長衡を自分のキャリアとは全く異なったコースである理系へと進ませ、軍人となり戦後

は企業経営者となった。また、学生時代から馬術を極めて、東京オリンピックにも出場し

た。 

子爵阪谷芳郎家は希一そして芳直と三代続けて東京帝国大学で経済学を修めて、大蔵官

僚や日銀職員という財政や金融にかかわる仕事に就いており、阪谷家ではキャリアコース

を継承しているといえる。また阪谷家は勲功華族であり、その家の価値は国家への奉仕か

ら得たものであった。彼らは優秀な人物を育てて国家に奉仕させることが、家の価値を維

持していくことにおいて重要なことであった。 

 有馬、岡部、阪谷の 3 人の華族の父親が、子どもに願っていたことは社会に貢献する能

力持つ人物になってもらいたいということであった。とくに息子であれば、職業として社

会に貢献できる仕事をするようになって欲しいというものであった。また岡部には娘がい

ないが、有馬と阪谷は娘の教育に共通する点は、社会事業に接する機会を作っていること

である。阪谷は渋澤家との関係から病院への支援活動をしていた。有馬は自らが立ち上げ

た社会事業のイベントなどに娘をよく同伴していた。娘には上流に位置する女性として、

社会事業に参加し、弱者をいたわり、社会に貢献することのできる人物になって欲しいと

考えたということだろう。 

 

 

第 2節 華族の家庭教育と公教育のかかわり 

 

 華族の家庭教育と公教育がどのようにかかわりを持っていたか、第 5 章と第 6 章で触れ

た。華族の教育についても、西洋的な近代化の波が押し寄せており、幼児教育や学校教育

の導入を華族自らが欲して行ったことがわかった。 

幼児教育において、家庭教育や家庭生活との密接な関係から、当初は華族家の女中との

対立が見られた。しかし、次第にその重要性が認知されるようになると多くの華族が利用

し、学習院の初等科に進学するための、主に友人関係の構築の準備として重要になってい

ったことがわかった。 

学校教育において、華族は華族就学規則で学習院での就学を求められた。華族には華族

令なる華族のみが束縛される法律もあり、華族の子弟が正しく華族であるように教育でき

る特別な学校が必要であったという事情があるだろう。また学習院であれば、厳しい受験

をしなくとも高等学校のレベルまでの進学は保障されていた。そして、華族の働きかけに
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より、学習院が宮内省所管の官立学校の立場を得て徴兵令を逃れたり、高等学校令の改正

の際には学習院を文部省下の高等学校と同等の権利を得たりなど、華族が公教育に従う形

を見せながらも、子どもの教育の有利に働くようにうまく利用していく様子もみられる。

華族たちが学習院や文部省による教育にただ従属するのではなく、華族階級が一致した子

弟教育への要求を持ち、公教育に対して能動的に行動しようとしていたことがうかがえる。 

また華族令において求められた華族の品位の確保という問題もある。華族令が作られた

当初第 10条「華族は其子弟をして相当の教育を受けしむるの義務を負うへし」という条項

があり、家族に対しては国家の上流として、学歴においても上流を求められていたと考え

る。華族という特権階級でいるには、子どもに対して品格や教養だけでなく、学歴も授け

ることが必要であった。 

また華族の公教育の舞台である学習院は、ただ学習の場というだけでなく、華族という

同一階級の社交を形成する場である。幼稚園などの幼少期から高等学科まで、人生の成長

過程を同世代の華族が共有するのである。同一の学校出身であることは、強い帰属意識を

持ち、華族間での団結を深めるのに有益だったはずである。こうした家庭教育のみでは構

築できない華族の関係性の拡張を学習院が担い、またそういったコネクションを親たちも

望んでいたと考えられる。 

 

 

第 3節 総括 

 

 本研究において、華族の父親たちの家庭教育の行動や心性の一端を再現することができ

たと確信する。いままでの研究では、伝記やインタビューにおいてかつて華族であった人々

の幼少期の思い出を分析して、華族の家族の関係性を明らかにしたものが多かった。しか

し、本研究においては華族の父親たちの日記や書簡などを利用し、子どもの教育に関わる

記述を分析することで、実際に父親たちが家庭において父親役割をどのように担っていた

かを、詳細に明らかにすることができた。 

大名華族の家では、明治時代の初期には母親である華族の夫人も子どもの教育にかかわ

らず、女中などに任せきりの者も少なくなかった。しかし、昭和戦前期に有馬頼寧が息子

の教育に手を焼きながら寝坊で学校に遅刻させないように朝起こしたり、岡部長景が息子

の良き遊び相手であったりするようになっている。そのことから、華族の父親が実際に子

どもの教育に手をかけていたことがわかる。 

近代になると西洋から家庭という、かつて日本になかった家族像が伝わってきた。それ

はとくに新中間層を中心に広がりを見せた。当然、華族にも新しい家庭の思想は伝わって

いたはずである。とくに大名華族は生活と政治の場であった巨大な「家」から、廃藩置県

などにより「家」の政治の機能の規模が縮小されていき、しだいに家族の生活の場である

「家」という意味が次第に大きくなっていた。そこに西洋の家族の在り方の影響を受け、
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明治末期ごろから岡部長職家や加納久宜家において一家団欒を持つ華族の「家庭」が成立

していることから、華族たちの持つ家族像が変化していったのだと考える。そこで「家庭」

の父親の役割として、子どもを慈しむ姿勢が求められることから、父親たちも家庭教育に

かかわっていこうとする姿勢が表れたのではないかと考える。 

また子どもの教育に非常に重要である学校選択という場面においては、父親たちの影響

力が大きかったことも分かった。伯爵有馬家では学校選択は、華族嗣子であった有馬頼寧

が自分の子どもたちの学校選択について強い権限を持ち、中学以降は学習院以外の学校を

選択している。男爵阪谷家では希一は息子芳直に対し、かならず第一高等学校から東京帝

国大学に入るように何度も手紙などで言い聞かせている。また子爵水野家では直が病気を

持つ息子の学校生活について、学校との交渉を何度も行っている。蜂須賀家では父親が学

習院の教育方針に不満を持ったことから、娘年子をミッション系女学校である聖心女学院

に転校させている。これらのことから、子どもの学校教育のはじまりである学校選択につ

いては、父親たちが大きく関わっていることが見えてきた。 

とくに伝統的な華族家では「表」＝「公」は男性の領域、「奥」＝「私」は女性の領域と

いう考え方があった。有馬家ではもともと皇族であった妻の貞子は、ほとんど外に出ない

生活を送っており、また息子の学校での問題などは夫から情報も与えられていなかった。

つまり学校などの公的な社会との交渉は、父親である男性が行わねばならない事柄だった

のだろう。 

このように、父親が家庭教育において果たした役割を明らかにすることができた。 

 さて、華族の家庭教育は、華族に教養や品格を持ち合わせることを望んだ華族令に影響

されていた。明治政府は華族を皇室の藩屏としてとらえ、皇室の藩屏に強固な地位とする

必要があった。そのため華族令により華族を特権階級として文化的にも経済的にも保護を

した。そして、華族に対しては自己破産や犯罪、品位がないなどの理由により爵位剥奪や

礼遇停止処分をするとして、華族にもその地位を穢さないように努力を求めた。当然、華

族は子どもの教育に力を入れなければならなかった。これは華族が華族として、家格を落

とすことなく存在し続けるためには必要不可欠だった。とくに伝統的に最上位の支配階級

であった旧公家や旧大名では、各長きにわたり特権階級として存在したことから社会的階

級の継承をしていかなくてはならないという思いがあったはずである。 

教養や品格というものは非常にあいまいではあるが、親たちは一定の学歴を与えること

ができれば、ある程度の教養や品位について担保できると考えたであろう。また、皇族や

華族が集まる学習院であれば、世間の悪習に触れずに、華族子弟の品格を保つことができ

ると考えたであろう。それだけではなく、華族の品位を対外的に保つための支出も多いこ

とから、家政の経済的失敗も許されなかったため、経済や社会に対する知識も必要であっ

た。 

また、華族として子どもの職業に対してのプライドがあった。華族の子弟には軍人や外

交官あるいは貴族院議員という職業に就くことが国家から望まれていた。軍人は一兵卒で
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はなく、当然士官や将校となるべく、軍の学校への入学が求められた。心身共に健康な子

どもを育てなければならなかった。 

しかし、華族は新中間層のような上昇志向はない。華族としての品位を保ち、家名を穢

さないために教育を行っていたといえる。そこで、父親たちが見せた行動は、学校選択と

息子にたいしての教育的な助言であった。 

学校選択に関して、有馬頼寧や水野直は単に自分の子どもの教育だけではない行動も見

せている。 

華族社会の安定のために、有馬頼寧は華族が一般社会へ溶け込まなければならないと変

革を求めていた。それは有馬が息子を学習院以外で学校教育を受けさせた学校選択にあら

われている。華族社会以外の一般社会でも通用する子どもを育てようとし、また華族の特

別待遇の象徴である学習院の放棄の行動である。有馬は一時期学習院の廃止論も唱えてい

る。 

一方で水野直は華族が一致団結をすることで華族社会を守ろうとしていた。水野は学習

院御用掛として学習院の仕事にかかわった。水野は華族社会の一致団結の装置として重要

なものが学習院だととられていた。学習院を通じて、子どもたちが同じ時間を共有した親

密さをはぐくむだけでなく、子どもたちを通しての親たちの交流、あるいは同窓会組織に

おいて世代を超えた交流もできるのである。 

学校教育は親の学校選択の上にも成り立っており、家庭教育の外部委託先の学校として、

学校教育は家庭教育の延長上にある。学習院において子弟を教育することも、学習院以外

において子弟を教育していくことも、どちらも華族社会のために、各個人の家の再生産の

ために親たちがとった戦略なのである。 
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――」『横浜国立大学人文紀要 第一類 哲学･社会学科』第 42 輯、横浜国立大学 1996

年 

８ 永谷 健「近代日本における上流階級イメージの変容--明治後期から大正期における雑誌

メディアの分析」『思想 812号』岩波書店  1992 年。 

９ 落合恵美子「近代家族をめぐる言説」『岩波講座 現代社会 第 19 巻 <家族>の社会学』

岩波書店 1996 年。 

１０ 小山静子『良妻賢母という規範』勁草書房、1991 年。。沢山美果子「教育家族の成立」

編集員会編纂『叢書 産む・育てる・教える―匿名の教育史 1 ＜教育＞誕生と終焉』、

藤原書店、1990年。 

１１ 太田素子「＜子育ての歴史＞研究の課題と展望」『日本教育史研究 19』日本教育史研究

会、2000年。 

１２ 斎藤 正二「「子育て」をめぐる記号学的諸考察 : ジョージ・オーウェル『一九八四年』

'Newspeak'と『生類憐みの令』(1685)との間 」『日本教育学会大會研究発表要項』43

巻、1984年、69頁。 

１３ 広田照幸『日本人のしつけは衰退したか―「教育する家族」のゆくえ』講談社、1999

年。 

１４ 広田照幸監修『リーディングス 日本の教育と社会 第 3巻 子育て・しつけ』日本図書

センター、2006年、87頁。 

１５ 森山茂樹・中江和恵『日本子ども史』平凡社、2002。 

１６ 沢山美果子『近代家族と子育て』吉川弘文館、2013年。 
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１７ 同上、『近代家族と子育て』38－39頁。 

１８ 同上、『近代家族と子育て』71－72頁。 

１９ 多賀太「「父親の家庭教育」言説と階層・ジェンダー構造の変化」『教育科学セミナリー

41』関西大学教育学科、2010年。 

２０ 多賀太「「教育する父」の意識と行動―中学事件性の父親の事例分析から―」『教育科学

セミナリー43』関西大学教育学科、2012 年。 

２１ 大久保利謙『大久保利謙歴史著作集. 3 華族制の創出』吉川弘文館 1993年。 

２２ 後藤靖「 日本資本主義形成期の華族の財産所有状況」『立命館経済学』第 34 巻 6 号、

立命館大学経済学会、1987年。同上「華族世襲財産の設定状況について」『立命館経済

学』第 35巻 4・5号、立命館大学経済学会、1988年。 

２３ 千田稔「華族資本としての侯爵細川家の成立・展開」『土地制度史学』第 29巻 4号、政

治経済学・経済史学会、1987年。 

２４ 久保正明「明治十四年政変後の華族の立憲制への対応――華族制度形成に関する一考察」

『九州史学』第 157号、2010年。 

２５ 千田稔『明治・大正・昭和華族事件録』人物往来社、2002 年。小田部次雄『華族家の

女性たち』講談社、2007 年。以上の書籍は華族の家庭の情報について述べているが、

華族の家庭の研究とまではいえない。 

２６ タキエ・スギヤマ・リブラ 竹内洋・海部優子・井上和義訳『近代日本の上流社会――

華族のエスノグラフィ』世界思想社 2000 年。 

２７ 森岡清美『華族社会の「家」戦略』吉川弘文館、2002年。 

２８ 小山彰子「[研究ノート]華族家の教育史―ある大名華族家四代の聞き取り調査から」『哲

学』120、慶應義塾大学、2008年。 

２９ 小山の研究は一部有用な部分はあると考える。しかしインタビュー対象者が古い世代順

にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとプライバシー保護のため匿名で紹介されており、どの大名華族家

の調査であるか正確な特定ができない。研究ノートの情報から『平成新修旧華族家大

成』上下巻(霞会館、一九九六年）を参考にＡとＢ親子を推測することができた。匿名

の主旨を尊重して実名はあげないが、Ａは大名華族家令嬢、Ｂは勲功華族家令嬢であ

る。ＡはＷ家へ嫁すが、夫の父は大名華族家から勲功華族家へ養子に入った人物であ

った。すなわちＷ家は大名華族家の文化的要素を持つが、実際は勲功華族家である。

この研究ではＢの出身であるＷ家が大名華族家となっており正確性に欠ける。またＢ

の子どもと孫であるＣとＤにいたっては、誕生時にはすでに華族令も廃止されており、

またＢもＣも旧大名華族家の宗家ではなく一般家庭に嫁していることから、ＣやＤは

旧大名華族の流れをくんでいるが、旧大名華族家出身とはいえない。またＡ、Ｂ、Ｃ

は女性で他家に嫁しており同一の家の教育史を語ってはいない。以上のことからこの

研究は実際には「ある大名華族家四代からの聞き取り調査」とはいえず、表題の表現
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が誇大であると考える。そのためこの研究の中心である聞き取り調査の部分の真偽を

見抜くことは困難である。 

３０ 山本一生『恋と伯爵と大正デモクラシー 有馬頼寧日記1919』日本経済新聞社 2007年。 

 

 

第 1章 華族の家庭教育と近代 

 

３１ 太田素子「＜子育ての歴史＞研究の課題と展望」『日本教育史研究 19』日本教育史研究

会、2000年、72－73頁。 

３２ 山崎信子「近代日本における＜家庭教育＞―明治期に見られる「主婦」の位置づけの変

遷―」『創価大学大学院紀要 28』、創価大学大学院、2006年、175頁。 

３３ 小林二郎『学事示諭』小林二郎、1884年。 

３４ 『学事示諭』9－10頁。 

３５ 小池民次、高橋秀太『家庭教育』金港堂、1887年。 

３６ 同上、5頁。 

３７ 清水文之輔『家政学』金港堂、1890 年。 

３８ 同上、170頁。 

３９ 山崎彦八『新編家政学 下巻』長島文昌堂、 1894年。 

４０ 塚本はま子『実践家政学講義』参文舎、1906 年。 

４１ 帆苅猛「『婦人と子ども』に見る明治期日本の幼児教育の基礎づけ―家庭教育と学校教

育のはざまで―」 

４２ 倉橋惣三「家庭教育［意義］」『教育学辞典』岩波書店、1936年、321－322頁。 

４３  同上、321頁。 

４４ 倉橋惣三「家庭教育」『大百科辞典』5巻、平凡社、1935年、277頁。 

４５ 倉橋惣三「家庭教育総説」、文部省社会教育局編『現代家庭教育の要諦』宝文館、1931

年、303－308および 332－335頁。 

４６ 同上、327頁。 

４７ 同上、355－356頁。 

４８ 同上、351－354頁。 

４９ 同上、326頁。 

５０ 高木靖文「尾張徳川家における城中教育の展開」『名古屋大学医療技術短期大学部紀要

10』名古屋大学、1998年、49－51頁。 

５１ 雄山閣編『類聚伝記大日本史 第二巻』雄山閣 1935 年、374－375頁。 

５２ 同上、316－318頁。教師の儒学者は古賀穀堂だった。 

５３ 戸沢冨寿、浅野長武、戸沢和子、酒井美意子、甘露寺受長については金沢誠・川北洋太
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郎・湯浅泰雄『華族――明治百年の側面史』講談社、1968 年から事例を抽出した。自

伝からの抽出は徳川義親『最後の殿様』講談社、1973 年。蜂須賀年子『大名華族』三

笠書房、1957年。酒井美意子『ある華族の昭和史』主婦と生活社、1982年を利用した。

近衛文麿については御厨貴監修『歴代総理大臣伝記叢書 25 近衛文麿』ゆまに書房、

2006 年(近衛文麿伝記編纂刊行会『近衛文麿』上下刊、1951-1952 年を一冊にまとめた

もの)から抽出した。井伊正弘については井伊正弘×宇野茂樹「対談:大名華族の生活」

『大阪商業大学商業史博物館紀要 1』2001年から抽出した。 

５４ ダグラス・サザランド著 小池滋訳『英国紳士の子供』秀文インターナショナル、1981

年、55頁。 

５５ 前掲、蜂須賀年子、26頁。 

５６ 高橋みゆき「近世大名家の婚姻―熊本藩と福井藩の婚姻・勇姫の事例を中心に―」『熊

本史学 85・86』熊本大学、2006年、38頁。 

５７ 新井潤美『執事とメイドの表裏 イギリス文化における使用人のイメージ』白水社、2011

年、71頁。 

５８ 宮内省編纂『帝室統計書』は柏書房により 1993年に刊行されたものを利用した。 

５９ 明治 30 年に第十五国立銀行は国立銀行の満期にともない、普通銀行の十五銀行となっ

た。以下は十五銀行という名称で統一する。 

 

 

第 2章 有馬頼寧の家庭教育 

 

６０ 華族は、家格などの規定のもとに分けられた五爵だけでなく、出身による公家華族・武 

家(大名)華族、国家のために活躍した勲功華族の大きく三つの区分に分けることもでき 

る。 

６１ 恆子とも。有馬家を離れた後、男爵森有礼と再婚する。 

６２ 旧陸奥盤城平藩藩主家の子爵安藤信篤の養嗣子となっている。 

６３ 有馬頼寧『七十年の回想』創元社、1953 年、1 7-18頁。 

６４ かすりは本来夏用の生地であるが、有馬家では冬でもかすりを用いた。 

６５ 精神に働きかける教育がどのようなものかは不明である。 

６６ 有馬は有馬家が所有した東京の水天宮で行われる神楽の見物によく行った。そしてその

神楽の真似をして遊んだ。 

６７ 前掲、『七十年の回想』。 

６８ 「有馬家家範」国会図書館憲政資料室所蔵、『有馬頼寧関係文書』所収。 

６９ 倉富勇三郎 1853 年(嘉永 6)～1948(昭和 23)年。 

７０ 尚友倶楽部・伊藤隆編『有馬頼寧日記』。大正 8年 7月 5日条。 
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７１ 有馬頼義『母その生涯の悲しみ』文芸春秋社 1967 年。 

７２ 「有馬家給料付証(青山)」(明治 45年 10月～大正 5年 12月) 、前掲、『有馬頼寧関係文

書』所収。 

７３ 前掲、『七十年の回想』 

７４ 沖野岩三郎 1876(明治 9)年～1956(昭和 31)年。牧師、大逆事件を小説化した作家。有

馬は 1919 年 3月に 1918 年 2月の雑誌『黒潮』にて発表された小説「煉瓦の雨」を読

んでいる。 

７５ 『有馬頼寧日記』大正 8年 7月 29日条。 

７６ 『有馬頼寧日記』大正 8年 12月 1日条、同年 12月 26日条。 

７７ 有馬頼寧『追想』自費出版、1903年、270 頁。 

７８ 貨幣は不浄のものだとされており、華族の男性も女性も家にいる間は基本的に貨幣を自

分で使うことはなかった。男性は寄宿生活に入ることで小遣いを得てそこから金銭感

覚を覚えていった。 

７９ 『有馬頼寧日記』大正 8年 9月 7日条。 

８０ 『有馬頼寧日記』大正 8年 6月 22日条。 

８１ 『有馬頼寧日記』大正 8年 9月 7日条。 

８２ 『有馬頼寧日記』大正 10年 1月 26日条。 

８３ 有馬頼寧「総ての人の握手」『同愛』同愛会、1922年。 

８４ 有馬頼寧「親として」『蛙の声』、日本教育者協会、1922年。 

８５ 成蹊学園はイギリスの教育を参考に、三菱財閥の岩崎小彌太男爵の支援によってできた

エリート養成学校である。高等科編入については昭和 12年の資料では尋常科からその

まま高等科へと進む者で定員が満たされるので、合格の倍率は文科は 8 倍で理科は 10

～12 倍であったという。編入試験はなく、それまでの学校からの成績および推薦と、

成蹊の行う人物・健康考査の結果で選抜された。(旧制高等学校資料保存会『旧制高等

学校全書 第 4巻 校風編』丸善株式会社 1981 年) 

８６ 有馬頼寧「学習院論」『太陽』27巻 1号 大正 10年 1月 

８７ 有馬頼寧『無頼庵雑記』改造社 1949年 225-226 頁。 

８８ 有馬頼寧「所感日記」「我子のために 昭和 11年 1月 6日」、前掲、『有馬頼寧関係文書』

所収。 

８９ 『有馬頼寧日記』昭和 14年 5月 27日条。 

９０ 有馬頼義『母その生涯の悲しみ』文芸春秋社 1967 年。 

９１ 『有馬頼寧日記』大正 11年 2月 8日 

９２ 森山茂樹・中江和恵『日本子ども史』平凡社 、2002年。 

９３ 金子幸子『近代女性論の系譜』不二出版、1999年、154-156 頁。 

９４ 『有馬頼寧日記』大正 10年 2月 6日条。 
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９５ 有馬頼寧「所感日記」「我子のために 昭和 11年 1月 6日」、前掲、『有馬頼寧関係文書』

所収。 

９６ 『有馬頼寧日記』昭和 10年 9月 19日条。 

９７ 『有馬頼寧日記』昭和 10年 11月 11日条。 

９８ 『有馬頼寧日記』大正 8年 7月 26日条。 

９９ 宮地嚴夫(1847‐1918)、国学者、宮内省官吏。 

１００ 『太陽』第 2巻第 23号、明治 29年 11月 20日。宮地の執筆ではなく、インタビュー

記事。 

１０１ 『有馬頼寧日記』大正 8年 10月 19日条。 

１０２  有馬頼義『母その生涯の悲しみ』文芸春秋社 1967 年、36頁。 

１０３ 『有馬頼寧日記』昭和 2年 8月 19日条。 

１０４ 鎌子は助かったが、駆け落ち相手は死亡した。 

１０５ 岡部長景 子爵 旧和泉岸和田藩藩主家 外務官僚 文部大臣 旧和泉岸和田藩藩主家 

１０６ 『有馬頼寧日記』大正 8年 10月 3日条。 

１０７ 『有馬頼寧日記』大正 8年 1月 8日条。 

１０８ 『有馬頼寧日記』大正 8年 8月 22日条。 

１０９ 『有馬頼寧日記』大正 9年 1月 9日条。 

１１０ 酒井美意子『ある華族の昭和史』主婦と生活社 1982年 

１１１ 『有馬頼寧日記』大正 9年 6月 12日条。 

１１２ 『有馬頼寧日記』大正 8年 9月 4日条。 

１１３ 岩本美砂子「女性をめぐる政治的言説」『「性」と政治 日本政治学会年報』2003年。 

１１４ 『有馬頼寧日記』大正 9年 1月 20日条。 

１１５ 『有馬頼寧日記』昭和 11年 4月 27日条。 

１１６ ただ頼義にとって姉の澄子は少し変わった人物という認識がある。 

１１７ 前掲、『有馬頼寧関係文書』所収 

１１８ 沢山美果子「教育家族の成立」『<教育>――誕生と終焉』藤原出版 1990年。 

１１９ 三上敦史『近代日本の夜間中学』北海道大学図書刊行会 2005年。 

１２０ 『有馬頼寧日記』昭和 11年 1月 16日条。 

１２１ 小田部雄次『華族』 中公新書 2006 年。 

 

 

第 3章 岡部長景の家庭教育 

 

１２２ 尚友倶楽部編『岡部長景日記』尚友倶楽部 1993年。 

１２３ 三浦裕史「解説」、前掲、『岡部長景日記』 
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１２４ 奈良岡聰智「岡部長景の戦前・戦中・戦後」『創文』創文社 2009年。 

１２５ 小川原正道『評伝 岡部長職―明治を生きた最後の藩主』慶応義塾大学出版会 2006年。 

１２６ 岡部長章『ある侍従の回想記―激動時代の昭和天皇』朝日ソノラマ、 1990年、35頁。 

１２７ 官立の 7年制高等学校。バンカラな校風のナンバースクールとは異なり、スマートな 

校風だったという。 

１２８ 長職の長女清子は旧高徳藩藩主家戸田子爵家へ嫁すが、のちに離縁をしている。次女 

鍾子は経済学者の井上辰九郎と結婚。 

１２９ イギリスの社交界で、春路は日本の岩崎財閥の出身であるとして有名になり、加藤高 

明の英国公使としての交際に大いに貢献したという。岩崎徂堂編『明治大臣の夫人』 

大学館 1903年、225-227頁。 

１３０ 前掲、「解説」『岡部長景日記』 613および 620頁。 

１３１ 後藤致人「大正デモクラシーと華族社会の編成」『歴史学研究』青木書店 1997年。 

１３２ 岡部家はゴルフについては関係が大きい。妹栄子は日本女子ゴルフ界の先駆者である。 

妹盈子の舅新井領一郎は日本にゴルフを広めた人物の一人である。 

１３３ 旧静岡県田方郡内浦村三津。戦後沼津市に編入した。今でも残る松濤館という旅館の

近くに別荘を買った。富士山の景勝地である。沼津には皇室御用邸があり、周辺は上

流階級の別荘地のひとつであった。 

１３４ 先祖伝来の美術品をはじめとして、関東大震災と空襲で家と共に焼失してしまったも

のも多いという。 

１３５ 中村鉿子『家庭の模範 名流百家』博文館、1905年、58頁。国会図書館近代デジタル 

ライブラリー所収。 

１３６ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 8月 25 日条。 

１３７ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 12月 6 日条。 

１３８ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 4月 19 日条。 

１３９ 中村鉿子『家庭の模範 名流百家』博文館、1905年、63-64頁。  

１４０ 前掲、『家庭の模範 名流百家』48頁。  

１４１ 前掲、『評伝 岡部長職―明治を生きた最後の藩主』263-268頁。 

１４２ 現豊島区。 

１４３ 前掲、『家庭の模範 名流百家』60-62頁。 

１４４ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 6年 1月 3日条。 

１４５ 「健民家庭 薄着で歩け歩け 大東亜の天地に伸びる子を 岡部文相夫人のお宅」『読売 

新聞』朝刊 1943年 5月 4日 

１４６ 旧制東京高等学校。官立の七年制高等学校。 

１４７ 学習院『学習院一覧 昭和 5年 12月纂』学習院、1931年。 

１４８ 山口察常(1882-1948) 中国哲学者。愛知県出身。東京帝国大学卒業後中学に留学。帰
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国後は東京高、大正大学教授などとなった。 

１４９ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 4月 27 日条。 

１５０ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 4年 10月 8 日条。 

１５１ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 4年 10月 10 日条。 

１５２ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 4年 10月 11 日条。 

１５３ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 4年 10月 12 日条。 

１５４ 堀内静宇編『維新百傑』成功雑誌社、1910 年、38頁。国会図書館近代デジタルライ 

ブラリー所収。 

１５５ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 4年 10月 17 日条。 

１５６ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 4月 27 日条。 

１５７ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 9月 18 日条。 

１５８ 平生釟三郎(1866-1945) 実業家、政治家。はじめは出身校の東京商業学校の教師だっ

たが、東京海上火災株式会社に入り、実業家に転身。川崎造船社長などをつとめる。

のちに貴族院議員、枢密院顧問となる。また大正 12年には甲南学園を設立し、学校教

育に取組んだ。 

１５９ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 9月 16 日条。 

１６０ 旧水戸藩藩主家の徳川圀禎。 

１６１ 金沢誠・川北洋太郎・湯浅泰雄編『華族―明治百年の側面史』講談社 1968 年、370

頁。 

１６２ 前掲、『華族―明治百年の側面史』370頁。 

１６３ 前掲、『華族―明治百年の側面史』368-371 頁。 

１６４ 奈良武次(1868-1962) 軍人。男爵。平民出身で陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業。陸

軍省軍務局砲兵課長、支那駐屯軍司令をへて官軍務局長となる。東宮武官長、侍従武

官長として昭和天皇の側近となる。 

１６５ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 9月 26日条。ちなみに、奈良の日記にはこの日の

前後に長景との会話の記録はなかった。 

１６６ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 9月 26 日条。 

１６７ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 2月 25 日条。 

１６８ 浜田耕作(1881-1938) 京都帝国大学教授。日本の考古学の第一人者。岡部長景が所属

した外務省文化事業部の支援により設立した東亜考古学会に所属している。 

１６９ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 3月 14 日条、昭和 5年 6月 7日条。 

１７０ 前掲、『ある侍従の回想記―激動時代の昭和天皇』27-36頁。 

１７１ 前掲、『岡部長景日記』 昭和 5年 12月 31 日条。 

１７２ 馬乗馬術個人で 19位。当時は日本フェルト所属。日本フェルトは製紙用フェルトの製

造会社で、王子や三菱など岡部家と姻戚関係のある企業の提唱で設立されている。 
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第 4章 阪谷子爵家の家庭教育 

 

１７３ 阪谷朗廬(1822-1881)漢学者。 

１７４ 阪谷芳直『三代の系譜』みすず書房 、1979 年。 

１７５ 専修大学の前身であり、明治 13年(1880)に設立された。 

１７６ 故阪谷子爵記念事業会編『阪谷芳郎伝』私家版、 1951 年。 

１７７ 阪谷芳直『黎明期の女性たち』私家版、1984 年 、14頁。 

１７８ 阪谷良之進と険次。良之進は美術学校を卒業、その後文部省技師となり寺社保存に貢

献。険次は夭折した。 

１７９ 前掲、『黎明期の女性たち』私家版 、1984 年、22頁。 

１８０ 堀切善次郎(1884-1979)内務官僚。現在の福島県飯坂町出身。兄は政治家の堀切善兵衛。

敏子の死後、大正 12 年には 20 歳の内務省職員と再婚した(『読売新聞』朝刊 1923

年 8月 12日)。 

１８１ 高嶺俊夫(1885-1959)物理学者。教育学者の高嶺秀夫の二男。 

１８２ 秋庭義衛(1892-1976) 会社経営。ヂーゼル機器顧問。埼玉県比企郡出身。 

１８３ 八十島親徳(1873-1920)長く渋沢栄一の秘書を務めた。 

１８４ 伊藤長次郎。第三十八銀行頭取。 

１８５ 増田孝子「祖母上の御死去を悼みて」阪谷希一編『しのぶのつゆ』私家版 、1940年、

88 頁。増田孝子は和子の娘。 

１８６ 寛子は堀切家の長女。このとき、母が病気なうえに弟二人も麻疹だったため、妹の英

子と福子とともに阪谷家に預けられていたようである。「家庭日記」大正 10年 5月 22

日より 

１８７ 穂積重行編『穂積歌子日記』みすず書房、1898年、615頁。 

１８８ 三島弥太郎(1867-1919)子爵。銀行家。貴族院議員。横浜正金銀行頭取から日銀総裁と

なり、現職のまま死去。 

１８９ 阪谷芳郎『家庭の経済』大学館 、1915年、186頁。 

１９０ 前掲、『しのぶのつゆ』 

１９１ 前掲、『家庭の経済』、「編者言」 

１９２ 同上、178頁。 

１９３ 同上、152頁-153 頁。 

１９４ 同上、148頁。 

１９５ 松田誠「東京慈恵会と澁澤栄一」『高木兼寛の医学東京慈恵会医科大学の源流』東京慈

恵会医科大学、2007年。 
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１９６ 穂積重行編『穂積歌子日記』みすず書房 1898 年。 

１９７ 同上、32頁。 

１９８ 阪谷芳郎『家庭の経済』大学館 1915年、162 頁。 

１９９ 阪谷が廃娼運動を加えたのは、当時廃娼運動の全国組織である廓清会が発足されたば

かりであり、廃娼運動の機運は高かったからだろう。 

２００『有馬頼寧日記』昭和 2年 8月 19日条。 

２０１ 有馬の愛人は芸妓の福田次恵であり、自分の死後は妻の貞子に愛人の面倒を見て欲し

いと思っていた。有馬の祖母は夫の死後も夫の愛人と交際する機会を持っていた。 

２０２ 前掲、『家庭の経済』 

２０３ 前掲、『阪谷芳郎伝』 

２０４ 前掲、『しのぶのつゆ』 

２０５ 旧姓尾高ちよ。千代、千代子とも。伯父である尾高勝五郎の娘。栄一とは従妹。 

２０６ 澁澤篤二(1892-1932)澁澤栄一の長男。放蕩息子であり廃嫡となった。栄一の後を継い

だのは篤二の息子敬三である。 

２０７ 穂積歌子『はゝその落葉』竜門社、1900 年、22頁。 

２０８ 穂積重遠「小石川の叔母様」、前掲、『しのぶのつゆ』、15頁。 

２０９ 秋庭千重子「母上様をしのびまつりて」、前掲、『しのぶのつゆ』、 55頁。 

２１０ 山成喬六。銀行家。満州中央銀行副総裁を務めた。芳郎の母方の従弟。 

２１１ 澁澤元治(1876-1975)電気工学者。名古屋帝大初代総長。栄一の甥。 

２１２ 阪谷芳直『21世紀の担い手たち』勁草社、1995年、250頁。 

２１３ 東京高等師範学校附属中学校『東京高等師範学校附属中学校一覧 自大正 9年 4月 至

大正 10年 3月』 

２１４ 有馬頼義『母その悲しみの生涯』文芸春秋社、1967年、192頁。 

２１５ 岩浪稲子は貞子の結婚の際に北白川宮家から来て、有馬家の使用人となった。北白川

宮能久親王の妾で、貞子の実母である。 

２１６ 前掲、『三代の系譜』177頁。 

２１７ 前掲、『三代の系譜』224頁。 

２１８ 前掲、『三代の系譜』228頁。 

２１９  阪谷希一書簡 阪谷芳直宛 康徳 2年(昭和 10年)2月 1日付 

２２０  阪谷希一書簡 阪谷芳直宛 昭和 10年 7 月 24日付 

２２１ 前掲、『三代の系譜』224頁。 

２２２  阪谷希一書簡 阪谷芳直宛 昭和 8年 3月 18 日付 

２２３ 前掲、『三代の系譜』224頁。 

２２４ 前掲、『三代の系譜』223頁。 

２２５ 前掲、『三代の系譜』223頁。 
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２２６ 前掲、『三代の系譜』223頁。 

２２７ 前掲、『三代の系譜』235頁。 

２２８ 前掲、『三代の系譜』235頁。 

２２９ 前掲、『三代の系譜』223-224頁。 

２３０ 前掲、『三代の系譜』176頁。 

２３１ 前掲、『三代の系譜』176頁。 

２３２ 前掲、『21世紀の担い手たちへ』250頁。 

 

 

 

第 5章 華族女学校附属幼稚園における保育 

 

２３３ 女子学習院幼稚園は女子学習院の名称の変更と共にたびたび名称の変更をしている。

基本的には戦前までの最終的な名称であった女子学習院幼稚園を使用する。 

２３４ 湯川嘉津美『日本幼稚園成立史の研究』風間書房 2001 年。 

２３５ 野口幽香とも表記されるが、野口ゆかが戸籍上の名前である。また森島も「美根」と

表記されることがある。森島はのちに結婚して斎藤姓に変更される。 

２３６ 松本園子「野口幽香と二葉幼稚園(1):先行研究の検討」『淑徳短期大学研究紀要』第 46

号、2007年。 

２３７ 金沢誠、川北洋太郎、湯浅泰雄編『華族―百年の側面史』講談社、1968年。 

２３８ 有馬頼寧『七十年の回想』創元社、1952 年、27頁。 

２３９ 蜂須賀年子『大名華族』三笠書房、1957 年、79頁。 

２４０ 前掲、『七十年の回想』、37頁。 

２４１ 学習院百年史編纂委員会編『学習院百年史』第 1編、学習院、80頁。 

   この「華族学校設立大意」をまとめたものたちは、立花鑑寛、立花種恭、加納久宜で

ある。種恭、加納は兄弟であり、初期の貴族院でリーダシップをとった。 

２４２ 同上、377頁。 

２４３ 女子学習院編『女子学習院五十年史』、女子学習院、1935年、358頁。 

２４４ 前掲、『七十年の回想』、30-31頁。 

２４５ 湯川嘉津美「幼稚園の誕生とフレーベル主義教育」、浜田栄夫編『ペスタロッチー・フ

レーベルと日本の近代教育』、玉川大学出版部、2009年、78頁。 

２４６ 前掲、『女子学習院五十年史』第 1編、358 頁。 

２４７ 同上、359頁。 

２４８ 同上、359-360頁。 

２４９ 前掲、『日本幼稚園成立史の研究』、289頁。 
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２５０ 前掲、『女子学習院五十年史』、363頁。 

２５１ 学習院女子部『学習院女学部一覧』学習院女学部、1912年。 

女子学習院『女子学習院一覧.大正 9年乙』女子学習院、1925年。 

２５２ 前掲、『女子学習院五十年史』364頁 

２５３ 「談話」について、誰がどのような内容を話していたか不明である。 

２５４ 教育学術研究会編『教育辞書』第 1 冊、同文館、1903 年、64‐68 頁。国会図書館近

代デジタルライブラリー。積木から繋方、「六の毬」はすべて恩物である。上記の辞

書が恩物の内容に詳しい。 

２５５ 前掲、『女子学習院五十年史』363-366頁。 

２５６ 前掲、『日本幼稚園成立史の研究』、334-335 頁。 

２５７ 同上、336-361頁。 

２５８ 前掲、『女子学習院五十年史』356頁 

２５９ 同上、365-366頁。 

２６０「幼稚園教育に就いて」『おたより』第 55号、1933年、46-47頁。著者は不明。 

２６１ 前掲、『学習院百年史』第１編、825頁。 

２６２ 前掲、『学習院女学部一覧』 

２６３ 霞会館華族家系大成編輯委員会編『平成新修旧華族家系大成』上・下巻、吉川弘文館、

1996 年。 

２６４ 学習院女子部『学習院女学部一覧』学習院女学部、1913年。 

２６５ 学習院『学習院一覧』学習院、1913 年。 

２６６ 女子は平民・士族の入学がなく、僅かな皇族を除き、ほぼ華族のみの構成である。 

２６７ 宇佐美ケイ子「澄宮殿下と我が幼稚園」『幼児教育』第 22巻第 2号、1922 年。 

２６８ 神崎清編『現代婦人傳』中央公論社、1940 年、57-58頁。 

２６９ 前掲、『現代婦人傳』、56-57頁。 

２７０ 巌谷小波「華族女学校附属幼稚園参観記(下)」『少年世界』4－25、東京博文館、1989

年、20頁。 

２７１ 同上 19－20頁。 

２７２ 巌谷小波「華族女学校附属幼稚園参観記(上)」『少年世界』4－24、東京博文館、1989

年、16頁。 

２７３ 前掲、『女子学習院五十年史』、540-541 頁。 

２７４ 前掲、『学習院百年史』第１編、822-823、827頁。 

２７５ 前掲、『女子学習院五十年史』、444-445 頁。 

２７６ 「婦人付録 幼稚生御苑拝観」『読売新聞』1918年 10月 9日朝刊、4面。 

２７７ 「両皇孫が華族女学校幼稚園へ」『読売新聞』1905 年 10月 8日朝刊、7面。 

２７８ 前掲、『女子学習院五十年史』、372-374 頁。 
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２７９ 前掲、『現代婦人傳』、60-61、70頁。 

２８０ 野口幽香「種子の採集（保育の実際）」『婦人と子ども』第 11巻第 1号、1911 年、33-34

頁。 

２８１ 同上、33-32頁。 

２８２ 野口幽香、久留島武彦、中村よね「雛の節句と幼稚園」『婦人と子ども』第 17巻 3号、

1917 年、111-112頁。学習院をはじめとする三幼稚園の保育者が各園の雛節句のこと

を書いている。 

２８３ 野口幽香「幼稚園の卒業式」『婦人と子ども』第 16巻第 4号、1916年、152頁。 

２８４ 同上、153頁。 

２８５ 前掲、『女子学習院五十年史』、826頁。 

２８６ 前掲『華族―明治百年の側面史』、258-259 頁。 

２８７ 「学習院の注意」『教育報知 47』東京教育社、1886年、6頁。 

２８８ 前掲、「澄宮殿下と我が幼稚園」、35頁。 

２８９ 前掲、「澄宮殿下と我が幼稚園」、33頁。 

 

 

 

第 6章 大正期の華族の学習院論 

 

２９０ 学習院『開校五十年記念学習院史』学習院、1928 年、33頁。 

２９１ 前掲、『開校五十年記念学習院史』265－266 頁。 

２９２ 三浦梧楼『観樹将軍回顧録』政教社、1925 年、246－248頁。 

２９３ 嘉納先生伝記編纂会 『嘉納治五郎』講道館、1964年、67頁。 

２９４ 塩谷温『天馬行空』日本加除出版,、1956 年、83頁。 

２９５ 前掲、『開校五十年記念学習院史』106頁。 
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立命館大学経済会、1986年、729―723頁。 

３７８ 山徳丑之輔編『最近東京遊学案内』明進堂、1903年。国会図書館近代デジタルライブ
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山徳丑之輔編『最近東京遊学案内』明進堂、1903年 

山本一生『恋と伯爵と大正デモクラシー 有馬頼寧日記 1919』日本経済新聞社 2007 年 

湯川嘉津美『日本幼稚園成立史の研究』風間書房 2001年 

タキエ・スギヤマ・リブラ 竹内洋・海部優子・井上和義訳『近代日本の上流社会――華

族のエスノグラフィ』世界思想社 2000年 

若桑みどり『皇后の肖像 昭憲皇后の表象と女性の国民化』筑摩書房、2001年 

 

(4) 論文 

有馬頼寧「学習院論」『太陽』27巻 1号 大正 10年 1月 

有馬頼寧「総ての人の握手」『同愛』同愛会 大正 11年 8月 

有馬頼寧「子宝禍－兄弟姉妹五十一人」『改造』第 32巻 10号 1951年 

井伊正弘×宇野茂樹「対談:大名華族の生活」『大阪商業大学商業史博物館紀要 1』2001 年 

大久保利謙『大久保利謙歴史著作集 3 華族制の創出』吉川弘文館 1993年 

太田素子「＜子育ての歴史＞研究の課題と展望」『日本教育史研究 19』日本教育史研究会、 

2000年 
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後藤至人「「宮中グループ」における皇族集団の位置」『歴史学研究』739号 2000年  
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